
・空中写真測量（ＵＡＶ）

・地上写真測量

・地上型レーザースキャナー（ＴＬＳ）

・地上移動体搭載型レーザースキャナー

・無人航空機搭載型レーザースキャナー

・トータルステーション（ノンプリズム方式）

・ＴＳ等光波方式

・ＲＴＫ－ＧＮＳＳ

・音響測深機器

・施工履歴データ（土工）

・施工履歴データ（舗装修繕工）

・施工履歴データ（浚渫）

・施工履歴データ（表層安定処理等・固結工（中層混合処理））

・施工履歴データ（固結工・バーチカルドレーン工・

サンドコンパクションパイル工）

・モバイル端末等

・ＩＣＴ建機の刃先計測機能（土工）
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◆ 基礎知識（計測の仕組みについて）

□空中写真測量（UAV）とは？

空中写真測量とは、航空機から撮影された連続する空中写真
を用いて、地形図（数値地形図）を作成する技術である。

カメラＵＡＶ本体

写真からどうやって点群になるの？

？
レンズ歪み補正

写真測量時の撮影画像の
レンズの歪み等を補正す
る処理。

撮影時の画像 補正後の画像

特徴点マッチング

撮影した異なる写真の色彩、輝度、色調などから特徴点を抽出し、複数の写真と一致する点を抽出

マッチング

留意点

精度よく各写真をマッチングさせるためにはより多くの特徴点が必要となるため、以下の点に留意して計
測に臨むことが重要である。

・撮像のブレ、ボケが発生しないこと

・明るさ、露出、シャッタースピード、飛行速度、画像解像度を適切に設定すること
3



➢ 写真解像度（地上画素寸法（１画素辺りの地上の寸法））の確保

➢ ラップ率の確保

地上の詳細な変化を画像に収めるために
必要な要素。

２枚の写真の重なる度合い（ラップ率）が大き
いほど、精度のよいマッチングが可能となる。

１ｍ
１ｍ

地上画素寸法より小さい
地表物は計測されない

※例【地上画素寸法が１ｍの場合】

写真を合成

球面補正

ステレオ写真処理
写真マッチング

写真を補正 写真を立体化

※空中写真による立体化
のイメージ

ステレオ写真処理 撮影した写真に写る地表物を、複数の異なる写真で解析すること
により、立体化する処理。

立体化の原理

人間には２つの目があり、左右の目
が離れていることにより、左右それ
ぞれの目に写る景色には、見え方に
微妙な違い（視差）を生じます。この
左右の見え方の違いにより、人間は
物の立体感を認識しているのです。

上記の処理を施し、撮影した写真を立体化する。

※立体化のイメージ

立体化

4

人間には２つの目があり、左右の目が離れてい
ることにより、左右それぞれの目に写る景色には、
見え方に微妙な違い(視差)を生じます。この左右
の見え方の違いにより、人間は物の立体感を認識
するため、２枚の写真のラップ率は60％が最適と
されています。
ＵＡＶ写真測量では、各写真の特徴点をＳｆＭ、

ＶＳによりマッチングさせて、撮影位置、撮影方
向（姿勢）を算出し、特徴点の３次元座標を計算
します。

各写真で取得された特徴点が、隣り合った２枚の写真で多く
マッチングさせるためラップ率を８０％～９０％確保する。

レンズ歪み補正
撮影時の画像 補正後の画像 特徴点マッチング

ステレオ写真処理

レンズの歪みを補正 各写真の位置と姿勢を計算 ３次元座標の計算
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空中写真はレンズの中心から対象物までの距離の違いにより、写真上の像の位置にズレが生
じる。オルソ画像は、撮影位置、姿勢から撮影方向に高さ情報（３次元情報）を与えて写真
上の像の位置ズレをなくし、空中写真を地図と同じく、真上から見たような傾きのない、正
しい大きさと位置に表示される画像に変換(正射変換)したもの。
撮影画像の歪み量、レンズの中心位置等のパラメータを補正する数値を入力。

高い建物、地形ほど大
きく写る
広角なレンズを使うと
建物が倒れ込む

レンズ歪み補正
撮影時の画像 補正後の画像

特徴点マッチング

ステレオ写真処理

レンズの歪みを補正

各写真の位置と姿勢を計算

３次元座標の計算

オルソ画像処理

写真を正射変換

３次元点群



○ ＵＡＶで取得した点群を用いて断面管理をする。

【適用工種】

・土工

・土工（1,000m3未満）、床掘、小

規模土工、法面整形工

【適用工種】

・土工（1,000m3未満）、床掘、小

規模土工、法面整形工

・護岸工

・法面工

・擁壁工

・構造物工（橋脚・橋台）

・構造物工（橋梁上部）

・コンクリート堰堤工

面的な規格値を利用

従来の規格値を利用

□空中写真測量（ＵＡＶ）を用いた３次元出来形管理の種類

３次元出来形管理の種類には、以下の２パターンがあり、工種によって異なります。
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○ ＵＡＶで取得した点群を用いて面管理をする。



◆ 利用手順

１．計測準備

２．現場計測

３．計測データ処理

1.1 使用機器・ソフトウェアの手配

1.2 使用機器類の性能確認

1.3 撮影・飛行計画

1.4 標定点・検証点の配置計画

2.1 標定点・検証点の計測

2.2 ＵＡＶによる撮影飛行

3.1 計測点群データの作成

3.2 精度確認

7



航空法に基づく無人航空機の許可要件

に準じた機体を使用する。

・2022.6より利用する無人航空機

は登録が義務化されています。

空中写真

写真測量ソフトウェア
・外部標定要素の作成や同時調整
・３次元座標点群算出

点群処理ソフトウェア
・点群データのフィルタリング
・出来形計測データ出力

出来形帳票作成ソフトウェア

電子成果品

出来形計測データ等（TINファイル）

出来形管理資料（設計と出来形の差）

計測点群データ（ポイントファイル）

３次元設計データ

撮影計画
標定点設置

３次元設計データ作成ソフトウェア
・設計要素の入力
・３次元設計データの出力

受注者

工事基準点および標定点
データ（ポイントファイル）

出来高算出ソフトウェア

出来形評価用データ（ポイントファイル）

計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

空中写真測量（ＵＡＶ）に必要な機器・ソフトウェアを手配します。
一般的な機器構成を以下に示しています。
施工計画書には、これらの機器構成（計測機器名称、計測機器メーカー、ソフトメーカー、ソフトウェア名、バー

ジョン）を記載します。 ※カタログや仕様書の提出は不要

（１）ＵＡＶ本体
（２）デジタルカメラ
（３）各種ソフトウェア

使用機器・ソフトウェアの手配1.1

計測準備１

ＵＡＶの選定に関する留意事項
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使用機器類の性能確認1.2

空中写真測量（ＵＡＶ）に必要な機器類の性能などを確認します。

（１）計測性能の確認

（２）測定精度の確認

計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

（１）計測性能の確認

１）ＵＡＶ本体

以下の性能及び機能を有すること。

• 撮影計画を満足する揚重能力及び飛行時間を確保すること。（搭載するカメラ重量との比

較・計測範囲を飛行する時間と当該ＵＡＶの飛行可能時間の比較などを行う）

• 航空法に基づく無人飛行機の許可要件に準じた機体であること。※

• 所定のラップ率、地上画素寸法が確保できる飛行経路及び飛行高度の算出するソフトウェ

アを有すること。

※「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」の許可要件に準じた機体性能を有すると

ともに、当該機体に関する飛行マニュアルを整備しておくこと。

飛行マニュアルは下記ＨＰを参照してください。

https://www.mlit.go.jp/common/001218180.pdf
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計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

• ＵＡＶ及びデジタルカメラについては、製造メーカー等による保守点検を実施する。点検の頻度は、ＵＡＶは

１年に１回以上、デジタルカメラは必要に応じて実施する。

• 受注者は、計測性能について、ＵＡＶやデジタルカメラの性能を確認できる資料及びＵＡＶの保守点検記録を

提出する。

３）ＵＡＶ及びデジタルカメラ

①カメラの機能

下記のいずれかを示すメーカーカタログあるいは仕様書を施工計画書の添付資料として提出すること。

・インターバル撮影又は遠隔でシャッター操作ができること

・計画したラップ率を考慮した撮影位置で自動でシャッター操作ができること

②カメラの性能

・各工種で要求される点群精度を生成できる解像度を有すること。

※グローバルシャッターを用いる場合は、グローバルシャッターに対応したソフトウェアを使用すること

※歪みが大きいレンズや歪みが不均質なレンズは使用を避けること

※ピントは固定とすることが望ましく、オートフォーカスの使用は避けること

※《参考例》測定精度：±50mm以内の場合、地上画素寸法が10mm／画素が目安

※土工では鉛直下向きでの撮影が基本となっているが、最近では、斜め撮影の他、法面工におけるカメラの傾斜

などの機能を適宜検討する

※必要に応じて製造メーカー等による機能維持のための点検（センサーの清掃及び機能確認等）を実施すること

インターバル撮影：シャッターを一定間隔で切る機能
飛行速度・対地高度によりシャッター間隔は変化する

対地高度により地上画素寸法は変化するので
飛行高度に合わせた機材を選定する。

２）デジタルカメラ
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写真測量ソフトウェアの機能を確認する。

• カメラキャリブレーションを行う機能

（カメラキャリブレーションはカメラごとに実施する）

※カメラキャリブレーションにより算出されるレンズパラメーター（レンズの歪み）は、レンズの焦点距離、セ

ンサー、ピント、絞りなどのわずかな違いによりパラメータの数値に影響を与えます。また、カメラキャリブ

レーションを行うための撮像の影響も大きい。

そのため、カメラキャリブレーションは、キャリブレーションに適した環境で撮影を行いパラメータを算出す

ること。（明瞭な地物、標識などが設置されていて、十分な光量、ブレ、ボケのない画像を使用）

現場における撮影は、カメラキャリブレーションを行った時と同じカメラ設定（シャッタースピード、絞り、

ピント）で撮影すること。

※キャリブレーションに適した環境を確保できない場合は、第三者機関によるカメラ検定によりレンズパラメー

タを算出することができる。

※現場で撮影した画像によるセルフキャリブレーションは避けるものとする。

写真測量ソフトウェアは、撮影した空中写真及び標定点の座標やカメラキャリブ

レーションデータを用いて、空中写真測量の原理及び同時調整作業の内部処理により

ステレオモデルを構築し、地形、地物等の座標値を算出できるソフトのことです。

計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

４）各種ソフトウェア  ※ここでは写真測量ソフトウェアについてのみ記載します
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UAVの場合、計測時の検証点による精度確認となります。

また、精度確認は計測点群データ作成時に行います。

計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

（２）測定精度の確認

工種ごと・場面（起工測量や出来形計測等）ごとに決められた測定精度を満たしていることを確認する。

また、測定精度を確認できる書類（精度確認試験結果報告書）を監督職員に提出する。

１）ＵＡＶの精度確認方法

・計測時の検証点による精度確認

12

※工種ごと・場面（起工測量や出来形計測等）の測定精度、精度確認方法は本書の巻末の参考資料を参照のこと。

※検証点の配置方法については、「1.4 標定点・検証点の配置計画」を参照のこと。

現場における空中写真測量（ＵＡＶ）の測定精度を確認するために、現場に設置した２箇所以上の既知点を使用し、空中

写真測量（ＵＡＶ）から得られた計測点群データ上の検証点の座標と既知点座標を比較し精度確認試験を行う。

※構造物工（橋脚・橋台）の場合は、各側面及び天端上に設置した検証点の座標値を従来手法により計測し、合成した点群

上の座標値と比較して行う。



撮影・飛行計画1.3

所定のラップ率、地上画素寸法が確保できる飛行経路及び飛行高度を算出するソフトウェアを用いて揚重能力とバッ

テリー容量に留意の上、撮影・飛行計画を立案します。

（１）飛行の範囲を設定する

計測範囲を施工計画書に記載する。

※土工部分の周囲５ｍ程度広げた範囲を基本とする。（構造物工の場合は含まない）

（２）飛行高度・飛行速度・シャッタースピードを設定する

• 撮影計画を作成し、施工計画書に記載する。

• 工種で要求される地上画素寸法を満足するように、進行方向のラップ率（オーバラップＯＬ）、隣接コースの

ラップ率（サイドラップＳＬ）、飛行高度・飛行速度・シャッタースピードを求める。なお、ラップ率は、進行

方向のラップ率最低90％以上であることを示す飛行計画とする。ただし、ラップ率最低80％以上とする場合は、

飛行後に実績のラップ率を求めて提出が必要。

■ラップ率の確保

進行方向：90 or 80％以上

隣接方向：60％以上

進行方向のラップ率80％以上の場合は
実績値の提出が必要となる。

■写真測量ソフトによる実際のラップ率の算出例

計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３
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（３）飛行及び撮影時の留意事項

• 撮影区域を完全にカバーするため、撮影コースの始めと終わりの撮影区域外をそれぞれ最低１モデル（２枚の空

中写真の組み合わせ）以上設定する。

• 対地高度は、必要な精度を満たす地上画素寸法を確保できること、使用するカメラの素子寸法及び画面距離から

求めるものとする。撮影高度は、対地高度に撮影区域内の撮影基準面高を加えたものとする。

• 直線かつ等高度または等対地高度の撮影となるように計画する 。

• 計測条件により対象構造物の全面を所定の密度で計測するのが困難な場合は、出来形写真で補間することができ

る（土工は除く）。

• 構造物周囲を含む計測を実施することが望ましい（構造物工（橋梁架設・床版）の場合）。

■等高度または等対地高度が望ましい ■撮影コースの始めと終わりの撮影区域外をそれぞれ最
低１モデル（２枚以上の空中写真の組み合わせ）以上設
定すること

■対地高度は測定時の要求画素寸
法を確保できること

■撮影高度は対地高度＋撮影基準
面高を加えたものとする

計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

等高度撮影 等対地高度撮影

14

＊斜め撮影は斜面の傾斜、離れ、カメラ角度
など高度な設定が必要となるため垂直撮影
で精度が確保できない場合の補備的な撮影

■斜面における等対地高度



ＤＩＤ地区や空港周辺などＵＡＶの飛行にあたり許可の有無を確認する必要がある。

許可申請には時間がかかる場合があるので、早めの準備が重要です。

許可・申請は下記ＨＰを参照してください。

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html

計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

（４）航空法に基づく飛行許可申請（現場条件次第では提出が必要）
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標定点・検証点の配置計画1.4

空中写真測量（ＵＡＶ）による計測結果を３次元座標へ変換するためには、標定点と精度確認用の検証点を設置する

必要があります。その配置計画をします。

• 標定点、検証点の配置計画を作成して施工計画書に記載する。

• 標定点は、計測対象範囲を包括するように、公共測量作業規程の準則（第４編第414条）における外側標定点とし

て撮影区域外縁に100ｍ以内の間隔となるように設置するとともに、公共測量作業規程の準則（第４編第414条）

における内側標定点として天端上に200ｍ間隔程度を目安に設置する。

※ただし、構造物工（橋梁架設・床版）において計測範囲の外側に設置できない場合は、外縁の内側に設置すること

ができる。

• 標定点及び検証点の計測には、４級基準点及び３級水準点と同等以上の精度が求められるなどの制約条件がある。

• ＳｆＭ（Structure from Motion）、MVS（Multi View Stereo）の利用においてカメラ位置を直接計測できる手

法（ＲＴＫ－ＧＮＳＳ、ネットワーク型ＲＴＫ－ＧＮＳＳ、ＰＰＫ－ＧＮＳＳ、自動追尾ＴＳ等）を併用する場合

は、標定点の設置は任意とすることができる。

• 検証点については、公共測量作業規程の準則における検証点として天端上に200ｍ以内の間隔となるように設置す

る。標定点として設置したものと交互になるようにすることが望ましい。計測範囲が狭い場合については、最低２

箇所設置する。精度確認用の検証点は、標定点として利用しないこととする。

※構造物工（橋脚・橋台）の場合

各側面及び天端上の外周に４箇所標定点を設

置し、その内側に２箇所以上検証点を設置する

こと。合成した点群上での検証点座標値と従来

計測又は光波等による計測で得られた検証点座

標値を比較し、全ての精度検証において要求精

度を満たしている部分の項目については点群上

での計測による管理を行うことができる。

計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３
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標定点・検証点の計測イメージ

構造物工（橋脚・橋台）の場合
は従来手法による計測も可能

・検証点を標定点として使用しないこと
・標定点・検証点は計測中動かないよう設置すること

注 意

標定点・検証点の計測2.1

現場に計画した標定点・検証点を配置し、各点の座標を計測します。

（１）標定点・検証点の計測

• 標定点及び検証点の計測については、４級基準点及び３級水準点と同等以上の精度が得られる計測方法をとる。

例えば、工事基準点などの既知点から、事前精度確認にて所要の精度があることが確認されたＴＳ等光波方式を

用いて計測することができる。

※構造物工（橋脚・橋台）においては、従来の計測手法でもよい。

※起工測量においては、標定点の計測についてはＧＮＳＳローバーの利用も可能である。ただし、「ＧＮＳＳの事

前精度確認試験実施手順書及び試験結果報告書」を参考に平面座標±20mm以内、標高差30mm以内であること

を確認する。

• ＳｆＭ（Structure from Motion）、 MVS（Multi View Stereo）の利用においてカメラ位置を直接計測でき

る手法（ＲＴＫ－ＧＮＳＳ、ネットワーク型ＲＴＫ－ＧＮＳＳ、ＰＰＫ－ＧＮＳＳ、自動追尾ＴＳ等）を併用す

る場合は、標定点の設置は任意とすることができる。

計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

現場計測２

17



ＵＡＶによる撮影飛行2.2

ＵＡＶを飛行させ空中から写真を撮影します。

（１）撮影飛行

空中写真測量（ＵＡＶ）による計測では、計測対象範囲に作業員や仮設構造物、建設機械などが配置されている場合

は、地形面のデータが取得できない。このため、可能な限り出来形の地形面が露出している状況での計測を行う。

（２）計測の留意事項

１）安全計測のための留意点

空中写真測量（ＵＡＶ）による計測では、撮影だけでなくＵＡＶ本体の飛行の安全にも十分留意する必要がある。

・UAV機体の定期点検および飛行前点検の実施

・強風や突風の恐れのある気象条件

・バッテリー残量に注意

・安全飛行マニュアルに準拠し飛行する。

２）諸手続き

航空法による届け出、資格、周知など遵守すべき事項を確認すること。

・施工現場における飛行制限の確認

・住民周知

・必要な資格の取得

バッテリー残量に注意

計
測
準
備
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現
場
計
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２
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■強風や突風の恐れの
ある気象条件

■影部など暗く写真が鮮明に撮影できない場所

■可能な限り地面が露
出している状態

２）精度確保のための留意事項

空中写真測量（ＵＡＶ）による計測では、計測対象範囲に作業員や仮設構造物、建設機械などが配置されている

場合は、地形面のデータが取得できない。このため、可能な限り出来形の地形面が露出している状況での計測を行

う。

また、次のような条件では適正な計測が行えないので十分気をつけること。

《計測精度を確保するための留意事項》

・写真が鮮明に撮れないなど暗い場合

・日差しが強く影部が鮮明に撮れない場合

・水面や白色部のハレーションに留意

・草や木などで地面が覆われている場所

・積雪により地面が覆われている場合

・法面や構造物を計測する場合には、カメラの角度などを工夫すること

・水面や草本木など動きのある地物が多く介在するエリア

■対象構造物の全面を所定の密度で計測するこ
とが困難な場合は出来形写真で保管する

計
測
準
備
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現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

19



３）その他の留意事項（自動航行を行わない場合の留意点）

自動航行を行わない場合の測定精度を確保するための所定の条件は以下を標準とする。

・直線かつ、等高線または等対地高度の撮影となるように飛行する。

・撮影区域を完全にカバーするため、撮影コースの始めと終わりの撮影区域外をそれぞれ最低１モデル（２枚の

空中写真の組み合わせ）以上形成できるように飛行する。

・構造物に接触しないよう、十分注意して計測する。

計
測
準
備
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現
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■写真測量ソフトウェアに関する留意事項

・カメラキャリブレーションの結果（カメラパラメータ）は、測定精度に影響を与えるため、施工現場におけるセルフ
キャリブレーションは避けて、カメラキャリブレーションに適した環境で実施すること。

・ＵＡＶの飛行ログデータ（カメラ位置データ、姿勢情報、ＲＴＫ情報など）を使用したデータ処理が行える場合は、
利用してもよい。

■点群処理ソフトに関する留意事項

・処理する３次元座標は、出来形管理結果に影響するため、不要点除去時には留意すること。

注 意

計測点群データの作成3.1

撮影写真から点群を生成し、不要点の削除を行います。

（１）写真測量ソフトで点群を生成する

• 点群生成については、各写真測量ソフトウェアのマニュアルによる。

• 点群生成に利用するのは標定点のみである。

（２）点群処理ソフトで計測点群データを作成する

• 生成した点群データから、不要点を削除する。

• 必要に応じて密度調整を行う。

計
測
準
備
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現
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計測データ処理３
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検証点による精度確認3.2

計測点群データ上で取得した検証点の座標値と、現場計測の際に取得した検証点の座標を比較し要求されている測定
精度以内であることを確認します。
精度確認の結果は、「精度確認試験結果報告書」にとりまとめ、発注者に提出する必要があります。

・空中写真測量（ＵＡＶ）では、現場計測ごとに精度確認が必要。

・構造物工（橋脚・橋台）では、３次元の管理対象とする各面（側面や天端上など）ごとに精度確認が必要。

・点群生成時に利用していない検証点を用いる。

・生成した点群から抽出した検証点座標とＴＳ等で計測した検証点座標の比較を行う。

・比較結果が全て要求精度を満たしていることを確認する。

注 意
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を提出する



◆ 参考資料

適用工種、工種別の計測性能及び精度管理
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計測場面
起工測量

岩線計測

計測場面

出来形計測

計測場面
起工測量

計測場面

出来形計測

計測場面
起工測量

計測場面

出来形計測

工種
管理
手法

3次元計測技術 計測性能及び精度管理

精度確認方法

事前

精度確認

計測時の

検証点に

よる確認

その他（国

土地理院

登録品

等）

備考

土工 面
管
理

空中写真測量（UAV） 計測性能 測定精度 計測密度

部分払い
出来高計測

出来形計測 【鉛直方向・平面方向】
±50mm以内

【出来形計測】
1点以上/0.01㎡（0.1m×0.1mﾒｯｼｭ）

【出来形評価用】
1点以上/1㎡（1m×1mﾒｯｼｭ）

■

地上画素寸法
20mm/画素以内

【鉛直方向・平面方向】
±100mm以内

1点以上/0.25㎡（0.5m×0.5mﾒｯｼｭ）
地上画素寸法
30mm/画素以内

【鉛直方向・平面方向】
±200mm以内

地上画素寸法
10mm/画素以内

■

【鉛直方向・平面方向】
規格値
-200mm の場合：±60mm 以内
-100mm の場合：±30mm 以内
±50mm の場合：±15mm 以内
±30mm の場合：±10mm 以内

【出来形計測】
1 点以上/0.0025 ㎡（0.05m×0.05m
ﾒｯｼｭ）

付帯構造
物設置工

断
面
管
理

空中写真測量（ＵＡＶ） 測定精度 計測密度

■
【鉛直方向・平面方向】
±100mm以内

1点以上/0.25㎡
（0.5m×0.5mﾒｯｼｭ）

法面工 断
面
管
理

空中写真測量（ＵＡＶ） 測定精度 計測密度

【鉛直方向・平面方向】
規格値　　200mmの場合：±30mm以内
　　　　　　　100mmの場合：±30mm以内
　　　　　　　30mmの場合：±10mm以内

※地上写真測量については、長さが既知の評尺を用いて寸法計測精度が±
10mm以内であることを確認する。

1点以上/0.0025㎡
（0.05m×0.05mﾒｯｼｭ）

【落石雪害防止柵工の場合】

1点以上/0.0009㎡
（0.03m×0.03mﾒｯｼｭ）

空中写真測量（ＵＡＶ） 測定精度 計測密度

■

■

■

【鉛直方向・平面方向】
±100mm以内

1点以上/0.25㎡
（0.5m×0.5mﾒｯｼｭ）

擁壁工 空中写真測量（ＵＡＶ） 測定精度 計測密度

【鉛直方向・平面方向】
規格値　　200mmの場合：±30mm以内
　　　　　　　100mmの場合：±30mm以内
　　　　　　　50mmの場合：±15mm以内
　　　　　　　30mmの場合：±10mm以内
　　　　　　　20mmの場合： ±5mm以内

1点以上/0.0025㎡
（0.05m×0.05mﾒｯｼｭ）

断
面
管
理

空中写真測量（ＵＡＶ） 測定精度 計測密度
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計測場面
起工測量

計測場面

出来形計測

計測場面

計測場面
起工測量

計測場面

出来形計測

3次元計測技術 計測性能及び精度管理

精度確認方法

事前

精度確認

計測時の

検証点に

よる確認

その他（国

土地理院

登録品

等）

備考

【鉛直方向・平面方向】
±100mm以内

1点以上/0.25㎡
（0.5m×0.5mﾒｯｼｭ）

構造物工
（橋脚・橋
台）

空中写真測量（ＵＡＶ） 測定精度 計測密度

工種
管理
手法

空中写真測量（ＵＡＶ）

■

■

小規模
土工

面
管
理

土工で定める各計測技術

・空中写真測量（ＵＡＶ）
・地上レーザースキャナー
・地上移動体レーザースキャ
ナー
・無人航空機搭載型レーザー
スキャナー
・施工履歴データ
・地上写真測量

測定精度 計測密度

■

【鉛直方向・平面方向】
±50mm以下

【出来形計測時】
1点以上/0.01㎡
（0.1m×0.1mﾒｯｼｭ）※1

【出来形評価時】
1点以上/出来形評価グリッド※2

空中写真測量（ＵＡＶ）

【鉛直方向・平面方向】
規格値　　200mmの場合：±30mm以内
　　　　　　　100mmの場合：±30mm以内
　　　　　　　50mmの場合：±15mm以内
　　　　　　　30mmの場合：±10mm以内
　　　　　　　20mmの場合： ±5mm以内

1点以上/0.0025㎡
（0.05m×0.05mﾒｯｼｭ）

■

■※３

※1土工で規定されている技術については、各

技術の計測密度に準ずる。

※2：１㎡（１ｍ×１ｍ）以内を基本とするが、施

工幅が１ｍ未満の場合等、１㎡グリッドによる

出来形管理が適さない場合は、0.25 ㎡（0.5

ｍ×0.5ｍ）以内とする。土工で規定する技術

においても１㎡を0.25 ㎡と置き換えて運用す

る。施工幅が0.5ｍ未満の場合は、断面管理を

行うこととする。

※３：測定精度確保に必要な計測手順や条件を

精度確認試験結果に明記し、本手法に準じて

計測することを施工計画に記載する場合につ

いて、出来形計測時の検証点による精度確認

を標定点の設置精度の確認により代替するこ

とができる。

起工測量 【鉛直方向・平面方向】
±100mm以下

1点以上/0.25㎡
（0.5m×0.5mﾒｯｼｭ）

岩線計測

部分払い
出来高計測

【鉛直方向・平面方向】
±200mm以下

出来形計測

コンク
リート堰
堤工

断
面
管
理

測定精度 計測密度

【鉛直方向・平面方向】
規格値　　 50mmの場合：±16mm以内
　　　　　　　 30mmの場合：±10mm以内
　　　　　　　 20mmの場合：± 7mm以内
　　　　　　　 10mmの場合：± 3mm以内

1点以上/0.0025㎡
（0.05m×0.05mﾒｯｼｭ）

断
面
管
理

測定精度 計測密度

■

【鉛直方向・平面方向】
±100mm以内

1点以上/0.25㎡
（0.5m×0.5mﾒｯｼｭ）

空中写真測量（ＵＡＶ） 測定精度 計測密度



施工計画への記載事項・提出書類

1）適用工種
適用工種に該当している工種を記載する。

2）適用区域
３次元計測を行う範囲を明記する。また、平面図上に当該工事の実施範

囲を示し、３次元計測技術による出来形管理範囲と「土木工事施工管理基
準及び規格値（案）」による出来形管理範囲を塗り分ける。

3）出来形計測箇所、出来形管理基準及び規格値・出来形管理写真基準
「設計図書」及び「出来形管理基準及び規格値」の測定基準に基づいた

出来形計測箇所を記載する。自主管理するための任意の計測箇所について
は、記載不要である。

4）使用機器・ソフトウェア

記載事項

記載事項

記載事項

記載事項

提出書類
◼ 適正な精度管理の記録
◼ 測定精度を満たすことを確認で
きる書類（精度確認試験結果報
告書等）

記載事項

5）撮影計画
撮影計画を作成する。

記載事項

25

①機器構成
利用する機器及びソフトウェアについて、施工計画書に記載する。

②３次元計測技術本体
利用する３次元計測技術本体が下記と同等以上の計測性能を有し、適正な
精度管理が行われていることを、施工計画書の添付資料として提出する。

③ソフトウェア
使用するソフトウェア（ソフトメーカー、ソフトウェア名、バージョン）を記載する。
カタログや仕様書は不要である。



記載例①：機器構成及び性能（ＵＡＶ・デジタルカメラ・使用するソフトウェア）

26



記載例②：標定点・検証点の設置方法
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３）撮影計画

記載例③：飛行計画と撮影計画の記載例

２）作成した 飛行マニュアルを提出

• 航空機の航行の安全確保のために、 航空法に準拠して飛行計画を立案するとともに、航空法に

基づく飛行許可申請のために作成した 飛行マニュアルを施工計画書の添付資料として提出する

こと。

⑧空中写真測量

１）飛行計画

国土地理院「公共測量作業規程の準則（第４編第４１４条）」に準じて飛行計画をおこなう。

撮影は垂直撮影を基本とする。なお現地での作業日数は１日程度とする。対象土工は比高が７ｍ

程度であることから、天端から対地高度約５０ｍで飛行する。さらに、離着陸時以外は、基本的

に自律飛行とする。図２.１の土工範囲を網羅するように、延長方向は＋２０ｍ程度、横方向は

＋２、３ｍ程度延伸するように計測する。

撮
影
範
囲

＜地上画素寸法の計算＞
撮影範囲：センサーサイズ＝被写体までの距離：焦点距離
撮影範囲＝被写体までの距離×センサーサイズ÷焦点距離

＝50m ×0.0234m(23.4mm)÷0.028m(28mm)
＝41.78m

地上画素寸法＝撮影範囲÷画素数
＝41.78m÷6000画素
＝0.0069m
＝6.9mm/画素

被写体までの距離(m) 50m

焦点距離(mm) 28m

センサーサイズ 23.4mm×16.7mm

水平撮影範囲(m) 41.78m

垂直撮影範囲(m) 29.82m

画素数 6000画素×4000画素

地上画素寸法(水平) 6.9mm/画素

地上画素寸法(鉛直) 7.4mm/画素

イメージセンサー

セ
ン
サ
ー
サ
イ
ズ

画
素
数

41.78m÷6000画素
＝6.9mm/画素

29.82m÷4000画素
＝7.4mm/画素

28



作成例①：精度確認の実施と結果の提出

29

土工等の場合 構造物工（橋脚・橋台）の場合



作成例②：ＵＡＶ本体の保守点検記録の提出

30



地上写真測量

技術概要集



◆基礎知識（計測の仕組みについて）

◆利用手順

◆参考資料

2



３次元計測技術として定義されている地上写真測量は大きく分けて２種類あります。

動画や連続する複数枚の写真から点群を生成する技術

計測対象箇所とターゲットが同時に写り込むように撮影された複数枚の写真から寸法を計測する技術

※切削オーバーレイ工のみ対応可能

■点群を生成する地上写真測量

■点群を生成しない地上写真測量

◆ 基礎知識（計測の仕組みについて）

3



計測対象範囲に所定の個数・間隔で標定点・検証点を設置した上で写真撮影し、撮影した写
真および標定点の３次元座標をＳｆＭで解析することで、計測対象範囲全体の３次元座標点群
を生成する手法のこと。

写真からどうやって点群になるの？

レンズ歪み補正とは

写真測量時の撮影画像の歪み等を補正
する処理。

撮影時の画像 補正後の画像

特徴点マッチングとは

撮影した異なる写真の色味の変化から特徴点を抽出し、複数の写真を一つに合成する。

マッチング

留意点
精度よく各写真をマッチングさせるためには、より多くの特徴点が必要となるため、以下
の点に留意して、計測に臨むことが重要である。

レンズ歪み補正 特徴点マッチング ステレオ写真処理

写真から点群への流れ

■点群を生成する地上写真測量とは？

4



計測手法

計測手法は様々（計測技術の一例）

モバイル端末やデジタルカメラで撮
影した動画や写真等、計測機器や撮
影方法は様々です。

➢写真解像度（地上画素寸法（１画素辺りの地上の寸法））の確保

➢ラップ率の確保

地上の詳細な変化を画像に収めるために必要な要素

２枚の写真の重なる度合い（ラップ率）が大きいほど、
精度のよいマッチングが可能となる。

１
ｍ１ｍ

地上画素寸法より小
さい地表物は計測さ
れない

※例【地上画素寸法が１ｍの場合】

撮影した写真に写る地表物を、複数の異なる写真で解析すること
により、立体化する処理。

上記の処理を施し、撮影した写真を立体化する。

人間には２つの目があり、左右の
目が離れていることにより、左右そ
れぞれの目に写る景色には、見え方
に微妙な違い（視差）を生じます。 こ
の左右の見え方の違いにより、人間
は物の立体感を認識しているのです。

※立体化のイメージ

立体化

※空中写真による立体化の
イメージ

5

ステレオ写真処理とは

立体化の原理



フォトグラメトリ技術とは、３次元の物体を複数の観測点から撮影して得た２次元画像から、
視差情報を解析して寸法・形状を求める写真測量技術のことである。

■点群を生成しない地上写真測量（フォトグラメトリ）とは？

寸法の基準となるターゲット

下がりの算出

寸法の算出

6



○ 地上写真測量で取得した点群を用いて断面管理をする。

【適用工種】
・土工（1,000m3未満）・床掘・小
規模土工・法面整形工

・法面工
・付帯道路施設工
・電線共同溝工

従来の規格値を利用

□３次元出来形管理の種類

以下の２パターンがあり、工種によって異なります。

【適用工種】
・路面切削工従来の規格値を利用

◆ 点群を生成する地上写真測量の場合

◆ 点群を生成しない地上写真測量の場合

面的な規格値を利用

○ 地上写真測量で取得した点群を用いて面管理をする。

【適用工種】

・土工

・土工（1,000m3未満）・床掘・小

規模土工・法面整形工

○ 地上写真測量の計測結果を用いて断面管理をする。

7



◆ 利用手順

１．計測準備

２．現場計測

３．計測データ処理

1.1 使用機器・ソフトウェアの手配

1.2 使用機器類の性能確認

1.3 計測計画

2.1 標定点・検証点の計測

2.2 地上写真測量の実施

3.1 計測点群データの作成（点群を生成する地上写真測量の場合）

3.2 検証点による精度確認（点群を生成する地上写真測量の場合）

8



計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

使用機器・ソフトウェアの手配1.1

計測準備１

地上写真測量に必要な機器・ソフトウェアを手配します。
一般的な機器構成を以下に示しています。
施工計画書には、これらの機器構成（計測機器名称、計測機器メーカー、ソフトメーカー、ソフトウェア名、バー

ジョン）を記載します。 ※カタログや仕様書の提出は不要

（１）撮影機器本体（スマートフォン・タブレットとそれに搭載

されたデジタルカメラなど写真または動画を撮影する機能

を持つもの。スマートフォン専用アプリケーションなど）

（２）各種ソフトウェア

点群を生成する地上写真測量の場合 点群を生成しない地上写真測量の場合

（１）３次元計測技術（デジタルカメラ、計測用ターゲット、基

準スケール）

（２）各種ソフトウェア

9
路面切削工土工、土工（1,000m3未満）・床掘・小規模土工・法面整形工、

法面工、付帯道路施設工、電線共同溝工



使用機器類の性能確認1.2

地上写真測量に必要な機器類の性能などを確認します。
計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

（１）点群を生成する地上写真測量の場合

１）計測性能の確認

・カメラの計測性能については、必要な精度（計測場面ごとに異なる）を満たす画素寸法を確

保できる画素数を有すること。

・ただし、現場精度確認において必要な測定精度を確保することが確認できる場合には、上記

の画素寸法とは異なる性能の撮影機材を用いることができる。

2）測定精度の確認

工種ごと・場面（起工測量や出来形計測等）ごとに決められた測定精度を満たしていることを確認する。

また、測定精度を確認できる書類（精度確認試験結果報告書）を監督職員に提出する。

計測時に検証点を設置し、点群の生成・処理後に精度確認試験を実施する。

なお、精度確認試験は計測ごとに必要となる。

10

○精度確認方法

・計測時の検証点による精度確認

精度確認用の検証点を現場に設置し、地上写真測量から得られた計測点群データ上の検証点の座標と真値の位置座標

（基準点あるいは、工事基準点上といった既設点や、基準点及び工事基準点を用いて測量した座標値）を比較することで

確認することとする。

土工、土工（1,000m3未満）・床掘・小規模土工・法面整形工、
法面工、付帯道路施設工、電線共同溝工



計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

（２）点群を生成しない地上写真測量の場合

１）計測性能及び精度管理

・地上写真測量の測定精度を確認するために、施工現場と同等の路面を検査面に選定し、鉛直

方向と平面方向の精度確認試験を行う。

事前に精度確認試験を行い、測定精度を確認します。

結果は発注者へ提出します。

■路面切削工の測定精度（出来形計測）

11

○精度確認方法

・事前の精度確認

現場における空中写真測量（ＵＡＶ）の測定精度を確認するために、現場

に設置した２箇所以上の既知点を使用し、空中写真測量（ＵＡＶ）から得ら

れた計測点群データ上の検証点の座標と既知点座標を比較し精度確認試験を

行う。

※構造物工（橋脚・橋台）の場合は、各側面及び天端上に設置した検証点の

座標値を従来手法により計測し、合成した点群上の座標値と比較して行う。

路面切削工

「精度確認試験結果報告書」
を提出する



計測計画1.3

精度良く計測するため、計測計画を立案します。
計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

受注者は、利用する地上写真測量について以下の項目に留意し、撮影計画を作成する。

・計測対象面とカメラのおおよその離隔計測対象面上での画角サイズ、計測対象面を所定のラップ率で撮影するた

めの測線数及び各測線の撮影枚数を記載する（例：延長100ｍ、高さ７ｍの法面を３列に分けて撮影する。縦断

方向の撮影枚数は20枚以上とする等）。なお、所定のラップ率については、撮影計画上の縦断ラップ率を最低

90％以上とするか、撮影後に確認する縦断方向の実績のラップ率を最低80％以上とするかのいずれかとする。

いずれを選択するかについて、撮影計画に記載する。

・カメラの名称・性能と算出に使用するソフトウェアの名称を記載する。

・標定点の外観及び設置位置、標定点位置の測定方法を示した設置計画を記載する。

・撮影区域を完全にカバーするため、撮影コースの始めと終わりの撮影区域外をそれぞれ最低１モデル（２枚の写

真の組み合わせ）以上設定する。

・計測対象面とカメラとの離隔は、必要な精度を満たす地上画素寸法を確保できること。特に計測対象面に対する

カメラの視線の入射角が小さい状態での撮影においては、次図に示すように、撮影範囲外縁で地上画素寸法が大

幅に低下する場合があるため、この点に留意して計測計画を立案すること。

・画素寸法は使用するカメラの素子寸法及び画面距離と入射角を考慮して求めるものとする。

入射角が小さい場合に起こりうる地上解像度の大幅な低下

（１）点群を生成する地上写真測量の場合

12

土工、土工（1,000m3未満）・床掘・小規模土工・法面整形工、法面工、
付帯道路施設工、電線共同溝工



計
測
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１

現
場
計
測

２

計
測
デ
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３

• 対象物と撮影方法により測定精度に違いが生じるため、精度低下要因となる計測条件を可能な限り排除する計測

計画が重要となる。

• 精度確認試験を参考にし、幅員や計測位置を考慮して計測ターゲットを配置できるようにする。

• 被写体となる標定点においては、管理断面上に配置する計画とする。

（２）点群を生成しない地上写真測量の場合

13

路面切削工



標定点・検証点の計測2.1

標定点・検証点（必要な場合）を配置し、各点の座標を計画します。

計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

現場計測２

（１）点群を生成する地上写真測量の場合

• 計測対象範囲を包括するように、撮影区域外縁の四

隅に各１点設置する。

• 計測対象範囲の延長が100ｍを超える場合は外縁の

標定点の間隔が100ｍ以内となるように設置する。

１）標定点の設置 計測
範囲

100m以内

計測範囲

100m以内100m以内

100mを超える

標定点設置例

２）検証点の設置

• 計測対象範囲の内部に200ｍ以内の間隔となるよう

に設置する内部の検証点は、標定点として設置した

ものと交互になるようにすることが望ましい。

• 計測範囲が狭い場合については、最低２箇所設置す

る。

• 精度確認用の検証点は、標定点として利用しないこ

ととする。

３）標定点及び検証点の計測

• 標定点及び検証点の計測については、４級基準点及び３級水準点と同等以上の精度が得られる計測方法をとる。

例えば工事基準点などの既知点から、事前精度確認にて所要の精度があることが確認されたＴＳ等光波方式を

用いて計測することができる。

• また、ＳｆＭ（Structure from Motion）の利用においてカメラ位置を直接計測できる手法（ＲＴＫ、ネット

ワーク型ＲＴＫ、ＰＰＫ）を併用する場合は、標定点の設置は任意とすることができる。

※計測方法に留意すればよいだけで、測量成果簿等は必要としない。 14

■標定点
・標定点の設置個数・配置は任意

■検証点
・計測範囲内部に200m毎１点以上設置
（延長が200ｍ以下の場合は２点以上設置）

検証点

出来形計測範囲

撮影区域

撮影時のカメラの３次元座標を
測定できる技術（自己定位型）を用いる場合

自己定位型以外の技術を用いる場合

■標定点
・撮影区域外縁の四隅の１点に各１点以上設置
（ただし、計測対象範囲の延長が100ｍを超える場合は、
外縁の標定点の間隔が100ｍ以内となるように追加設置）

■検証点
・計測範囲内部に200ｍ毎１点以上設置

（延長が200ｍ以下の場合は２点以上設置）

検証点

標定点

計測対象範囲

撮影区域

土工、土工（1,000m3未満）・床掘・小規模土工・法面
整形工、法面工、付帯道路施設工、電線共同溝工
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（２）点群を生成しない地上写真測量の場合

１）標定点の設置

• 標定点を管理断面上に配置する。

15

路面切削工



地上写真測量の実施2.2

地上写真測量を実施します。
計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

（１）点群を生成する地上写真測量の場合

• 計測対象範囲全体と、範囲内に設置した標定点・検証点を一つの動画または複数枚の写真で網羅するように撮

影する。なお、撮影は出来形管理の対象範囲全体を複数に分けて行っても良い。

16

土工、土工（1,000m3未満）・床掘・小規模土工・法面整形工、付帯道路施設工、電線共同溝工

法面工

• 法枠工の出来形管理項目のうち、「幅・高さ・枠中心間隔」の寸法計測に用いることができる。地上写真測量

を用いて寸法を計測する場合、計測点群の３次元座標の精度は問われないため、出来形計測の実施方法は上記

の記載内容に従うが、標定点・検証点の設置・計測については以下を標準とする。

➢標定点を設置する代わりに、長さが既知の標尺を撮影対象とする法枠の付近に設置

し、設営を行う。

➢撮影した画像からＳｆＭを用いて、点群を出力する。点群は、公共座標系を有して

いなくてもよいため、ＳｆＭの解析時に標定点の３次元座標を入力しなくてもよい。

➢出力した点群の寸法の精度を確認するため、点群から読み取った既知の標尺の寸法

と実際の標尺の寸法が、誤差±10mm 以内であることを確認する。

➢精度確認結果は、土工の「地上写真測量の精度確認試験実施手順書及び試験結果報

告書」に、ｘ,ｙ,ｚ座標精度に代えて標尺の寸法精度を記載し提出する。なお、土工

の「地上写真測量の精度確認試験実施手順書及び試験結果報告書」に示す精度確認

は実施しなくてもよい。

標尺設置状況
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（２）点群を生成しない地上写真測量の場合

• 被写体となる標定点が映り込むように、複数枚数撮影する。

• 起工測量時等に３次元設計データを利用し、現地の測点（路肩等）にマーキングした位置の３次元座標を計測

し、納品する。また、納品する３次元座標値は公共座標系に準じた座標値として納品することが望ましい。

17

路面切削工



計測点群データの作成（点群を生成する地上写真測量の場合）3.1

撮影写真から点群を生成し、不要点の削除を行います。

計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

計測データ処理３

（１）写真測量ソフトで点群を生成する

• 点群生成については、各写真測量ソフトウェアのマニュアルによる。

• 点群生成に利用するのは標定点のみである。

（２）点群処理ソフトで計測点群データを作成する

• 生成した点群データから、不要点を削除する。

• 必要に応じて密度調整を行う。

■写真測量ソフトウェアに関する留意事項

・カメラキャリブレーションの結果は、測定精度に影響を与えるため、留意すること。

■点群処理ソフトに関する留意事項

・処理する３次元座標は、出来形管理結果に影響するため、不要点除去時には留意すること。

注 意
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土工、土工（1,000m3未満）・床掘・小規模
土工・法面整形工、法面工、付帯道路施設工、
電線共同溝工



検証点による精度確認（点群を生成する地上写真測量の場合）3.2

計測点群データ上で取得した検証点の座標値と、現場計測の際に取得した検証点の座標を比較し、要求されている測
定精度以内であることを確認します。
精度確認の結果は、「地上写真測量の精度確認試験実施手順書及び試験結果報告書」にとりまとめ、発注者に提出す

る必要があります。

計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

・精度確認は、撮影後、写真測量ソフトウェアにより計測点群データを算出する際に行う。

・精度確認の結果、必要な精度を満たさない場合は、写真測量ソフトウェアでの処理の再実施または再計測を実施

する。

・検証点の座標と既知点（基準点あるいは、工事基準上などの既知点の座標値や、基準点及び工事基準点を基にＴ

Ｓで計測した座標値）との座標値を比較し、各座標値（Ｘ,Ｙ,Ｈ）の較差が要求されている測定精度以内であるこ

とを確認する。
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土工、土工（1,000m3未満）・床掘・小規模
土工・法面整形工、法面工、付帯道路施設工、
電線共同溝工

「精度確認試験結果報告書」
を提出する



◆ 参考資料

適用工種、工種別の計測性能及び精度管理

20
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■点群を生成する地上写真測量

施工計画への記載事項・提出書類

1）適用工種
適用工種に該当している工種を記載する。

2）適用区域
３次元計測を行う範囲を明記する。また、平面図上に当該工事の実施範

囲を示し、３次元計測技術による出来形管理範囲と「土木工事施工管理基
準及び規格値（案）」による出来形管理範囲を塗り分ける。

3）出来形計測箇所、出来形管理基準及び規格値・出来形管理写真基準
「設計図書」及び「出来形管理基準及び規格値」の測定基準に基づいた

出来形計測箇所を記載する。自主管理するための任意の計測箇所について
は、記載不要である。

4）使用機器・ソフトウェア

記載事項

記載事項

記載事項

①機器構成
利用する機器及びソフトウェアについて、施工計画書に記載する。

②３次元計測技術本体
利用する３次元計測技術本体が下記と同等以上の計測性能を有し、適

正な精度管理が行われていることを、施工計画書の添付資料として提出
する。

③ソフトウェア
使用するソフトウェア（ソフトメーカー、ソフトウェア名、バージョ

ン）を記載する。カタログや仕様書は不要である。

5）撮影計画
撮影計画を作成する。

記載事項

提出書類

記載事項

記載事項

◼ 測定精度を満たすことを確認で
きる書類（精度確認試験結果報
告書）

◼ ３次元設計データ作成ソフト、
写真測量ソフトウェア、点群処
理ソフトウェアなど
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土工、土工（1,000m3未満）・床掘・小規模土工・法面整形工、法面工、付帯道路施設工、電線共同溝工



1）適用工種
適用工種に該当している工種を記載する。

2）出来形計測箇所、出来形管理基準及び規格値・出来形管理写真基準
「設計図書」及び「出来形管理基準及び規格値」の測定基準に基づいた

出来形計測箇所を記載する。自主管理するための任意の計測箇所について
は、記載不要である。

3）使用機器・ソフトウェア

◼ 測定精度を満たすことを確認で
きる書類（精度確認試験結果報
告書）

■点群を生成しない地上写真測量

◼ ３次元設計データ作成ソフト、
出来形座標確認ソフトウェアな
ど

①機器構成
利用する機器及びソフトウェアについて、施工計画書に記載する。

②３次元計測技術本体
利用する３次元計測技術本体が下記と同等以上の計測性能を有し、適

正な精度管理が行われていることを、施工計画書の添付資料として提出
する。

③ソフトウェア
使用するソフトウェア（ソフトメーカー、ソフトウェア名、バージョ

ン）を記載する。カタログや仕様書は不要である。

記載事項

記載事項

記載事項

提出書類

記載事項

23

路面切削工の場合



作成例：精度確認の実施と結果の提出

土工等の場合 路面切削工の場合



技術概要集

地上型レーザースキャナー
（ＴＬＳ）



◆基礎知識（計測の仕組みについて）

◆利用手順

◆参考資料

2



□地上型レーザースキャナーとは

◆ 基礎知識（計測の仕組みについて）

3

指定した範囲にレーザーを連続的に照射し、その反射波によ

り対象物との相対位置を面的に取得できる技術である。

VZ-600i
RIEGL

GLS-2200
TOPCON

Leica ScanStation P40
Leica Geosystems

測定対象物にレーザー光線を照射してレーザーが返ってくるまでの時間を測定し、距離に換

算すると同時に、レーザーの照射角度から対象物の座標値(ＸＹＺ)を算出する。
また、基準点を使用してＴＬＳ本体を機械設置する、あるいは、計測後に点群を標定点に

よって座標変換することで、現場座標に整合した点群を作成する。



○ ＴＬＳで取得した点群を用いて面管理をする。

○ ＴＬＳで取得した点群を用いて断面管理をする。

【適用工種】
・土工
・舗装工
・土工（1,000m3未満）、床掘、小
規模土工、法面整形工

【適用工種】
・土工（1,000m3未満）、床掘、小
規模土工、法面整形工

・付帯構造物設置工
・法面工
・基礎工
・擁壁工
・構造物工（橋脚・橋台）
・構造物工（橋梁上部）
・付帯道路施設工
・コンクリート堰堤工

□地上型レーザースキャナー（ＴＬＳ）を用いた３次元出来形管理の種類

３次元出来形管理の種類には、以下の２パターンがあり、工種によって異なります。

面的な規格値を利用

従来の規格値を利用

4



◆ 利用手順

１．計測準備

２．現場計測

３．計測データ処理

1.1 使用機器・ソフトウェアの手配

1.2 使用機器類の性能確認

1.3 事前精度確認の実施

1.4 計測計画

2.1 ＴＬＳの配置

2.2 標定点・検証点の配置と計測

2.3 ＴＬＳ計測の実施

2.4 その他

3.1 検証点による精度確認（必要な工種のみ）

3.2 計測点群データの処理

3.2 精度確認

5



地上型レーザースキャナー（ＴＬＳ）による計測に必要な機械・ソフトウェアを手配します。
一般的な機器構成を以下に示しています。
施工計画書には、これらの機器構成（計測機器名称、計測機器メーカー、ソフトメーカー、ソフトウェア名、バー

ジョン）を記載しましょう。 ※カタログや仕様書の提出は不要

（１）ＴＬＳ本体
（２）各種ソフトウェア

計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

使用機器・ソフトウェアの手配1.1

計測準備１

6

計測点群データ

②点群処理ソフトウェア
・点群データの合成
・点群データのフィルタリング

①ＴＬＳ本体

出来形管理資料

出来形評価用データ
（ポイントファイル）

３次元設計データ

③３次元設計データ作成ソフトウェア
・ＴＳ出来形管理用の基本設計データ
を利用・変換してもよい
・曲線部などの補間に留意すること

⑤出来高算出ソフトウェア

出来形計測データ等
（TINファイル）

出来形管理資料
（設計と出来形の差）

基準点
座標データ

④出来形帳票作成ソフトウェア



地上型レーザースキャナーの計測に必要な機器類の性能などを確認します。

（１）精度管理の確認
（２）計測性能の確認

（１）精度管理の確認

適正な精度管理の記録（下記に記載するいずれか）を施工計画書に添付して提出する。

・メーカーの推奨期間内に実施されたうえで第三者機関が発行する有効な試験成績書又は検査成績書

・メーカーが発行する校正証明書

・その他メーカーによる機器の作動点検等の記録

使用機器類の性能確認1.2

計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

7

（２）測定精度の確認

Ａ．事前の精度確認の実施

Ｂ．計測時の検証点（既知点）による精度確認

■ＴＬＳの精度確認試験実施パターンについて

ＴＬＳの精度確認の実施パターンは工種によって以下のＡもしくはＢのパターンに分かれます。

３次元計測技術を活用する工種に応じた精度確認試験方法を実施するよう、留意すること。

工種ごと・場面（起工測量や出来形計測等）ごとに決められた測定精度を満たしていることを確認する。

また、測定精度を確認できる書類（精度確認試験結果報告書）を監督職員に提出する。



■ＴＬＳにおける精度確認実施パターン 工種別一覧

計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

適用工種 精度確認

土 工 Ａ

舗 装 工 Ａ

付帯構造物設置工 B

法 面 工 Ｂ

基 礎 工 Ｂ

擁 壁 工 Ｂ

構造物工（橋脚・橋台） Ｂ

構造物工（橋梁架設・床版） Ｂ

土工（1,000m
3
未満）・床掘工・小規模土工・法面整形工 A

付帯道路施設工 A

コンクリート堰堤工 B
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１）事前の精度確認

※精度確認で設定した計測最大距離を超えて実際の計測を行うことはできませんので、留意しましょう。
※検証点はＴＬＳの座標変換や器械設置としての標定点や基準点として使用してはならない
※上記の方法により難い場合は、後述の２点間距離計測による精度検証方法によることができる

計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

利用前に精度確認試験を実施し、性能基準を満たすことを確認します。精度確認結果は発注者に提出します。

事前精度確認の実施1.3

（１）土工、土工に準じる工種の精度確認試験

■座標間較差による精度確認

下記と同様の手法を用いて、事前に精度確認を行うことが可能である。この場合、利用する現場条件を特定で

きないことから、計測機器の仕様に応じて、計測予定距離以上の距離に既知点を設置し、精度確認基準を満足

することを確認する。（利用前12か月以内の結果であること）

２）現場での精度確認

計測を実施する現場において、以下の手順で実施する（利用前12か月以内に実施すること）。

• 計測機器本体から被計測対象の最大計測距離以上となる位置に、ＴＬＳで３次元座標を計測できる既知点を２点

以上設定する。

• 既知点の３次元座標をＴＳで計測する。

• ＴＬＳによる計測結果から得られる既知点の３次元座標と、上記との座標間較差が±50mm以内であることを確

認する（出来形管理の場合）。

9
既知点①

既知点②

Ａ：ＴＳ（トータルステーション）で計測した
既知点の３次元座標

Ｂ：地上型レーザースキャナーの
取得結果から得られる既知点の３次元座標

比較
結果を精度確認試験報告
様式に記入して提出する

土
工
・
土
工
に
準
じ
る
工
種

▼
座
標
間
較
差
の
場
合



※精度確認で設定した計測最大距離を超えて実際の計測を行うことはできませんので、留意しましょう。
※JSIMA115の場合、L2が計測最大距離になります。
※検証点はＴＬＳの座標変換や器械設置としての標定点や基準点として使用してはならない

計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

■２点間距離による精度確認【従前の方法】）

２）現場での精度確認

計測を実施する現場において、以下の手順で実施する

（利用前12か月以内に実施すること）。

• 計測機器本体から被計測対象の最大計測距離以上と

なる位置に、既知点を２点以上（10m離れた箇

所）に配置。

• 既知点の距離をＴＳ、テープ等で計測する。

• ＴＬＳで取得した既知点の点間距離と、上記の点間

距離の差が±20mm以内であることを確認する（出

来形管理の場合）

１）事前の精度確認

a. 計測現場以外で、2）の手法で実施した精度確認試験の記録（利用前12か月以内の結果であること）。こ

の場合、利用する現場条件を特定できないことから、計測機器の仕様に応じて、計測予定距離以上の距離

に既知点を設置し、要求精度を満足しているか確認する。

b. JSIMA115に基づく試験成績表において、起工測量は±70mm以内、出来形計測は座標測定精度が

±14mm以内であることを確認する。

※a.もしくはｂ.のいずれか

10

土
工
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工
に
準
じ
る
工
種

▼
２
点
間
距
離
の
場
合



■鉛直方向の検測

以下のいずれかの方法で計測する。

➢検査面（1㎥）の中心をレベルで計測する方法

➢検査面（1㎥）の四隅をＴＳとレベルで計測し、四隅の高さの平均値もしくは内挿補間等により高さを求める方法

計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

真値計測

（２）舗装工、舗装工に準じる工種の精度確認試験 ※舗装工は、管理する層によって要求される測定精度が、事前精度確認試験
の結果が利用できない場合があるので、測定精度と試験結果をよく確認し
てください。また、検査面の不陸や傾斜が試験結果に影響を与えるので、
できるだけ水平かつ不陸の無い箇所に検査面を設定することを推奨します。
精度を満たしていれば、利用前12か月以内の結果が利用できます。

１） 現場での実施方法

11

舗
装
工
・
舗
装
工
に
準
じ
る
工
種

以下に示す①の方法で鉛直方向の測定精

度を、②の方法で平面方向の測定精度を確認する。

①鉛直方向の測定精度の確認

点群密度が100点以上得られ、かつＴＬＳで計測を行う最大距離付近１箇所に１㎡以下の検査面を設置する。

この際、計測用の標準反射板などは設置せず、検査面が露出した状態で計測すること。なお、測定精度の確認

は、基準値となる検査面の高さ（本ページ下部の真値計測を参照）とＴＬＳを用いて計測した結果から得られ

る高さを比較し測定精度以内であることを確認する。

検査面とした1m2内で100点以上を計測TLS計測

基準値計測

1m2

1m2

要求精度を満足できる範囲
=計測可能距離

※1m2以内に勾配変化のない平坦な箇所を選定して計測すること。
※標準反射板や反射シートなどは設置せず、計測面が露出した状態で計測すること。

検査面の中央点あるいは４隅を計測

高さ方向の測定精度＝TLS計測-基準値計測

検査面

㎡

1㎡
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舗
装
工
・
舗
装
工
に
準
じ
る
工
種

②平面方向の測定精度の確認

• 計測機器本体から被計測対象の最大計測距離以上となる位置に、ＴＬＳで３次元座標を計測できる既知点を

２点以上設定する。

• 既知点の３次元座標をＴＳで計測する。

• ＴＬＳによる計測結果から得られる既知点の３次元座標を計測する。

■平面方向の検測

➢ ＴＳで点間距離を計測する。

真値計測

※上記の②の方法により難い場合は、２点間距離計測【従前の方法】
による精度検証方法によることができる。この場合、真値はTSもし
くはテープを用いて、既知点の点間距離を計測する。

 

①
テ
ー
プ
な
ど
で
計
測

T
S
な
ど
に
よ
り
座
標
を
計
測
し
て
も
良
い

※１：基準点計測用のターゲットを２箇所以上に設置
長さの目安は、5～20m程度が計測し易い。

レーザースキャナー
でターゲットを計測

※２：レーザースキャナーと基準点までの距離に
特に規定は無い。近すぎると計測できない場合
もある。
距離の目安は、5m～当該現場での平均的な
計測距離（ｍ）程度とする。

②データ上から点間距離を算出

個別の座標値を求めても良い

※１：基準点計測用のターゲットを２箇所以上に設置
ターゲットは10m以上離して設置する。

※２：ＬＳとターゲットまでの距離は、利用する現場
の最大距離以上とする。

ＴＬＳでターゲットを計測

※２：ＴＬＳとターゲットまでの距離は、利用する現場
の最大計測距離以上とする。

従前の方法
（平面方向の測定精度の確認）



■現場精度確認試験

• 各側面及び天端上に検証点を設置。側面の場合は１箇所（表・裏）、天端の場合は２箇所以上設置する。

• 検証点の真値をＴＳで計測する。

• ＴＬＳで対象物を各方向から計測する。

• ＴＬＳの各方向からの計測結果を合成し、点群上で計測した２点間距離（側面は対角に設置した検証点との距

離）を算出する。

• 真値とＴＬＳ計測結果を比較し、要求精度を満たしているかどうか確認する。

２点間距離

天端

側面

計
測
準
備
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現
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計
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計
測
デ
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タ
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３

（３）構造物工（橋台・橋脚）における精度確認試験

13

■標定点・検証点の設置箇所

（平面図でもよい）

※精度確認試験結果報告書には、以下を記載すること

■点群上から２点間距離を算出した箇所及び算出結

果が分かる写真（写真から検証点の中心点を選点

している/算出結果の数値が読み取れるもの）

■ＴＳとＴＬＳ計測の比較結果

構
造
物
工

橋
脚
・
橋
台



精度良く計測対象物全体の点群を取得するために、機器・標定点等の配置箇所などの計測計画を行います。

ＴＬＳによる計測では、対象物とＴＬＳの位置関係により測定精度に違いが生じます。このため、精度の高
い計測結果を得るためには、精度の低下要因となる計測条件を可能な限り排除する計測計画が重要となります。
例えば、対象面へのレーザーの入射角が浅い（鋭角）と精度低下を起こしやすいです。

土工
５ｍ程度 ５ｍ程度

（１）計測範囲の設定

• ３次元計測範囲を設定する。

• ３次元的な管理を実施する全ての範囲で点群が取得できるように設定する。

■土工の例

３次元計測範囲は周囲に５ｍ程度広げた範囲を基

本とし、施工エリア全体としてもよい。

■舗装工の例

３次元設計データに記述されている管理断面の始

点から終点。

計測計画1.4

■構造物工（橋脚・橋台）の例

計測対象の橋台・橋脚だけでなく、隣接する橋台や橋脚、周囲地形を含めた計測（計測最大距離の範囲）を実施する。

計
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現
場
計
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計
測
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理

３
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（２）計測機器の配置計画

• ＴＬＳと被計測対象の位置関係は、被計測対象となる範囲の全てが精度確認試験で確認した最大距離以内となる

範囲を設定する。

• １回の計測で精度確認試験で確認した最大距離以上となる範囲がある場合や、多方向・多方面からの計測が必要

となる場合は、設置箇所を複数回に分ける。

• ＴＬＳのレーザーと被計測対象物ができるだけ正対した位置関係であること。

■多方向・多方面からの計測が必要となる場合は複数個所
に機器を設置して計測する

■ＴＬＳレーザーと被計測対象物ができるだけ正対した位
置関係であること

■精度確認試験で確認した最大距離以内となる範囲を設定 ■１回の計測で上記以上の範囲がある場合は設置個所を複
数回に分けて計測する

計
測
準
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現
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計
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２
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理

３

計測最大距離：70ｍの場合

15



（３）標定点・検証点の設置計画

• 標定点は、計測対象箇所の最外周部に４箇所以上配置する計画とする。

• 標定点の計測はＴＳを用いて実施する。ＴＳから基準点及び標定点までの距離は100m以下（３級ＴＳの場合）

あるいは150ｍ以下（２級ＴＳの場合）とする。

• 現場計測において検証点が必要な工種は、検証点の配置箇所・個数などを計画する。

■標定点の配置イメージ

※GNSS-TLSは、土工のみ適用可能
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なお、以下の場合は標定点を省略できる。

①ＴＬＳ本体にＴＳと同様にターゲット計測による後方交会法による位置決め機能を有している場合（この場合、

ターゲットは工事基準点あるいは基準点上に設置すること）

②ＧＮＳＳ－ＴＬＳを用いる場合（この場合、「ＴＬＳの事前精度確認試験実施手順書及び試験結果報告書」によ

る精度確認試験に加え、「ＧＮＳＳ－ＴＬＳの事前精度確認試験実施手順書及び試験結果報告書」による精度確

認試験を実施し、所要の精度を有することを確認する）



４. 生成・精度

計測計画に基づき、被計測対象となる範囲の全てが精度確認試験で確認した最大距離以内となる箇所にＴＬＳを配置

する。

（１）標定点・検証点の配置

計測計画に基づき、標定点、検証点（必要な工種のみ）を配置する。

（２）標定点・検証点の計測

標定点の計測はＴＳを用いて実施し、ＴＳから基準点及び標定点までの距離が100m以下（３級ＴＳの場合）ある

いは150m以下（２級ＴＳの場合）とする。

ただし、以下の場合については、標定点を設置せず計測しても良い。

①ＴＬＳ本体にＴＳと同様にターゲット計測による後方交会法による位置決め機能を有している場合（この場合、

ターゲットは工事基準点あるいは基準点上に設置すること）

②ＧＮＳＳ－ＴＬＳを用いる場合（この場合、「ＴＬＳの事前精度確認試験実施手順書及び試験結果報告書」によ

る精度確認試験に加え、「ＧＮＳＳ－ＴＬＳの事前精度確認試験実施手順書及び試験結果報告書」による精度確

認試験を実施し、所要の精度を有することを確認する）

計測計画に基づき、標定点・検証点を配置し、各座標値を取得します。

ＴＬＳの配置2.1
計
測
準
備
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現
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３

現場計測２

• ＴＬＳのレーザーと被計測対象物ができるだけ正対した位置関係であること

• ＴＬＳは、急傾斜地や軟弱地を避け、振動のない地盤上に設置すること
留意点

標定点・検証点の配置と計測2.2

• 標定点は動かないように固定すること留意点

17※GNSS-TLSは、土工のみ適用可能



４. 生成・精度

ＴＬＳによる計測を実施します。

■計測密度の設定

計測最大距離を確認した上で、最も入射角が低下する箇所で必要な計測密度で

点群が取得できるように計測する。

ただし、計測密度を不用意に上げると計測時間が増加し、作業効率だけでなく、

計測後の点群処理作業効率が悪化する懸念がある。このため、必要に応じてＴＬ

Ｓの位置を変えるなど、データ処理を含めた作業全体の効率化に留意すること。

レーザーの入射角が小さいと
楕円形に広がってしまう

■障害物

ＴＬＳの計測では、計測対象範囲に作業員や仮設構造物、建設機械などが配置されている場合は、地形面のデー

タが取得できない。このため、可能な限り出来形の地形面が露出している状況での計測を行う。

計測不可（不可視） 遮蔽物

■計測環境

次のような条件では適正な計測が行えない。

• 雨や霧、雪などレーザーが乱反射してしまうような気象

• 計測対象範囲とレーザー光の入射角が極端に低下する場合

• 強風などで土埃などが大量に舞っている場合

• 草や木などで地面が覆われている場所

■安全管理

計測に利用するレーザークラスに応じた使用上の対策を講じるとともに、安全性に十分配慮すること

ＴＬＳ計測の実施2.3
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留意点
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■厚さあるいは標高較差におけるＴＬＳ直下の欠測の留意事項（舗装工）

ＴＬＳ直下は計測機器の特性により直下の一定範囲の点群が取得できない。よって、厚さあるいは標高較差管理にお

いては欠測部を含む一定範囲を除外してもよい。なお、設計面に対する除外範囲の割合が10％を超えないものとする。

厚さ管理を行う場合は、下層での欠測部も除外範囲の割合に含まれることを考慮すること。

その他2.4
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取得した点群データから不要点を削除します。

取得した点群データから得られる検証点の座標値と、計測時に設置した検証点（既知点）の座標値を比較し、測定精
度以内であることを確認します。精度確認試験の記録は発注者に提出します。

• 点群データから、不要点を削除する。

• 必要に応じて密度調整を行う。

• 精度確認試験で確認した最大距離を超えた点群データを削除する。

検証点による精度確認（必要な工種のみ）3.1
計
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計測データ処理３

計測点群データの処理3.2

20

構造物工（橋脚・橋台）における
測定精度



◆ 参考資料

計測性能及び精度管理

21
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施工計画への記載事項・提出書類

1）適用工種
適用工種に該当している工種を記載する。

2）適用区域
３次元計測を行う範囲を明記する。また、平面図上に当該工事の実施範

囲を示し、３次元計測技術による出来形管理範囲と「土木工事施工管理基
準及び規格値（案）」による出来形管理範囲を塗り分ける。

3）出来形計測箇所、出来形管理基準及び規格値・出来形管理写真基準
「設計図書」及び「出来形管理基準及び規格値」の測定基準に基づいた

出来形計測箇所を記載する。自主管理するための任意の計測箇所について
は、記載不要である。

4）使用機器・ソフトウェア

記載事項

記載事項

記載事項

①機器構成
利用する機器及びソフトウェアについて、施工計画書に記載する。

②３次元計測技術本体
利用する３次元計測技術本体が下記と同等以上の計測性能を有し、適正な
精度管理が行われていることを、施工計画書の添付資料として提出する。

③ソフトウェア
使用するソフトウェア（ソフトメーカー、ソフトウェア名、バージョン）を記載する。
カタログや仕様書は不要である。

記載事項

提出書類

記載事項

◼ 適正な精度管理の記録
◼ 測定精度を満たすことを確認で
きる書類（精度確認試験結果報
告書等）

24
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作成例：精度確認の実施と結果の提出

土工等の場合 舗装工の場合



地上移動体搭載型
レーザースキャナー

技術概要集



2

◆基礎知識（計測の仕組みについて）

◆利用手順

◆参考資料



□地上移動体搭載型レーザースキャナーとは？

地上移動体搭載型ＬＳは、現場の面的な出来形座標を取得する装置で、ＬＳ本

体から計測対象までの相対的な位置とＬＳ本体の位置及び向きを組み合わせて観

測した結果を３次元座標値の点群データとして変換する技術である。

計測原理

○自動追尾式ＴＳとの連動ＬＳの場合

移動中（動的）にレーザー光線を照射

する技術で、照射位置の精度を確保する

必要があることから、台車に乗せたレー

ザースキャナーをＴＳの自動追尾により

位置を取得、加えて、ＩＭＵを搭載し姿

勢を常時取得することで、照射方向と地

上までの距離を計測する。

◆ 基礎知識（計測の仕組みについて）

3



○モービル・マッピング・システムの場合

ＧＮＳＳ、ＩＭＵ、ＤＭＩ（オドメ

トリ）により車両位置・姿勢を高精度

に取得。同期したレーザースキャナー

とカメラを搭載し、走行しながら道路

面と道路周辺の３次元座標情報を高精

度で効率的に計測する。

バックホウ本体に２Ｄレーザースキャナー、ＧＮＳ

Ｓ、傾斜計を搭載し、レーザー光線を照射する技術。

バックホウが旋回することで、面的に斜面の３次元

座標情報を高精度で効率的に計測する。

○バックホウ搭載レーザースキャナーの場合

4



○バックパック型レーザースキャナーの場合

バックパック型の本体に、２Ｄ

レーザースキャナーやカメラ、各

種センサーを内蔵し、歩きながら

周辺の環境の３次元点群データを

取得する技術。

5

レーザミラー
回転方向

レーザー本体回転方向

レーザミラー
回転方向

■３Ｄレーザスキャナー

縦軸、横軸の２軸が回転する

■２Ｄレーザスキャナー

縦軸または横軸の１軸のみ回転する



□地上移動体搭載型ＬＳを用いた３次元出来形管理の種類

３次元出来形管理の種類には、以下の２パターンがあり、工種によって異なります。

○ 取得した点群を用いて面管理をする。
面的な規格値を利用 【適用工種】

・土工
・土工（1,000m3未満）、床掘、小
規模土工、法面整形工

・舗装工

○ 取得した点群を用いて断面管理をする。
従来の規格値を利用

【適用工種】
・土工（1,000m3未満）、床掘、小
規模土工、法面整形工

・護岸工
・法面工
・基礎工
・擁壁工
・構造物工（橋梁上部）
・コンクリート堰堤工

6



◆ 利用手順

１．計測準備

２．現場計測

３．計測データ処理

1.1 使用機器・ソフトウェアの手配

1.2 使用機器類の性能確認

1.3 事前精度確認の実施

1.4 計測計画

2.1 標定点・検証点の設置及び計測

2.2 地上移動体搭載型ＬＳによる計測の実施

3.1 検証点による精度確認

3.2 計測点群データ処理

7
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地上移動体搭載型ＬＳによる計測に必要な機器・ソフトウェアを手配します。
一般的な機器構成を以下に示しています。
施工計画書には、これらの機器構成（計測機器名称、計測機器メーカー、ソフトメーカー、ソフトウェア名、バー

ジョン）を記載します。 ※カタログや仕様書の提出は不要

（１）地上移動体搭載型ＬＳ本体

使用機器・ソフトウェアの手配1.1

計測準備１

計測点群データ

②点群処理ソフトウェア
・点群データの合成
・点群データのフィルタリング

④出来形帳票作成ソフトウェア

出来形管理資料

出来形評価用データ
（ポイントファイル）

３次元設計データ

⑤出来高算出ソフトウェア

出来形計測データ等
（TINファイル）

出来形管理データ
（設計と出来形の差）

①地上移動体搭載型ＬＳ

基準点
座標データ

③３次元設計データ作成ソフトウェア
・ＴＳ出来形管理用の基本設計データ
を利用・変換してもよい
・曲線部などの補間に留意すること

機器構成例（１）

8



計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

機器構成例（２） 機器構成例（３）

9

計測点群データ

②点群処理ソフトウェア
・点群データの合成
・点群データのフィルタリング

④出来形帳票作成ソフトウェア

出来形管理資料

出来形評価用データ
（ポイントファイル）

３次元設計データ

⑤出来高算出ソフトウェア

出来形計測データ等
（TINファイル）

出来形管理データ
（設計と出来形の差）

ＬＳ本体 測位技術
（GNSS/IMU）

①地上移動体搭載型ＬＳ

キャビン内ＰＣ

基準点
座標データ

③３次元設計データ作成ソフトウェア
・ＴＳ出来形管理用の基本設計データ
を利用・変換してもよい
・曲線部などの補間に留意すること

計測点群データ

②点群処理ソフトウェア
・点群データの合成
・点群データのフィルタリング

④出来形帳票作成ソフトウェア

出来形管理資料

出来形評価用データ
（ポイントファイル）

３次元設計データ

⑤出来高算出ソフトウェア

出来形計測データ等
（TINファイル）

出来形管理データ
（設計と出来形の差）

ＬＳ本体
測位技術

（GNSS/IMU）

基準点座標データ

③３次元設計データ作成ソフトウェア
・ＴＳ出来形管理用の基本設計データ
を利用・変換してもよい
・曲線部などの補間に留意すること



使用機器類の性能確認1.2

地上移動体搭載型ＬＳに必要な機器類の性能などを確認します。

（１）精度管理の確認
（２）計測性能の確認

計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

（１）精度管理の確認

適正な精度管理の記録（下記に記載するいずれか）を施工計画書に添付して提出する。

・メーカーの推奨期間内に実施されたうえで第三者機関が発行する有効な試験成績書又は検査成績書

・メーカーが発行する校正証明書

・その他メーカーによる機器の作動点検等の記録

・現場ごとに実施する精度確認試験等の記録（計測実施前の12か月以内の実施記録かつ最新の現場であること）

工種ごと・場面（起工測量や出来形計測等）ごとに決められた測定精度を満たしていることを確認する。

測定精度は精度確認試験により確認し、試験結果を発注者に提出する。

（２）計測性能の確認

地上移動体搭載型ＬＳにおける精度確認試験はAとＢの両方が必要になります。

■地上移動体搭載型ＬＳの精度確認試験実施パターンについて

10

Ａ．事前の精度確認の実施

Ｂ．計測時の検証点（既知点）による精度確認



計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

適用工種 精度確認

土 工 AとB

舗 装 工 AとB

護 岸 工 AとB

法 面 工 AとB

基 礎 工 AとB

擁 壁 工 AとB

構造物工（橋梁架設・床版） AとB

土工（1,000m
3
未満）・床掘工・小規模土工・法面整形工 AとB

コンクリート堰堤工 AとB

■地上移動体搭載型ＬＳにおける精度確認実施パターン 工種別一覧

11



事前精度確認の実施1.3

地上移動体搭載型ＬＳはＬＳ本体とＬＳ本体の位置と姿勢を組み合わせたシステムであり、詳細の機器構成は多様で
す。また、計測性能は、構成する各機器の性能だけでなくシステム全体としての性能を確認することが必要です。この
ため、利用前にシステムごとに性能基準を満たすことを確認します。

計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

（１）土工、土工に準じる工種の精度確認試験

以下の１）,２）のいずれかで確認を行う。

１） 事前の精度確認

計測現場以外で、２）の手法で実施した精度確認試験の記録（利用前12か月以内かつ最新の現場の結果であるこ

と）。

２）現場での精度確認

• 計測範囲の設定：レーザースキャナーの搭載高さから想定される測定面上に対して、所定の密度（100点以

上／１㎡）及び測定精度を確保できる距離を設定する。

• 最大計測距離の設定：地上移動体搭載型ＬＳが適正に稼動している状態で、地上移動体の自己位置及び姿勢

の測定精度が最も不利となる条件を設定する。

• 精度確認：地上移動体搭載型ＬＳを用いて計測した結果から得られる検証点のｘ,ｙ,ｚの成分と、検証点をＴ

Ｓ等で計測した結果で得られる座標値のｘ,ｙ,ｚの成分とをそれぞれ比較し、その較差が要求精度以内である

ことを確認する。

計測を実施する現場において、以下の手順で実施する。

精度確認試験結果報告書には、各システムの計測手順、計測時の留意点を明記す

る。また、計測手順は計測マニュアルとして試験結果に添付する必要があります。

12

【a.自動追尾式ＴＳとの連動ＬＳの場合】 【ｂ.モービルマッピングシステムの場合】

②要求精度が満足できる
旋回速度の確認

検証点

①計測精度を満足する
最大計測距離を確認

走行せずに
旋回してスキャン

検証点 検証点

旋回角
0°

旋回角
180°

旋回角
90°

【ｃ.バックホウ搭載レーザースキャナーの場合】

①要求精度が確保出来る標定点間隔（ｍ）

○○m/s

③要求精度が確保出
来る歩行速度（ｍ/s）

②要求精度が
確保出来る計
測距離（ｍ）

【d.バックパック型レーザースキャナーの場合】



計
測
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備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
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理

３

（２）舗装工の精度確認試験

１） 事前の精度確認

２）現場での精度確認

計測現場以外で、２）の手法で実施した精度確認試験の記録（利用前12か月以内かつ最新の現場の結果であること）。

計測を実施する現場において、以下の手順で実施する（利用前12か月以内かつ最新の現場に実施すること）。

• 計測範囲の設定：レーザースキャナーの搭載高さから想定される路面上に対して、所定の密度（100点以上／１㎡）及

び測定精度を確保できる距離を設定する。

• 最大計測距離の設定：地上移動体搭載型ＬＳが適正に稼動している状態で、地上移動体の自己位置及び姿勢の測定精度が

最も不利となる条件を設定する。

• 精度確認：

①鉛直精度

地上移動体搭載型ＬＳシステムが適正に稼動している状態で得られる３次元

点群の精度が最も不利となる位置付近に１㎡以下の検査面を設置する。この際、

計測用の標準反射板などは設置せず、検査面が露出した状態で計測すること。

測定精度の確認は、基準値となる検査面の高さと地上移動体搭載型ＬＳを用い

て計測した結果から得られる高さを比較し測定精度以内であることを確認する。

②水平精度

鉛直精度の確認箇所付近に平面位置が特定できるターゲットを配置し、地上

移動体搭載型ＬＳを用いて計測した結果から得られる平面位置との較差を確認

する。

精度確認試験結果報告書には、各システム
の計測手順、計測時の留意点を明記する。
また、計測手順は計測マニュアルとして試
験結果に添付する。

以下の１）,２）のいずれかで確認を行う。

【平面方向の測定精度の検測】
平面方向の測定精度を検証するた

めに設置した検査点について、ＴＳ
を用いて計測する。その場合、計測
距離の制限を、３級ＴＳを利用する
場合は100m以内（２級ＴＳは150m以
内）とする。
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【a.自動追尾式ＴＳとの連動ＬＳの場合】 【b.モービルマッピングシステムの場合】

【鉛直方向の測定精度の検測】
検査面の高さは、検査面の中心を

レベルで計測し高さを求める方法や、
検査面の四隅をＴＳ及びレベルで計
測し、四隅の高さの平均値や内挿補
間等により高さを求める方法（高さ
はレベルで計測）で実施する。



計測計画1.4

精度確認試験で設定されている計測可能範囲内で計測する計画を立案します。
計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

（１）計測計画

所定の計測密度、測定精度が確保できる計測距離、範囲、検証点の配置を立案する。

（２）検査面※・検証点の設置計画

• 検査面※・検証点の配置は、精度確認試験で設定されている精度が最も低下する条件に最も近い現場条件となる位

置に２箇所以上配置する。

• 検査面※は計測対象面上に１㎡の範囲を設定するものとし、検証点は地上移動体搭載型ＬＳの計測結果から平面位

置が特定できるものを用いる。

（３）標定点の設置計画

• 地上移動体搭載型ＬＳによる計測結果の水平位置、標高を調整するために、調整用基準点の設置が必要である技

術を用いる場合、標定点を設置する。

• 標定点の配置は、精度確認試験で確認した精度が最も低下する現場条件となる位置に２箇所以上配置する。

※検査面は舗装工の場合のみ必要となる
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１）検査面・検証点の設置

標定点・検証点等の設置及び計測2.1

計測計画に基づき、標定点・検証点を配置し、各点の座標を計測します。

計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

現場計測２

（１）検査面※・検証点の設置・計測

• 計測計画に基づき、検証面・検証点を設置する。

（２）標定点の設置・計測

• 計測計画に基づき、標定点を設置・計測する。

２）検査面・検証点の計測

■土工、土工の精度確認方法に準拠する工種の場合

検証点は、工事基準点を既知点にＴＳ等を用いて計測する。その際、水平位置の計測に３級ＴＳを用いて計測

する場合は、工事基準点等から検証点までの距離を100m以内とする（２級ＴＳは150m以内）。

■舗装工

①鉛直方向の測定精度の検測

検査面の高さは、検査面の中心をレベルで計測し高さを求める方法や、検査面の四隅をＴＳ及びレベルで計測

し、四隅の高さの平均値や内挿補間等により高さを求める方法（高さはレベルで計測）で実施する。

②平面検証点の検測

平面方向の測定精度を検証するために設置した検査点について、ＴＳを用いて計測する。その場合、計測距離

の制限を、３級ＴＳを利用する場合は100m以内（２級ＴＳは150m以内）とする。

※検査面は舗装工の場合のみ
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地上移動体搭載型ＬＳによる計測の実施2.2

地上移動体搭載型ＬＳを用いて、計測を実施します。
計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

■計測密度の設定 レーザーの入射角が小さいと
楕円形に広がってしまう

• 計測対象範囲に作業員や仮設構造物、建設機械などが配置されている場合は、地形面のデータが取得できない。

このため、可能な限り出来形の地形面が露出している状況での計測を行う。

計測不可（不可視） 遮蔽物

次のような条件では適正な計測が行えない。

• 雨や霧、雪などレーザーが乱反射してしまうような気

象

• 計測対象範囲とレーザー光の入射角が極端に低下する

場合

• 強風などで土埃などが大量に舞っている場合

• 草や木などで地面が覆われている場所

• 計測最大距離を確認した上で、最も入射角が低下する箇所で必要な計測密度で点

群が取得できるように計測する。

• ただし、計測密度を不用意に上げると計測時間が増加し、作業効率だけでなく、

計測後の点群処理作業効率が悪化する懸念がある。

■障害物

■気象・環境条件

■安全管理

• 計測に利用するレーザークラスに応じた使用上の対策を講じるとともに、安全性に十分配慮すること

留意点

16



検証点による精度確認3.1

地上移動体搭載型ＬＳから得られた計測点群データ上の検証面（舗装工の場合のみ）・検証点の座標値から精度確認
を実施します。精度確認試験の記録は発注者に提出します。

計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

計測データ処理３

17

「精度確認試験結果報告書」
を提出する



計測点群データ処理3.2

取得した点群から不要点削除等のデータ処理を行います。
計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

• 点群データから、不要点を削除する。

• 必要に応じて密度調整を行う。

■点群処理ソフトに関する留意事項

・処理する３次元座標は、出来形管理結果に影響するため、不要点除去時には留意すること。

注 意
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◆ 参考資料

適用工種、工種別の計測性能及び精度管理

19
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◼ 精度確認試験結果報告書（計測
時の検証点で確認する記録）

◼ 精度管理の記録（定期点検の記
録または精度確認試験結果報告
書の記録（計測実施前12か月
以内のもの））

◼ ３次元設計データ作成ソフト
ウェア、点群処理ソフトウェア
など

21

施工計画への記載事項・提出書類

1）適用工種
適用工種に該当している工種を記載する。

2）適用区域
３次元計測を行う範囲を明記する。また、平面図上に当該工事の実施範

囲を示し、３次元計測技術による出来形管理範囲と「土木工事施工管理基
準及び規格値（案）」による出来形管理範囲を塗り分ける。

3）出来形計測箇所、出来形管理基準及び規格値・出来形管理写真基準
「設計図書」及び「出来形管理基準及び規格値」の測定基準に基づいた

出来形計測箇所を記載する。自主管理するための任意の計測箇所について
は、記載不要である。

4）使用機器・ソフトウェア

記載事項

記載事項

記載事項

①機器構成
利用する機器及びソフトウェアについて、施工計画書に記載する。

②３次元計測技術本体
利用する３次元計測技術本体が下記と同等以上の計測性能を有し、適正な
精度管理が行われていることを、施工計画書の添付資料として提出する。

③ソフトウェア
使用するソフトウェア（ソフトメーカー、ソフトウェア名、バージョン）を記載する。
カタログや仕様書は不要である。

記載事項

提出書類

記載事項
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作成例：精度確認の実施と結果の提出

土工等の場合 舗装工の場合



無人航空機搭載型
レーザースキャナー

技術概要集



◆基礎知識（計測の仕組みについて）

◆利用手順

◆参考資料

2



◆ 基礎知識（計測の仕組みについて）

□無人航空機搭載型レーザースキャナー（ＵＡＶレーザー）とは？

ＵＡＶレーザー測量システムはＵＡＶ上のＧＮＳＳ、ＩＭＵ及びレーザー

スキャナーによって構成される。その原理は、ＧＮＳＳとＩＭＵによりＵＡ

Ｖの位置と姿勢を求め、レーザースキャナーにより左右にスキャンしながら

地上までのレーザー光の反射方向と地上までの距離を計算し、これらの装置

の関係付けと計測データの解析により３次元座標を解析するものである。

特徴と計測原理

• レーザーを連続的に２次元の放射状に射出するユニットをＵＡＶへ搭載

• ＵＡＶが飛行し移動することでレーザーがスパイラルに射出、地表面の３

次元点群を取得

• レーザーユニットの位置は、ＧＮＳＳなどで測定

• 短周期の姿勢変化はＵＡＶに搭載されるＩＭＵのデータによって補正

• 高精度なものでは、ペイロードは６～７㎏にもなる

• ＧＮＳＳによる測位データと、ＩＭＵによる姿勢変化データによって軌跡

（トラジェクトリ）を解析

• その上にスキャンデータを時系列で展開し、一つの座標系の点群データを

作成

• ユニットの性能や必要とされる精度や密度によって、対地高度および飛行

速度を決定

留意点 レーザーの回転方向（横方向）の間隔は、端部ほど大きくなる
3



【適用工種】
・土工
・土工（1,000m3未満）

【適用工種】
・土工（1,000m3未満）
・護岸工
・法面工
・擁壁工
・構造物工（橋脚・橋台）
・コンクリート堰堤工

□無人航空機搭載型ＬＳ（ＵＡＶレーザー）を用いた３次元出来形管理の種類

３次元出来形管理の種類には以下の２パターンがあり、工種によって異なります。

○ 取得した点群を用いて面管理をする。
面的な規格値を利用

○ 取得した点群を用いて断面管理をする。
従来の規格値を利用

4



◆ 利用手順

１．計測準備

２．現場計測

３．計測データ処理

1.1 使用機器・ソフトウェアの手配

1.2 使用機器類の性能確認

1.3 事前精度確認の実施

1.4 飛行計画の立案

2.1 調整用基準点・検証点の設置及び計測

2.2 ＵＡＶレーザーシステムの確認

2.3 ＵＡＶレーザー計測の実施

3.1 検証点による精度確認
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無人航空機搭載型LS（ＵＡＶレーザー）に必要な機器・ソフトウェアを手配します。
一般的な機器構成を以下に示しています。
施工計画書には、これらの機器構成（計測機器名称、計測機器メーカー、ソフトメーカー、ソフトウェア名、バー

ジョン）を記載します。 ※カタログや仕様書の提出は不要

（１）ＵＡＶレーザー本体
（２）各種ソフトウェア

使用機器・ソフトウェアの手配1.1

計測準備１

ＵＡＶレーザーの計測性能は多様

であることと、使用しているＩＭＵ

やＬＳが高精度なほど高価格となる

傾向もあり、各現場の状況に併せて

適用可能な機器を選定することが重

要となります。

計測点群データ

点群処理ソフトウェア
・点群データのフィルタリング
・出来形計測データ出力

出来形帳票作成ソフトウェア

電子成果物

出来形評価用データ
（ポイントファイル）

３次元設計データ

３次元設計データ作成ソフトウェア
・設計要素の入力
・３次元設計データの出力

出来高算出ソフトウェア

出来形計測データ等
（TINファイル）

出来形管理データ
（設計と出来形の差）

ＵＡＶレーザー

・飛行計画
・調整用基準点

6



使用機器類の性能確認1.2

無人航空機搭載型ＬＳ（ＵＡＶレーザー）に必要な機器類の性能などを確認します。

（１）計測性能の確認
（２）精度管理の確認

計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

（１）計測性能の確認

工種ごと・場面（起工測量や出来形計測等）ごとに決められた測定精度を満たしていることを確認する。

測定精度は精度確認試験により確認し、試験結果を発注者に提出する。

１）ＵＡＶレーザーにおける精度確認試験実施パターンについて

※「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」の許可要件に準じた機体性能を有するとともに、当該機体に関する飛

行マニュアルを整備しておくこと。

飛行マニュアルは下記ＨＰを参照してください。

https://www.mlit.go.jp/common/001218180.pdf

7

ＵＡＶレーザーにおける精度確認試験はＡとＢの両方が必要になります。

Ａ．事前の精度確認の実施

Ｂ．計測時の検証点（既知点）による精度確認

https://www.mlit.go.jp/common/001218180.pdf
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■無人航空機搭載型ＬＳ（ＵＡＶレーザー）における精度確認実施パターン 工種別一覧

8

適用工種 精度確認

土 工 AとB

護 岸 工 AとB

法 面 工 AとB

基 礎 工 AとB

擁 壁 工 AとB

土工（1,000m
3
未満）・床掘工・小規模土工・法面整形工 AとB

コンクリート堰堤工 AとB



事前精度確認の実施1.3

計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

利用前に精度確認試験を実施し、性能基準を満たすことを確認します。精度確認の記録は発注者に提出します。

１） 事前の精度確認

計測現場以外で、２）の手法で実施した精度確認試験の記録（利用前12か月以内の結果であること）。

２）現場での精度確認

実際に計測に使用する機器を用い、実際に計測する際の条件と同等又はそれ以上の条件（対地飛行高度、点群密

度、ＵＡＶレーザーの有効計測角度）にて計測を行い、コース間の再現性が要求精度以内であるかを確認する。

受注者は、ＵＡＶレーザーを用いた出来形管理の実施前（12か月以内）に精度確認試験を実施し、その結果につ

いて提出する。

精度確認試験実施手順（案）

① 実施時期

精度確認試験は、現場の計測と同時にすることも可能であるが、利用前にその精度確認試験を行うことが望ま

しい。現時点においては、ＵＡＶレーザー本体に関する定期点検の必要性などが規定されていないため、暫定案

として利用前の12か月以内に１回以上実施することとする。ただし、メンテナンス等によりＩＭＵとＬＳを分離

した場合は、組立後に精度確認試験を実施することとする。

② 実施方法

飛行コースと直交する横断方向に水平位置検証点、標高検証点を３箇所以上設置する。設置位置は飛行コース

直下に１箇所、出来形計測時に想定している有効計測角でレーザーが射出される位置付近に１箇所ずつ設置する。

検証点としてｘ,ｙ,ｚ座標が特定できる物を用いることで、水平位置検証点と標高検証点を兼ねる事が出来る。

また、既存の構造物の角など、既存の明瞭な地物で、計測点群データからｘ,ｙ,ｚ座標が特定できるものがあれば、

水平位置検証点、標高検証点として用いてもよい。計測は同じ飛行コース上を往復（ラップせず）して行う。

（１）土工、土工の精度確認方法に準拠する工種の精度確認試験

以下の1），2）のいずれかで確認を行う。

9



計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

10

・レーザーの打ち出し角度が
有効計測角となるときの計
測個所付近に設置

・レーザーの打ち出し角度が
有効計測角となるときの計
測個所付近に設置

有効計測角
・出来形計測時に想定している
有効計測各にて計測を行う。
・最も外側の検証点は、レー
ザーの射出方向が有効計測角と
同じ（射出角が最も開いた）状
態で計測できる位置に配置する

・IMU、レーザ測距計の性能から予測精
度を算出し、飛行計画を決定する。

・水平位置検証点、鉛直検証点が明瞭
に確認できるよう計測点密度を設定す
る。

・検証点の形状は一例である。
計測点群から位置、標高が確認
しやすいものを用いること。

・往路・復路で同一ライン上を
飛行して計測

平面図

横断図

・レーザーの打ち出し角度が有
効計測角となるときの計測個所
付近に設置

・レーザーの打ち出し角度が有
効計測角となるときの計測個所
付近に設置

検証点の形状や模様等は一例

往
路

復
路

往
路

復
路

・往路・復路で同一ライン上
を飛行して計測

平面図

有効計測角

検証点の形状や模様等は一例

・出来形計測時に想定している有効
計測角にて計測を行う。

・最も外側の検証点は、レーザーの
射出方向が有効計測角と同じ（射
出角が最も開いた）状態で計測で
きる位置に配置する。

・検証点の形状は一例である。
計測点群から位置、標高が確
認しやすいものを用いること。

・ＩＭＵ、レーザー測距計の性能か
ら予測精度を算出し、飛行計画を
決定する。

・水平位置検証点、鉛直検証点が明
瞭に確認できるよう計測点密度を
設定する。

横断図
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ＵＡＶレーザーと検証点の設置例（検証点を１箇所しか設置できない場合）

検証点を飛行コースと直交する横断方向に複数個設置できない場合は、次図に示すように、１か所の検証点に

対して、レーザーの射出角度が有効計測角、鉛直下方、その中間となるように、検証点に対する飛行コースの横

断方向離隔を変化させて往路、復路の計測を行ってもよい。

③ 検証点の座標算出

検証点を往路方向と復路方向の各１回飛行して、標高検証点、水平位置検証点を計測し、往路、復路の標高検

証点のｚ座標、水平位置検証点のｘ,ｙ座標の較差を算出する。なお、事前精度確認試験における検証点の座標は、

任意の座標でよい。解析は、「３．計測データ処理」に示す要領で実施するが、最適軌跡解析は往路と復路で分

割せず、一連の軌跡として解析する。

④ 評価基準

往路と復路で計測した標高検証点及び水平位置検証点のｘ,ｙ,ｚ座標を比較して較差を算出し、較差が要求精度

を満足していることを確認する。実現場における有効計測角や飛行対地高度、飛行速度、スキャン回転数、レー

ザー発行回数等の計測諸元は、本確認試験で設定したものと同様に設定する。

有効計測角 有効計測角 有効計測角 有効計測角 有効計測角
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⑤ 実施結果の記録

精度確認の実施結果を記録・提出する。

12

「精度確認試験結果報告書」
を提出する



飛行計画の立案1.4

計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

（１）飛行計画
ＵＡＶレーザーで使用するＧＮＳＳ、ＩＭＵ、ＬＳの性能に応じて計測諸元を作成し飛行計画を立案する。精度確認

試験結果報告書に示す手順により、用途別に定められた所要の精度が得られることが確認されたのと同じ計測諸元にて

計測を実施することとする。

飛行対地高度は、飛行空域の状況、ＩＭＵとＬＳの性能により決定する。計測データの相対的な精度の確保と計測

データが欠測しないよう、必ず隣接するコースに重なりがあるように、飛行計画を立案する。また、飛行計画上のサイ

ドラップ率が30％以上となる飛行計画を立案する。

飛行対地高度の決定は、ＩＭＵ、ＬＳの性能を考慮し有効計測角、有効計測幅を決定し、要求精度＞予測精度となる

よう十分留意すること。

ＵＡＶレーザーは、ＩＭＵ、ＬＳの性能に応じて精度が左右されるため、事前確認により要求精度を確保できる範囲
で、飛行計画を立案する。

有効計測角

コース間隔

有効計測幅
サイドラップ 30%

コース１ コース２

飛
行
対
地
高
度
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ロール角度及びレーザー拡散角が予測精度に与える影響
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飛行速度は、計測点密度に影響するため、ＬＳの性能により決定する。

ＬＳの性能が、レーザー発光回数10万点／秒、スキャン回転数50回転／秒、飛行速度４ｍ／秒、飛行対地高度30

ｍの場合、計測点密度は、進行方向で８cm（４ｍ÷50回転）、横断方向で12.5cm（下図参照）となる。

飛行中は、機体の揺れによる計測点密度の粗密が生じる恐れがあるため、要求される計測点密度を十分満足するよう

留意して飛行速度を決定すること。

計測点密度計測点密度（横断方向）の計算方法の一例
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（２）調整用基準点・検証点の設置計画

• 調整用基準点は、面積（km2）を0.25で割った値に１を足した値とし、最低４点設置するものとし、計測対象箇

所の四隅に配置することを標準とする。

• 調整用基準点の計測はＴＳを用いて実施し、ＴＳから基準点及び調整用基準点までの距離が100ｍ以下（３級Ｔ

Ｓの場合）あるいは150ｍ以下（２級ＴＳの場合）とする。

• 鉛直高さと水平位置の検証点は、それぞれ最低１点以上、調整用基準点の設置位置から概ね等距離となる位置に

設置するものとし、計測方法は調整用基準点と同等とする。ただし、工事基準点、ＢＭ、ＫＢＭへ直接設置でき

る場合は、この限りではない。

標高調整用基準点 標高調整用基準点は、平坦で明瞭な地点を選定し計測点密度と同一半径の円又はおおむね２

倍の辺長の正方形で作成した標識を水平に設置する。

水平調整用基準点 水平調整用基準点は、地上から突出した直方体、球体、板、などの任意の形状で、水平位置

（真値及び計測結果）が特定できるものを設置する。標識の大きさはＬＳの性能に留意して

決定すること。

• このほか、ｘ,ｙ,ｚ座標が特定できる物（既存の構造物の角など既存の明瞭な地物で、計測点群データからｘ,ｙ,

ｚ座標が特定できるもの）を用いることで、標高調整用基準点・検証点と水平調整用基準点・検証点を兼ねる事

が出来る。調整用基準点、検証点の配置図は、任意の様式で受注者が作成、補間し、監督職員の求めに応じて提

出できるようにすることとする。
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• 調整用基準点の形状は任意であり、計測点群データから座標が特定できるも
のを用いる。

• ｘ,ｙ,ｚ座標が特定できる物を用いることで、標高調整用基準点と水平調整用
基準点を兼ねる事が出来る。

標高調整用基準点の一例 水平調整用基準点の一例
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（３）地上固定局の設置

• ＵＡＶレーザーにおいて、ＬＳの位置は、ＧＮＳＳ測位（衛星測位）「キネマティック法」による測位演算で求

める。キネマティック法は、現場でリアルタイムに測位演算する「ＲＴＫ法」と後処理で測位演算する「後処理

キネマティック法」に分類される。

• キネマティック法は、高精度に位置を算出するために地上固定局を設置し、飛行中のＵＡＶに搭載されたＧＮＳ

Ｓと同時観測する必要がある。地上固定局は、施工現場の近傍に設置されている電子基準点や仮想点、施工現場

内に設置された基準局を使用することができる。

• 「ＲＴＫ法」は、地上固定局の観測データを無線装置によりＵＡＶへリアルタイムに転送する必要がある。「後

処理キネマティック法」は、配信事業者からダウンロードした観測ファイル又は、施工現場内に設置した基準局

の観測データファイルとＵＡＶレーザーの観測データを用いて解析を行う。

ＵＡＶレーザーは、ＬＳの位置をキネマティック法で求めるために必要な地上固定局を設置するものとする。

地上固定局は、電子基準点、仮想点、施工現場へ設置した基準局を使用するものとする。また、地上固定局のデータ

取得間隔は１秒１epoch とする。
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調整用基準点・検証点の設置及び計測2.1

計測計画に基づき、調整用基準点・検証点を配置し、各点の座標を計測します。

計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

現場計測２

• 調整用基準点の計測はＴＳを用いて実施し、ＴＳから基準点及び調整用基準点までの距離が100ｍ以下（３級ＴＳ

の場合）あるいは150ｍ以下（２級ＴＳの場合）とする。

• 鉛直高さと水平位置の検証点は、それぞれ最低１点以上、調整用基準点の設置位置から概ね等距離となる位置に設

置するものとし、計測方法は調整用基準点と同等とする。ただし、工事基準点、ＢＭ、ＫＢＭへ直接設置できる場

合は、この限りではない。

• このほかｘ,ｙ,ｚ座標が特定できる物（既存の構造物の角など、既存の明瞭な地物で、計測点群データからｘ,ｙ,ｚ座

標が特定できるもの）を用いることで、標高調整用基準点・検証点と水平調整用基準点・検証点を兼ねる事が出来

る。調整用基準点、検証点の配置図は、任意の様式で受注者が作成、補間し、監督職員の求めに応じて提出できる

ようにすることとする。
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ＵＡＶレーザーシステムの確認2.2

ＵＡＶレーザーを構成するＧＮＳＳ、ＩＭＵ、ＬＳのキャリブレーション等を行う。

１） 事前確認

ＧＮＳＳ、ＩＭＵ、ＬＳの取り付け位置のオフセット量（レバーアーム）を計測し記録する。ボアサイトキャリ

ブレーションにより、ＩＭＵ、ＬＳの取り付け角を計測し記録する。この確認は、ＧＮＳＳ、ＩＭＵ、ＬＳ相互の

位置関係が変わる可能性のある組み立て作業等を行った場合に実施する。

2） 計測前の準備

ＧＮＳＳは、後処理解析で十分な精度（キネマティック解析によるＦＩＸ状態）が確保できるよう初期化を行う。

ＩＭＵは、ロール角、ピッチ角、ヘディング角の精度が収束するようメーカー推奨の初期化を行う。
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ＵＡＶレーザー計測の実施2.3

航空法に基づく「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」の許可要件に準じて作成した飛行マニュアルに
沿って、安全に留意して計測を実施する。

計測は飛行計画に基づき実施する。また、ＩＭＵの精度が低下しないよう一定方向、等速度で飛行し、旋回は十分な半

径で飛行する。

ＵＡＶレーザーの計測では、計測対象範囲に作業員や仮設構造物、建設機械などが配置されている場合は、地形

面のデータが取得できない。このため、可能な限り出来形の地形面が露出している状況での計測を行う。また、次

のような条件では適正な計測が行えないので十分気をつけること。

・雨や霧、雪などレーザーが乱反射してしまうような気象

・計測対象範囲とレーザー光の入射角が極端に低下する場合

・強風などで土埃などが大量に舞っている場合

・草や木などで地面が覆われている場所

・ＵＡＶレーザー計測で利用するレーザークラスに応じた使用上の対策を講じるとともに、飛行等を含む安全性

に十分考慮すること

・衛星の配置や受信状態が悪いと高精度な計測が行えない場合があるため、事前に衛星の配置状況等を確認する

こと

留意点
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検証点による精度確認3.1

無人航空機搭載型レーザースキャナーから得られた計測点群データ上の検証点の座標値から精度確認を実施します。
精度確認の記録は発注者に提出します。

計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
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理

３

計測データ処理３
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（１）最適軌跡解析

最適軌跡解析をＧＮＳＳ観測データ及びＩＭＵ観測データを用いて、LooselyCoupled方式又はTightlyCoupled方

式で行う。LooselyCoupled方式は、まずＧＮＳＳ衛星を利用したキネマティック解析により機体の３次元位置を特定

し、ＩＭＵのデータを反映して最適軌跡解析を行うプロセスを経る。LooselyCoupled方式のキネマティック解析時に

はＧＮＳＳ衛星が５個以上必要となり、５個以下になると著しく精度が低下することに留意すること。

TightlyCoupled方式はキネマティック解析と最適軌跡解析を同時に行う手法であり、ＧＮＳＳ衛星の衛星数が一時

的に不足しても、解析処理は一定の精度を維持できることが特徴である。

TightlyCoupled方式（国総研ＨＰより）LooselyCoupled方式（国総研ＨＰより）
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（２）コース間標高値の点検

コース間の重複部分に点検箇所を選定し、コースごとの標高値の比較点検を行うものとする。

①点検は、各コース間重複部分で２箇所以上行う。

②点検箇所は、計測対象範囲内に偏りなく配置するよう努めるものとするが、各コースの起点側に１点、終点付近

に１点の配置としてもよい。

③植生のある場所等の地形条件で平坦な場所がない場合は、点検箇所の配置及び点数を増加させることで、測量精

度の劣化を防ぐことができる。

④点検箇所の標高値は、平坦で明瞭な地点を選定し、計測点密度と同一半径の円又はおおむね２倍辺長の正方形内

の計測データを平均したものとする。

⑤点検箇所の標高値の較差は、重複計測したレーンごとに算出する。算出には、レーンごとに各点の較差を集計し、

平均する。

⑥重複計測したレーンごとの標高値の較差の平均値は、±50mm以内とする。
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（３）３次元計測データの調整

調整は以下の方法により行うものとする。

①調整用基準点と比較する３次元計測データは、所定の格子間隔と同一半径の円又は２倍辺長の正方形内の計測

データを平均する。

②すべての調整用基準点において３次元計測データの平均値との較差を、水平位置、標高について求め、その平均

値との標準偏差等を求める。

③各調整用基準点における点検の結果、水平位置、標高の較差の平均値の絶対値が50mm以上又はＲＭＳ誤差が

50mm以上の場合は、原因を調査の上、再計算処理又は再測等の是正処置を講じる。

④すべての調整用基準点での点検の結果、水平位置、標高の較差の平均値の絶対値が50mm以上の場合で、標高調

整用基準点の較差の傾向が作業地域全体で同じ場合は、地域全体の３次元データの標高値を上下の一律シフトの

平行移動により補正を行う。また、水平調整用基準点の較差の傾向が、作業地域全体で同じ水平方向にシフトし

ている場合は、水平方向に一律シフトの平行移動及び回転により補正を行う。

⑤上記④の補正を行った後、再び上記③の点検を実施し、結果を次に示す調整用基準点調査票にとりまとめる。監

督職員から提出の請求があった場合は速やかに提出する。
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（４）３次元計測データの精度確認

調整した計測点群データから検証点の座標をもとめ、別途計測した検証点の標高及び水平位置座標値との差を算出す

る。ｘ,ｙ,ｚ座標のそれぞれの成分の差は±50mm以内であること。確認結果は、次図に示す様式で整理し提出する。

26



◆ 参考資料

27

適用工種、工種別の計測性能及び精度管理
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◼ 精度確認試験結果報告書（事前）

◼ 検証点による精度確認記録（計測

後）

◼ ３次元設計データ作成ソフト

ウェア、点群処理ソフトウェア

など

◼ 所定の予測精度が確保できる飛行

経路及び飛行高度等の算出結果

◼ 調整用基準点の概観及び設置位置、

調整用基準点位置の測定方法を示

した設置計画

◼ 計測区域を完全にカバーするよう

飛行コースの設定

施工計画への記載事項・提出書類

1）適用工種
適用工種に該当している工種を記載する。

2）適用区域
３次元計測を行う範囲を明記する。また、平面図上に当該工事の実施範

囲を示し、３次元計測技術による出来形管理範囲と「土木工事施工管理基
準及び規格値（案）」による出来形管理範囲を塗り分ける。

3）出来形計測箇所、出来形管理基準及び規格値・出来形管理写真基準
「設計図書」及び「出来形管理基準及び規格値」の測定基準に基づいた

出来形計測箇所を記載する。自主管理するための任意の計測箇所について
は、記載不要である。

4）使用機器・ソフトウェア

記載事項

記載事項

記載事項

記載事項

①機器構成
利用する機器及びソフトウェアについて、施工計画書に記載する。

②３次元計測技術本体
利用する３次元計測技術本体が下記と同等以上の計測性能を有し、適正な
精度管理が行われていることを、施工計画書の添付資料として提出する。

③ソフトウェア
使用するソフトウェア（ソフトメーカー、ソフトウェア名、バージョン）を記載す
る。カタログや仕様書は不要である。

記載事項

提出書類

5）飛行計画
利用するＵＡＶレーザーについては以下の項目に留意し、飛行計画を作

成することとする。

記載事項
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作成例：精度確認の実施と結果の提出

土工等の場合



トータルステーション
（ノンプリズム方式）

技術概要集



◆基礎知識（計測の仕組みについて）

◆利用手順

◆参考資料
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プリズム方式 ノンプリズム方式

トータルステーションを用いた計測手法の

うち、被計測箇所にターゲットとなるプリ

ズムを設置して計測する方法のこと。プリ

ズムに照準を合わせ、プリズムからの反射

光により測距する方法。利用するプリズム

には１素子型や全周型などがある。

※ＴＳ本体に望遠鏡を装備していないＴＳ

等光波方式もある。

プリズム方式 ノンプリズム方式

【ＴＳ（プリズム方式）】

トータルステーションを用いた計測手法の

うち、ターゲットとなるプリズムを利用せ

ず被計測対象からの反射波を利用して測距

する方法。

【ＴＳ（ノンプリズム方式）】

【ＴＳ：トータルステーション】

トータルステーション（Total Station）

の略。１台の機械で計測対象点を望遠鏡

で視準することにより、角度（鉛直角・

水平角）と距離を同時に測定し記録する

ことができる電子式測距測角儀のことで

ある。

◆ 基礎知識（計測の仕組みについて）
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【ＴＳ（ノンプリズム方式）の計測原理】

つまり、現場での利用前に、同様の現場条件で精度確認を行う必要がある！

【カタログの計測精度（例）】

ノンプリズム方式の計測では、レーザーの反射強度やレーザーのスポット径（フットプリント）など被計測
対象の色や形状、測定面とレーザーの入射角により得られる結果に差が生じる。
※カタログ値は現場での計測精度を担保する値ではない。

距離精度：Ｙ（±○○mm）
反射率90％の白色紙
（レーザーに垂直に設置）

Y

X

Z レーザー強度やスポット径（フット
プリント）は各機種ごとに異なる。

土砂などは反射率が小さい。
凹凸面の多い対象物、長距離の計測
ではレーザーが広範囲に広がるため、
測角と測距が不一致になることがあ
る。

【現場では？】
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○ 取得座標値を用いて面管理をする。

○ 取得座標値を用いて断面管理をする。

【適用工種】
・土工
・土工（1,000m3未満）、床掘、小規
模土工、法面整形工

・舗装工

【適用工種】
・土工（1,000m3未満）、床掘、小
規模土工、法面整形工

・護岸工
・法面工
・トンネル工
・基礎工
・擁壁工
・付帯道路施設工
・電線共同溝工
・コンクリート堰堤工

面的な規格値を利用

従来の規格値を利用

□ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた３次元出来形管理の種類

３次元出来形管理の種類には、以下の２パターンがあり、工種によって異なります。

出来形評価用の
グリッドサイズ

管理断面の各測定項目
の座標値を直接計測
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◆ 利用手順

１．計測準備

２．現場計測

1.1 使用機器・ソフトウェアの手配

1.2 使用機器類の性能確認

1.3 事前精度確認の実施

1.4 計測計画

2.1 器械設置

2.2 ＴＳ（ノンプリズム方式）による計測の実施

6



計測点群データ

②点群処理ソフトウェア
・点群データの合成
・点群データのフィルタリング

④出来形帳票作成ソフトウェア

出来形管理資料

出来形評価用データ
（ポイントファイル）

３次元設計データ

③３次元設計データ作成ソフトウェア
・ＴＳ出来形管理用の基本設計データ
を利用・変換してもよい
・曲線部などの補間に留意すること

⑤出来高算出ソフトウェア

出来形計測データ等
（TINファイル）

出来形管理データ
（設計と出来形の差）

①ＴＳ（ノンプリズム方式）本体

計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

出来形管理方法に応じて、ＴＳ（ノンプリズム方式）の計測に必要な機器・ソフトウェアを手配します。

使用機器・ソフトウェアの手配1.1

計測準備１

１）ＴＳ（ノンプリズム方式）本体

２）各種ソフトウェア
（１）面管理の場合

• 受注者は、施工計画書に使用する機器構成（計測機

器名称、計測機器メーカー、ソフトメーカー、ソフ

トウェア名、バージョン） を記載する。

• カタログや仕様書の提出は不要である。

１）出来形管理用ＴＳ（ノンプリズム方式）本体

２）各種ソフトウェア

• 受注者は、施工計画書に使用する機器構成（計測機

器名称、計測機器メーカー、ソフトメーカー、ソフ

トウェア名、バージョン） を記載する。

• カタログや仕様書の提出は不要である。

7

３次元計測技術

多点計測

単点計測

多点計測技術を用いた場合は、
点群から出来形計測箇所を選
定するソフトウェア

施工者

電子成果品

３次元設計データ

３次元座標から幅、長さを算
出するソフトウェア

出来形帳票作成ソフトウェア

出来形座標確認ソフトウェア
計測箇所と設計位置の確認

３次元設計データ作成ソフトウェア
・設計要素の入力
・３次元設計データの出力

計測点群データ（ポイントファイル）

任意のソフトウェアある
いは機能を利用する範囲

出来形評価用データ
（ポイントファイル）

出来形計測データ等
（TINファイル）

出来形管理資料

設計値
（手入力等）

計測点データ（ポイントファイル）

（２）断面管理の場合
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使用機器類の性能確認1.2

ＴＳ（ノンプリズム方式）の計測に必要な機器類の性能などを確認します。

（１）精度管理の確認

（２）計測性能の確認

（１）精度管理の確認

・ＴＳ（ノンプリズム方式）がＴＳ（プリズム方式）に付帯する機能として実装されている場合は器械本体の管理とし

て、ＴＳ（ノンプリズム方式）の機能を有する本体の検査成績書を添付することも可能。

・添付する書類

国土地理院において測量機器の検定機関として登録された第三者機関の発行する検定証明書、及びこれに準ずる日

本測量機器工業会規格 JSIMA101/102 による適合区分Ｂ以上であることを証明する検査成績書等。

• 精度管理について、校正証明書あるいは検査成績書により、適正な精度管理（有効期限内）であることが明記され

ている資料を添付する。

ＴＳ（ノンプリズム方式）の計測性能等の確認方法については、「精度確認試験の実施結果の提出」が必要

である。また、工種によっては計測性能に応じて管理できる出来形測定項目に制限があるため、留意が必要で

ある。

ＴＳ（ノンプリズム方式）を利用する場合は、国土地理院の認定の有無、器械の構成の有無に関係なく、精

度確認試験による計測性能確認が必要である。

（２）計測性能の確認

工種ごと・場面（起工測量や出来形計測等）ごとに決められた測定精度を満たしていることを確認する。

また、測定精度を確認できる書類（精度確認試験結果報告書）を監督職員に提出する。

○精度確認方法

・事前の精度確認の実施

8
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事前精度確認の実施1.3

利用前にＴＳ（ノンプリズム方式）の計測性能について確認を行うこととする。現状では定められた機器仕様の記述

様式、機器検定手法がないことから、以下の方法で確認する。
計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

１）実施時期

現場の計測と同時に実施することも可能であるが、利用までにその精度確認試験を行うことが望

ましい。

２）実施方法

①計測点の設定：計測機器本体から被計測対象の最大計測距離以上となる位置に検証点を２点以上

設置する。

②ＴＳ（舗装工で利用する場合はレベル）による計測（真値）：

計測点にプリズム（レベルを用いる場合はスタッフ）を設置する。プリズムを付

けるピンポールには、先端が平らなものを用い、ピンポール先端が路面の窪みに

刺さらないようにする。ピンポールの下に平滑で小さいプレートを設置してもよ

い。この場合、プレートの厚みを高さ計測値から差し引く。プリズムをＴＳで視

準し、３次元座標を計測する（レベルを利用する場合は、高さはレベル、水平位

置についてはＴＳを用いる）。

③上記２の計測値とＴＳ（ノンプリズム方式）で計測した計測結果を比較し、その差が適正である

ことを確認する。

（１）事前精度確認試験の実施 →事前精度確認試験（利用前１２か月以内）を実施し、その記録を提出。

9



レベル計測

※レベルの計測位置（平面）はテープあるい
はＴＳで計測する要求精度を満足できる範囲

＝計測可能距離

計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

■土工、土工の精度確認方法に準拠する工種の精度確認試験方法

■舗装工、舗装工の精度確認方法に準拠する工種の精度確認試験方法

検証点は２箇所以上

検証点の
真値

ＴＳ（ノンプ
リズム方式）

10

■該当工種：土工・砂防土工・法面工・擁壁
工・護岸工・基礎工・構造物工（要求精度が
±５mm未満となる場合）・舗装工（出来形測
定項目に“厚さ”“標高較差”が含まれない
場合）



計測計画1.4

ＴＳ（ノンプリズム方式）で計測する計画を立案します。
計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

（１）面管理の場合

１）適用工種・計測範囲を設定する。

ＴＳ（ノンプリズム方式）で出来形管理を行う工種を記載する。

出来形の計測範囲を施工計画書に記載する。

※土工部分の周囲5m程度広げた範囲を基本とする。（構造物工は含まない）

■該当工種：土工・舗装工

２）ＴＳ（ノンプリズム方式）の計測計画を立案・確認する。

①計測距離の留意点

ＴＳ（ノンプリズム方式）と被計測対象の位置関係は、被計測対象となる範囲の全てが精度確認試験で確認し

た最大距離以内となる範囲を設定する。１回の計測で精度確認試験以上となる範囲がある場合は、設置箇所を

複数回に分けて実施すること。

②計測密度設定の留意点

出来形計測を行う場合は、ＴＳ（ノンプリズム方式）と計測対象範囲の位置関係を事前に確認し、出来形評価

用データの点密度が１ｍ間隔以内（１点/㎡以上）で概ね等間隔に得られるよう計測する。

舗装工で利用する場合は、延長80m以下に１箇所の割合で舗装端部を計測し、出来形評価用データに加えるこ

と 。

※舗装端部の計測は、左右各端部について、延長80m以下に１箇所計測すればよいため、同一測点上での計測で

はなくてもよい。なお、延長80m以下に１箇所の割合で舗装端部を計測した場合に、既に出来形評価データが

取得されている場合は端部のデータを優先し、出来形評価データとして採用する。
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計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

（２）断面管理の場合 ■該当工種：法面工・トンネル工・基礎工・擁壁工・付帯道路施設工・電線共同溝工・コンクリート堰堤

１）適用工種・計測範囲を設定する。

ＴＳ（ノンプリズム方式）で出来形管理を行う工種を記載する。

出来形の計測範囲を施工計画書に記載する。

２）ＴＳ（ノンプリズム方式）の計測計画を立案・確認する。

①計測距離の留意点

ＴＳ（ノンプリズム方式）と被計測対象の位置関係は、被計測対象となる範囲の全てが精度確認試験で確認し

た最大距離以内となる範囲を設定する。１回の計測で精度確認試験以上となる範囲がある場合は、設置箇所を

複数回に分けて実施すること。
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器械設置2.1

下記の事項に留意し、器械設置を行います。

計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

現場計測２

１）ＴＳ（ノンプリズム方式）の器械設置時の留意事項

・ＴＳ（ノンプリズム方式）が水平に設置されていること。

・出来形計測点を効率的に取得できる位置にＴＳ（ノンプリズム方式）を設置すること。

・測定精度を確保するため、ＴＳ（ノンプリズム方式）と被計測対象物ができるだけ正対したうえで可能な限り

工事基準点上に設置すること。なお、工事基準点上の設置によりがたい場合は、後方交会法による任意の未知

点への設置を認めている。

・計測中に器械が動かないように確実に設置すること。

・工事基準点は、３次元設計データに登録されている点を用いること。

水平に設置 効率的に取得できる位置にＴＳを設置

※踏み込んで三脚の
脚先を埋めるなど

機器を確実に設置

管理されていない基準点を用い

て器械設置を行わないこと。

挟角30°～150°以内

新点の測距は後方交会点の内側

13

ＴＳを設置時に後方交会法を
用いる場合の留意事項



ＴＳ（ノンプリズム方式）による計測の実施2.2

下記の内容に留意し、TS（ノンプリズム方式）を用いて計測を実施します。
計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

等間隔で計測
１m×１mに１点以上を計測

■ＴＳ（ノンプリズム方式）による面計測時の留意事項

・ＴＳ（ノンプリズム方式）による出来形管理における出来形計測箇所は、全ての範囲で1.0mメッシュに１点以上

の出来形座標値を取得する。

事前精度確認で精度
担保可能な距離

斜距離制限

■ＴＳ（ノンプリズム方式）による断面計測時の留意事項

・ＴＳ（ノンプリズム方式）による出来形管理における出来形計測箇所は、全ての計測精度を満足できる距離内で

座標値を取得する。

斜距離制限（測定精度が確保できる範囲を事前の精度確認による）

■該当工種：土工・舗装工

舗装工で利用する場合は、延長80m 

以下に１箇所の割合で舗装端部を計測

し、出来形評価用データに加えること 。

■該当工種：法面工・トンネル工・基礎工・擁壁工・付帯道路施設工・

電線共同溝工・コンクリート堰堤工
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◆ 参考資料

適用工種、工種別の計測性能及び精度管理
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施工計画への記載事項・提出書類

1）適用工種
適用工種に該当している工種を記載する。

2）適用区域
３次元計測を行う範囲を明記する。また、平面図上に当該工事の実施範

囲を示し、３次元計測技術による出来形管理範囲と「土木工事施工管理基
準及び規格値（案）」による出来形管理範囲を塗り分ける。

3）出来形計測箇所、出来形管理基準及び規格値・出来形管理写真基準
「設計図書」及び「出来形管理基準及び規格値」の測定基準に基づいた

出来形計測箇所を記載する。自主管理するための任意の計測箇所について
は、記載不要である。

4）使用機器・ソフトウェア

①機器構成
利用する機器及びソフトウェアについて、施工計画書に記載する。

②３次元計測技術本体
利用する３次元計測技術本体が計測性能を有し、適正な精度管理が行われ
ていることを、施工計画書の添付資料として提出する。

③ソフトウェア
使用するソフトウェア（ソフトメーカー、ソフトウェア名、バージョン）を記載する。
カタログや仕様書は不要である。

記載事項

記載事項

記載事項

記載事項

提出書類

記載事項

◼ 精度確認試験結果報告書（事前）

◼ ３次元設計データ作成ソフト
ウェアなど



19

作成例：精度確認の実施と結果の提出

土工等・付帯道路施設工等
・電線共同溝工の場合

舗装工の場合



ＴＳ等光波方式

技術概要集



◆基礎知識（計測の仕組みについて）

◆利用手順

◆参考資料

2



１台の機械で角度(鉛直角・水平角)と距離を同時に測定すること
ができる電子式測距測角儀のことで、計測した角度と距離から未
知点の座標計算を瞬時に行うことができる機器を使用して、被計
測箇所にターゲットとなるプリズムを設置して計測する技術。

◆ 基礎知識（計測の仕組みについて）

プリズム(反射鏡)に照射した、ＴＳから放たれる光波をＴＳで受光す
ることにより斜距離と角度を計測する。
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○ 取得座標値を用いて面管理をする。

□ＴＳ等光波方式を用いた３次元出来形管理の種類

３次元出来形管理の種類には、以下の２パターンがあり、工種によって異なります。

出来形評価用の
グリッドサイズ

【適用工種】
・土工
・土工（1,000m3未満）、床掘、小規
模土工、法面整形工

・舗装工

面的な規格値を利用

○ 取得座標値を用いて断面管理をする。

【適用工種】
・土工
・土工（1,000m3未満）、床掘、小
規模土工、法面整形工

・舗装工
・路面切削工
・護岸工
・法面工
・基礎工
・擁壁工
・構造物工（橋脚・橋台）
・構造物工（橋梁上部）
・付帯道路施設工
・電線共同溝工
・コンクリート堰堤工

管理断面の各測定項目
の座標値を直接計測

従来の規格値を利用
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◆ 利用手順

１．計測準備

２．現場計測

1.1 使用機器・ソフトウェアの手配

1.2 使用機器類の性能確認

2.1 器械設置

2.2 ＴＳによる計測の実施
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出来形等を単点計測
した３次元座標

②点群処理ソフトウェア

①ＴＳ本体

出来形管理資料

出来形評価用データ
（ポイントファイル）

３次元設計データ

③３次元設計データ作成ソフトウェア
・ＴＳ出来形管理用の基本設計データ
を利用・変換してもよい
・曲線部などの補間に留意すること

⑤出来高算出ソフトウェア

出来形管理資料
（設計と出来形の差）

④出来形帳票作成ソフトウェア

計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

出来形管理方法に応じて、ＴＳ等光波方式の計測に必要な機器・ソフトウェアを手配します。

使用機器・ソフトウェアの手配1.1

計測準備１

6

（１）面管理の場合

（２）断面管理の場合

１）ＴＳ等光波方式本体

２）各種ソフトウェア

• 受注者は、施工計画書に使用する機器構成（計測機

器名称、計測機器メーカー、ソフトメーカー、ソフ

トウェア名、バージョン） を記載する。

• カタログや仕様書の提出は不要である。

１）出来形管理用ＴＳ（ハードウェア及びソフト
ウェア）

• 受注者は、施工計画書に使用する機器構成（計測機

器名称、計測機器メーカー、ソフトメーカー、ソフ

トウェア名、バージョン） を記載する。

• カタログや仕様書の提出は不要である。

トータルステーション

②出来形管理用ＴＳ

出来形管理資料

③出来形帳票作成

ソフトウェア（パソコン）

出来形管理データ（PDF形式）

①基本設計データ作成

ソフトウェア（パソコン）

施工管理データ

出来形計測データ
（XML形式）

基本設計データ
（XML形式）

基本設計データ
（XML形式）

出来形計測

（出来形計測データ作成）
出来形帳票作成基本設計データ作成

施工管理データ（XML形式）

データコレクタ

または電子野帳



計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

使用機器類の性能確認1.2

ＴＳ等光波方式の計測に必要な機器類の性能などを確認します。

（１）精度管理の確認

（２）計測性能の確認

（１）精度管理の確認

施工計画書に記載し、下記のいずれかの書類を提出

・検定機関が発行する有効な検定証明書

・測量機器メーカー等が発行する校正証明書
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計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

（２）計測性能の確認

ＴＳ等光波方式の計測性能等の確認方法については、「①計測性能を証明できる書類の提出（国土地理院登録品

の場合等）」と「②精度確認試験の実施結果の提出（国土地理院登録品ではない場合）」に分類される。

また、工種によっては計測性能に応じて管理できる出来形測定項目に制限があるため、留意が必要である。

①計測性能を証明できる書類の提出（国土地理院登録品の場合）

→下記のいずれかの書類を提出

・国土地理院３級以上の登録品であることを示すメーカーのカタログあるいは機

器仕様書。

・国土地理院において測量機器の検定機関として登録された第三者機関の発行す

る検定証明書、及びこれに準ずる日本測量機器工業会規格JSIMA101/102に

よる適合区分Ｂ以上であることを証明する検査成績書等。

ただし、舗装工で利用する場合においては以下のとおりとなる。

○出来形測定項目に“厚さ”“標高較差”が含まれるが、表層・基層は含まれない場合

→国土地理院認定３級以上の登録品かつ

最小目盛値５"より高精度の機器であること

○出来形測定項目に“厚さ”“標高較差”が含まれ、表層・基層も含む場合

・国土地理院１級以上の登録品であることを示すメーカーのカタログあるいは機器仕様書。

・国土地理院において、測量機器の検定機関として登録された第三者機関の発行する検定証明書、及び

これに準ずる日本測量機器工業会規格JSIMA101/102による適合区分Ａ以上であることを証明する

検査成績書等。

→下記のいずれかの書類を提出
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最小目盛値：５"

①ＴＳ本体



計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

②精度確認試験の実施結果の提出（国土地理院登録品ではない場合）

・実施時期：

現場の計測と同時に実施することも可能であるが、利用までにその精度確認試験を行うことが望ましい。

・実施方法：

a. 計測点の設定：計測機器本体から被計測対象の最大計測距離以上となる位置に２点以上の計測点を設

定する。

b. ＴＳによる計測（真値）：計測点にプリズムを設置する。プリズムを付けるピンポールには、先端が

平らなものを用い、ピンポール先端が路面の窪みに刺さらないようにする。ピンポールの下に、平滑

で小さいプレートを設置してもよい。この場合、プレートの厚みを高さ計測値から差し引く。プリズ

ムをＴＳで視準し、３次元座標を計測する。

c. 国土地理院で規定がないＴＳ等光波方式による計測：プリズム方式による計測完了後、望遠鏡のない

タイプのものは、プリズムを自動追尾する機能により３次元座標を計測する。

d. ＴＳと国土地理院で規定がないＴＳ等光波方式で計測した計測結果を比較し、その差が適正であるこ

とを確認する。

■規格値による要求精度５mm以上の場合：国土地理院認定３級以上（真値）とした精度確認を実施し、精度
を満足していることを確認する。

■規格値による要求精度５mm未満の場合：国土地理院認定２級以上（鉛直精度についてはレベルとの確認で
もよい）を（真値）とした精度確認を実施し、精度を満足していることを確認する。

※規格値による要求精度の詳細については、「（巻末）適用工種・要求精度一覧」を参照のこと。

国土地理院登録品のＴＳで取得した
座標の較差を比較する

国土地理院登録品のＴＳ
Or

レベル（鉛直方向のみ）

国土地理院登録の無いＴＳ

真 値

計測点a

計測点b

レベルで取得した高さの較差を比較する

9



計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

なお、計測に以下のプリズムを用いる場合においては、別途事前精度確認を行い、結果を提出すること。

精度確認方法は、各精度確認ガイドラインを参照のこと。

・傾斜補正機能付きプリズム

・地上移動体搭載型プリズム

10

補 足



器械設置2.1
計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

現場計測２

下記の事項に留意し、器械設置を行います。

（１）ＴＳの器械設置時の留意事項

• ＴＳが水平に設置されていること。

• 出来形計測点を効率的に取得できる位置に出来形管理用ＴＳを設置すること。

• ＴＳは可能な限り基準点上に設置するものとし、やむを得ない場合は、後方交会法によりＴＳを設置する。

• 計測中に器械が動かないように確実に設置すること。

• 器械高の入力ミスなどの単純な誤りが多いので、注意すること。

• 後方交会法においては、２点の工事基準点の挟角は 30°～150°以内とする。

• ＴＳと工事基準点の距離が近いと、基準点上に立てるプリズムがＴＳの望遠鏡で大きく見えるため、視準の中心

をプリズムの中心に合わせることが難しくなり、 方位の算出誤差が大きくなるので注意すること。

• 工事基準点は、３次元設計データに登録されている点を用いること。

水平に設置

器械高の入力ミスに注意

器械高
1.4ｍ

ＴＳを設置時に後方交会法を
用いる場合の留意事項

挟角30°～150°以内

30°～150°

管理されていない基準点を用いて器械設置を行わない

11

※踏み込んで三脚の
脚先を埋めるなど

機器を確実に設置効率的に取得できる位置にＴＳを設置

1.4ｍ

1.55ｍ



ＴＳによる計測の実施2.2

下記の内容に留意し、ＴＳを用いて計測を実施します。
計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

■プリズム使用における留意事項

• プリズムは、傾きがないように正しく設置すること。

• プリズムは、ＴＳの方向へ正対するよう設置すること。

• 計測中にやむを得ずプリズムの高さを変更した場合は、確実に相互確認する。

• プリズムは、傾きや地面への刺さりがないよう正しく設置する。

• 傾斜補正機能付きプリズムを用いる場合は、事前精度確認試験で実施した最大傾斜以上に傾けて設置しないこと。

• 地上移動体搭載型プリズムは測線の縦横断勾配が大きくなるほど誤差が増大する傾向があるため、出来形計測時

の測線の方向は極力縦横断勾配が少なくなるように定めること。

プリズム高さ0.1ｍに変更

プリズム高さ0.1ｍに変更
了解

計測対象

計測したい箇所

計測される箇所

傾きがないように設置 プリズム高さ相互確認 地面への刺さりがないよう設置

12



計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

■ＴＳによる面計測時の留意事項

・ＴＳによる出来形管理における出来形計測箇所は、全ての範囲で出来形評価グリッドに１点以上（1.0mメッシュ

に１点以上）の出来形座標値を取得する。

・厚さを測定する場合、基本設計データに出来形計測点として入力した点と、実際に出来形計測を行う点の平面位

置のずれが水平距離で50mm以内になるように、計測を行うこと。（厚さ管理の場合）

※ＩＣＴ土工（1,000m3未満）、床掘、小規模土工、法面整形工においては、施工幅１m未満の場合

等、１㎡のグリッドが適さない場合、出来形評価グリッドを0.25㎡（0.5m×0.5m）とする。

100ｍ or 150ｍ以内

等間隔で計測 斜距離制限

下層の
出来形計測点

現況層の
出来形計測点

水平方向で50ｍｍ以内であること

13



計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

■ＴＳによる断面計測時の留意事項

• 出来形計測を行う管理断面と出来形計測対象点の指定を行う。出来形管理用ＴＳを用い、基本設計データに登録

されている計測対象の管理断面の測点名と出来形計測対象点（道路中心線形又は法線や法肩、法尻等）の選択を

行う。

• 計測した座標データに対して、計測点の種別（出来形計測対象点、品質証明のために計測した点、任意断面での

出来形計測点）を入力、又は選択する必要がある。

• 出来形管理用ＴＳと工事基準点までの距離については、測定精度確保の観点から100m以内（１級２級ＴＳを使

用する場合は150m以内）とし、後方交会法においては、２点の工事基準点の挟角は30°～150°以内とする。

• 出来形管理用ＴＳと出来形計測点までの斜距離については、土工は100ｍ以内（２級ＴＳを使用する場合は150

ｍ以内）、舗装は100ｍ以内（１級２級ＴＳを使用する場合も同様に100ｍ以内）とする。ただし、ＴＳと後視

点の距離を超えないこと。

• 計測結果の再現性を高めるため、同じ出来形計測点の測定にあたっては、毎回同じ工事基準点を使用する（舗装

工の場合）。

基準点～ＴＳ～計測点までの斜距離制限
（舗装工）

基準点～ＴＳ～計測点までの斜距離制限
（土工）

14
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◆ 参考資料

計測性能及び精度管理
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施工計画への記載事項・提出書類

1）適用工種
適用工種に該当している工種を記載する。

2）適用区域
３次元計測を行う範囲を明記する。また、平面図上に当該工事の実施範

囲を示し、３次元計測技術による出来形管理範囲と「土木工事施工管理基
準及び規格値（案）」による出来形管理範囲を塗り分ける。

3）出来形計測箇所、出来形管理基準及び規格値・出来形管理写真基準
「設計図書」及び「出来形管理基準及び規格値」の測定基準に基づいた

出来形計測箇所を記載する。自主管理するための任意の計測箇所について
は、記載不要である。

4）使用機器・ソフトウェア

記載事項

記載事項

記載事項

記載事項

提出書類

記載事項

①機器構成
利用する機器及びソフトウェアについて、施工計画書に記載する。

②３次元計測技術本体
利用する３次元計測技術本体が計測性能を有し、適正な精度管理が行われ
ていることを、施工計画書の添付資料として提出する。

③ソフトウェア
使用するソフトウェア（ソフトメーカー、ソフトウェア名、バージョン）を記載する。
カタログや仕様書は不要である。

◼ 計測性能を証明できる書類（国
土地理院登録品等）

◼ 精度確認試験の実施結果

◼ ３次元設計データ作成ソフト
ウェア（基本設計データ作成ソ
フトウェア）など
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作成例①：精度確認の実施と結果の提出

土工等・付帯構造物工の場合 舗装工・路面切削工の場合
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作成例②：精度確認の実施と結果の提出

付帯道路施設工等・
電線共同溝工の場合



技術概要集

ＲＴＫ－ＧＮＳＳ



◆基礎知識（計測の仕組みについて）

◆利用手順

◆参考資料

2



□ＲＴＫ－ＧＮＳＳとは？

ＲＴＫとは、リアルタイムキネマティックの略で、測位衛星から

発信される搬送波を用いた計測手法である。既知点と移動局にＧＮ

ＳＳのアンテナを設置し、既知点から移動局への基線ベクトル解析

により、リアルタイムに移動局の座標を計算することができる。現

場内に設置する既知点のほか、国土地理院が管理する電子基準点、

国土地理院の認定する民間電子基準点Ａ級、Ｂ級、およびＶＲＳ等

（ネットワーク型ＲＴＫ－ＧＮＳＳ）を利用することができる。

□ネットワーク型ＲＴＫ－ＧＮＳＳとは？

ネットワーク型ＲＴＫ－ＧＮＳＳの方式は、ＶＲＳ（Virtual 

Reference Station、仮想基準点）方式と、ＦＫＰ（Flächen 

Korrektur Parameter、面補正パラメータ）方式等がある。ＲＴＫ

－ＧＮＳＳで利用する基地局の補正情報の替わりに、近傍にある１

つまたは複数の電子基準点データを元に作成した補正情報によって

同様な測位を行う方式。このため、基地局のアンテナおよび受信機

の設置は不要となるが、インターネットを介して補正情報を受信す

る装置およびデータ提供会社との契約が別途必要となる。

図 ネットワーク型ＲＴＫ－ＧＮＳＳとＧＮＳＳローバー

図 ＲＴＫ－ＧＮＳＳ

□ＧＮＳＳローバーとは？

ＲＴＫーＧＮＳＳ測位に用いられる移動局のことで、i-Constractionでは主に単点観測法で用いるＧＮＳＳ

受信機を備えた計測機器をいう。

◆ 基礎知識（計測の仕組みについて）

RTK-GNSSでは、ｎを確定させるために５つ
の衛星の搬送波を同時に観測する

3

ＧＮＳＳ
ローバー



【適用工種】
・土工
・土工（1,000m3未満）、床掘、小規
模土工、法面整形工

・法面工
・擁壁工
・付帯道路施設工
・電線共同溝工
・コンクリート堰堤工

□RTK-GNSSを用いた３次元出来形管理の種類

３次元出来形管理の種類には、以下の２パターンがあり、工種によって異なります。

【適用工種】
・土工
・土工（1,000m3未満）、床掘、小規
模土工、法面整形工

4

○ 取得座標値を用いて面管理をする。
面的な規格値を利用

○ 取得座標値を用いて断面管理をする。
従来の規格値を利用

管理断面の各測定項目
の座標値を直接計測

出来形評価用の
グリッドサイズ



◆ 利用手順

5

１．計測準備

２．現場計測

1.1 使用機器・ソフトウェアの手配

1.2 使用機器類の性能確認

2.1 基準局の定義

2.2 出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳの基準局の設置

2.3 ローカライゼーション

2.4 ＲＴＫ－ＧＮＳＳによる計測の実施



計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

出来形管理方法に応じて、ＲＴＫ－ＧＮＳＳの計測に必要な機器・ソフトウェアを手配します。

使用機器・ソフトウェアの手配1.1

計測準備１

計測点群データ

②点群処理ソフトウェア
・点群データの合成
・点群データのフィルタリング

①ＲＴＫ－ＧＮＳＳ

出来形管理資料

出来形評価用データ
（ポイントファイル）

３次元設計データ

③３次元設計データ作成ソフトウェア
・ＴＳ出来形管理用の基本設計データ
を利用・変換してもよい
・曲線部などの補完に留意すること

⑤出来高算出ソフトウェア

出来形計測データ等
（TINファイル）

出来形管理資料
（設計と出来形の差）

④出来形帳票作成ソフトウェア

１）ＧＮＳＳ本体

２）各種ソフトウェア

• 受注者は、施工計画書に使用する機器構成（計測機器名称、計測機器メーカー、ソフトメーカー、ソフト

ウェア名、バージョン） を記載する。

• カタログや仕様書の提出は不要である。

（１）ＲＴＫ－ＧＮＳＳの基準局及びローカライゼーショ
ン機能

（２）任意断面での出来形管理機能
（３）施工管理データの書出し機能

なお、高さ補正機能を使用する場合で、状況により
補正機能が停止する場合は、有すべき機能として以
下の機能を加える。

（４）高さ補正機能の動作状況確認機能

面
管
理
の
場
合

面管理の場合

6

参考：出来形管理用ＲＴＫーＧＮＳＳソフトウェアが有すべき機能



断
面
管
理
の
場
合

計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

②出来形管理用RTK-GNSS

出来形管理資料

③出来形帳票作成

ソフトウェア（パソコン）

出来形管理データ（PDF形式）

出来形計測データ
（XML形式）

①基本設計データ作成

ソフトウェア（パソコン）

基本設計データ
（XML形式）

基本設計データ
（XML形式）

出来形計測

（出来形計測データ作成） 出来形帳票作成基本設計データ作成

出来形帳票データ（XML形式）

RTK-GNSS

データコレクタ
または電子野帳

１）出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳ（ハードウェア及びソフトウェア）

• 受注者は、施工計画書に使用する機器構成（計測機器名称、計測機器メーカー、ソフトメーカー、ソフト

ウェア名、バージョン） を記載する。

• カタログや仕様書の提出は不要である。

参考：出来形管理用ＲＴＫーＧＮＳＳソフトウェアが有すべき機能

(1) 施工管理データの読込み機能

(2） ＲＴＫ－ＧＮＳＳの基準局及びローカライゼーション機能

(3) 線形データの切替え選択機能

(4) 基本設計データの確認機能

(5) ＲＴＫ－ＧＮＳＳとの通信設定確認機能

(6) 初期化手順と較差確認機能

(7) 任意断面での出来形管理機能

(8) 管理断面での出来形管理機能

(9)  観測状態確認機能

(10) 出来形計測データの登録機能

(11) 出来形計測データの取得漏れ確認機能

(12) 監督・検査現場立会い確認機能

(13) 施工管理データの書出し機能

(14) 評価結果の報告

(15) 計測可能範囲の設定機能

なお、高さ補正機能を使用する場合で、状況により補正機能が停

止する場合は、有すべき機能として以下の機能を加える。

（16）高さ補正機能の動作状況確認機能

断面管理の場合

7



計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

使用機器類の性能確認1.2

ＲＴＫ－ＧＮＳＳの計測に必要な機器類の性能などを確認します。

（１）精度管理の確認

（２）計測性能の確認

• 検定機関が発行する有効な検定証明書あるいは測量機器メーカー等が発行する有効な校正証明書

２）高さ計測に高さ補正機能を用いる場合（ 上記１）の実施内容に加えて ）

• 高さ補正機能の精度管理が適正に行われていることを証明する公的な検定制度及び校正証明書等

• これが無い場合、測量機器メーカーの発行する検査成績書（１年以内）で確認することができる

• 検査成績書（１年以内）に代えて、「高さ補正機能付きＲＴＫ－ＧＮＳＳ測量機の精度確認ガイドライン及

びチェックシート」でもよい。

→下記の書類を提出

→下記のいずれかの書類を提出

１）高さ計測に高さ補正機能を用いない場合

（１）精度管理の確認

精度管理が適正に行われていることを証明できる書類を提出する。

8

面
管
理
の
場
合

面管理の場合
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（２）計測性能の確認

国土地理院認定１級の要求性能

公称測定精度：±（20mm＋2×10-6×D）

最小解析値 ：1mm

例：計測距離500mの場合は、±（20mm＋2×10-6×500m）

＝±21mmの誤差となる

国土地理院１級（２周波）登録品または同等以上の計測性能を有すること。

• 国土地理院において測量機器の検定機関として登録された第三者機関の発行する検定証明書、及びこれに準
ずる日本測量機器工業会規格JSIMA113による１級同等以上であることを証明する検査成績書等（この場合、
国土地理院による登録は不要である。）

→施工計画書に記載し、下記のいずれかの書類を提出

• 国土地理院１級の登録品であることを示すメーカーのカタログあるいは機器仕様書

１）本体の計測性能

２）出来形管理に必要な鉛直精度（要求精度）を満たす計測性能

国土地理院１級（２周波）認定品または同等以上の計測性能を有すること。

面
管
理
の
場
合
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• 高さ補正機能の精度管理が適正に行われていることを証明する公的な検定制度及び校正証明書等

• 測量機器メーカーの発行する検査成績書（１年以内）

• 検査成績書（１年以内）に代えて、「高さ補正機能付きＲＴＫ－ＧＮＳＳ測量機の精度確認ガイドライ

ン及びチェックシート」でもよい。

（１）精度管理の確認

→事前精度確認試験を実施し、その記録を提出

・実施時期：

精度確認試験は、現場の計測と同時に実施することも可能であるが、出来形計測を実施する直前にその精度

確認試験を行うことが望ましい。

・実施方法：

a.現場内の２箇所以上の既知点を利用し、ＧＮＳＳによる計測結果から得られる既知点の座標を計測する。

b.真値となる検査点は、基準点あるいは工事基準上などの既知点の座標値や、基準点及び工事基準点を用い

て測量した座標値を利用する。

c. 計測結果を既知点などの真値と比較し、その差が適正であることを確認する。

d.精度確認の実施結果を記録・提出する。

断
面
管
理
の
場
合

10

断面管理の場合

• 検定機関が発行する有効な検定証明書あるいは測量機器メーカー等が発行する有効な校正証明書

→下記の書類を提出

１）高さ計測に高さ補正機能を用いない場合

精度管理が適正に行われていることを証明できる書類を提出する

→下記のいずれかの書類を提出

２）高さ計測に高さ補正機能を用いる場合（ 上記1） の実施内容に加えて ）
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２）鉛直方向への計測性能

①国土地理院１級の認定品の場合

• 土工の出来形管理に必要な測定精度（鉛直方向±10mm以内）が確保できることを、国土交通省又は第三者

機関等が係わる検証データで整理されていること。

→施工計画書に記載

断
面
管
理
の
場
合
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（２）計測性能の確認

国土地理院１級（２周波）認定品または同等以上の計測性能を有すること。

→施工計画書に記載し、下記の書類を提出

• 国土地理院１級の認定品であることを示すメーカーのカタログあるいは機器仕様書

１）本体の計測性能

②国土地理院１級の認定品と同等以上の場合

→施工計画書に記載し、下記の書類を提出

• 国土地理院において測量機器の検定機関として登録された第三者機関の発行する検定証明書、及びこれに準

ずる日本測量機器工業会規格JSIMA113による１級同等以上であることを証明する検査成績書等（この場合、

国土地理院による登録は不要である）

国土地理院認定１級の要求性能

公称測定精度：±（20mm＋2×10-6×D）

最小解析値 ：1mm

例：計測距離500mの場合は、±（20mm＋2×10-6×500m）

＝±21mmの誤差となる
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現場計測２

必要な位置情報を取得する機器は、基線長（基準局と移動局との距離）が長くなると無線通信等が不安定となりやす

いので、障害物、障害電波などの無いことに留意する必要がある。無線通信距離は条件により大きく変わるが、ＧＮＳ

Ｓ測量機に一般的に搭載されている免許不要の無線通信方式の場合、良好な無線通信距離のおおよその目安は、通常で

500m程度、条件がよいと１km程度である。

作業方法と作業上の留意点を以下に示す。

基準局の定義2.1

ここで言う基準局とは、ＲＴＫ－ＧＮＳＳの基準局、または高さ補正装置としての基準局とする。

出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳの基準局の設置2.2

下記の事項に留意し、基準局設置を行います。

■ＧＮＳＳ基準局設置の留意事項

• 基準点もしくは工事基準点上に設置することを基本とし、出来形計測点を効率的に取得できる位置に基準局を設

置すること。

（例：無線通信が障害物に阻害されにくい高台、基準局のカバーエリアを十分利用できる工区中央）

（例：工期中に移設しない基準点もしくは工事基準点）

• 基準局は傾きがないように正しく設置すること。

• 計測中に基準局が動かないように確実に設置すること。

• 設定時に単純な誤りをおかすことが多いので、注意すること。

• 上空の遮蔽物やビル等による反射波（マルチパス）の影響に注意すること。

• 別途高さ補正機能を供するメーカーの保証する条件に従って行うこと。

• 工事車両、天候や鳥獣などからケーブル類を保護すること。

12
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■ ローカライゼーションの留意点

• ＧＮＳＳ座標系と現場座標系にズレがある現場では、座標系を合わせるためのローカライゼーションを実施する

必要がある。出来形値（幅、法長）は２点間の相対距離で求まるが、出来形値（標高）は現場座標系で行う必要

がある。また、ＲＴＫ－ＧＮＳＳ測量機器の導入効果を得るために、丁張り設置など日々の位置出し作業等でも

活用する観点からも、座標系にズレがある場合はローカライゼーションを行う必要がある。

• ローカライゼーションは、工事基準点の計測・登録した際の計測誤差の影響を受けることになる。そのため、

ローカライゼーションは測定精度を確保できた条件で行う必要がある。よって、ＤＯＰ値が小さい状態で、通常

の計測時間である10秒間よりも長時間の計測を行うことが望まれる。

• ＲＴＫ－ＧＮＳＳ測量による高さは、楕円体高でありローカルな高さではないため、ローカライゼーションを行

う場合も、必ずジオイド補正を行う必要がある。

ローカライゼーション2.3

下記の事項に留意し、ローカライゼーションを行います。

13
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ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いて計測を実施します。

①「ＧＮＳＳによる観測値の点検手順書及び点検記録簿」に従い、初期化直後、工事基準点の計測値に大きな誤差

が無いことを確認（既知点確認）する。

②出来形計測対象点に移動局を設置した上で、「国土交通省 公共測量作業規程」の路線測量に準拠し、ＦＩＸ解を

得てから10epoch以上を計測する。出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳでの出来形計測では、１セットとする代わ

りに、精度確認用として計測後に工事基準点で誤差の確認（既知点確認）を行うこととする。

③出来形計測を円滑に行うために、計測の実施前に、衛星配置の予測ソフトウェアなどを用いて計測可能時間等を

確認しておくことが望ましい。

④面管理の場合の出来形評価用データは、点密度を１ｍ間隔以内（１点/㎡以上）で、概ね等間隔で得られるよう計

測する。

出来形評価用の
グリッドサイズ

現場における作業手順例 出来形評価用（面管理）データの取得イメージ
14

面管理の場合

（１）出来形計測の手順

出来形管理に必要な要求精度 ４級基準点と同等以上の基準点との較差が

平面 ±20㎜以上、鉛直 ±30㎜以内

ＲＴＫ－ＧＮＳＳによる計測の実施2.4
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①「断面管理にＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いる場合の事前精度確認試験実施手順書及び試験結果報告書」に従い、初期

化直後、基準点座標と計測値との間に大きな誤差が無いことを確認（既知点確認）する。

②出来形計測を行う管理断面と出来形計測対象点の指定を行う。出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用い、基本設計

データに登録されている計測対象の管理断面の測点名と出来形計測対象点（道路中心線形又は法線や法肩等）の

選択を行う。

③出来形計測対象点に移動局を設置した上で、「国土交通省 公共測量作業規程」の路線測量に準拠しＦＩＸ解を得

てから10epoch以上を計測する。出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳでの出来形計測では、１セットとする代わり

に、精度確認用として計測後に工事基準点で誤差の確認（既知点確認）を行うこととする。

④出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳでは、管理断面上の出来形計測点の誘導が可能なので、現行の出来形管理に必要

な準備測量（管理断面上の杭や目串などの設置）を事前に行わずとも計測できる。また、出来形管理用ＲＴＫ－

ＧＮＳＳは、法長、幅、基準高等を算出する機能を有しているため、測定者は、計測後すぐに設計値と計測値と

の差を確認できる。

⑤計測した座標データに対して、計測点の種別（出来形計測対象点、品質証明のために計測した点、任意断面での

出来形計測点）を入力又は選択する必要がある。

⑥出来形管理用ＲＴＫ－ＧＮＳＳで確認した出来形計測データの記録を行う。出来形計測データは、各点の計測後

に出来形計測対象点とともに記録する必要がある。

断
面
管
理
の
場
合

上記②～⑥を繰り返して計測し、必要に応じて①や②を実施する。

現場における作業手順例 出来形評価用（面管理）データの取得イメージ

管理断面の各測
定項目の座標値
を直接計測

15

断面管理の場合

出来形管理に必要な要求精度 ４級基準点と同等以上の基準点との較差が

平面 ±20㎜以内、鉛直 ±10㎜以内
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・初期化誤差が水平方向±20mm以上、又は鉛直方向±10mm以上（面管理の場合±30mm以上）ある場合は、

再度初期化を行う。

・「国土交通省 公共測量作業規程」の路線測量に準拠すれば測定精度の確認用に２セット計測して比較し、較差が

小さい場合は計測値を採用することとなっているが、実証実験結果を見ると、直ぐに確認した場合は２セット間

の較差が小さく、また、他点の計測を一巡した後で再計測する方法では作業効率が悪くなるため、出来形管理用

ＲＴＫ－ＧＮＳＳでの出来形計測では、１セットとする代わりに、精度確認用として計測後に工事基準点で誤差

の確認（既知点確認）を行うこととする。万一、測定精度が悪化している場合に、それまでの計測作業で得た計

測値は測定精度がある状態で得たデータか判断できないため採用せず、再度、計測する必要がある。よって、以

降の出来形の計測作業で計測の手戻りを少なくするため、一定の計測間隔あるいは時間間隔で初期化を行うこと

が望ましい。ＲＴＫ－ＧＮＳＳの場合、望ましい計測間隔の目安は100～200m程度、時間間隔は30分～１時

間程度である。なお、「断面管理にＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いる場合の事前精度確認試験実施手順書及び試験結果

報告書」で高さ計測精度が確認されたＲＴＫ－ＧＮＳＳについては、この限りではない。

・出来形計測を円滑に行うために、計測の実施前に、衛星配置の予測ソフトウェアなどを用いて計測可能時間等を

確認しておくことが望ましい。衛星の配置予測ソフトウェアは、測量機器メーカーＨＰなどで入手可能である。

ただし、現場の状況（周辺の山、谷、ビル）で衛星捕捉状況が変化するので、これらを十分に考慮して計測計画

を立てること。

図 初期化と計測の手順 図 初期化と計測の手順
（高さ計測精度が確認されたＲＴＫ－ＧＮＳＳの場合） 16

（２）出来形計測の留意点

面管理の場合
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◆ 参考資料

計測性能及び精度管理
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施工計画への記載事項・提出書類

1）適用工種
適用工種に該当している工種を記載する。

2）適用区域
３次元計測を行う範囲を明記する。また、平面図上に当該工事の実施範

囲を示し、３次元計測技術による出来形管理範囲と「土木工事施工管理基
準及び規格値（案）」による出来形管理範囲を塗り分ける。

3）出来形計測箇所、出来形管理基準及び規格値・出来形管理写真基準
「設計図書」及び「出来形管理基準及び規格値」の測定基準に基づいた

出来形計測箇所を記載する。自主管理するための任意の計測箇所について
は、記載不要である。

4）使用機器・ソフトウェア

記載事項

記載事項

記載事項

記載事項

提出書類

記載事項

①機器構成
利用する機器及びソフトウェアについて、施工計画書に記載する。

②３次元計測技術本体
利用する３次元計測技術本体が計測性能を有し、適正な精度管理が行われ
ていることを、施工計画書の添付資料として提出する。

③ソフトウェア
使用するソフトウェア（ソフトメーカー、ソフトウェア名、バージョン）を記載する。
カタログや仕様書は不要である。

◼ 計測性能を証明できる書類（国土地
理院登録品等）

◼ 精度管理を証明できる書類（検定機
関が発行する有効な検定証明書等）

◼ 出来形管理に必要な要求精度（面管
理：点検記録簿、断面管理：精度確
認試験結果報告書）

◼ ３次元設計データ作成ソフトウェア
（基本設計データ作成ソフトウェ
ア）など
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作成例：精度確認の実施と結果の提出

土工等の場合 電線共同溝工の場合
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作成例：ＧＮＳＳによる観測値の点検記録簿

土工等の場合 付帯道路施設工等・
電線共同溝工の場合

※付帯道路施設工等・電線共同溝工については、計測時間が10分未満の場合は、
終了時の点検は不要



音響測深機器

技術概要集



2

◆基礎知識（計測の仕組みについて）

◆利用手順

◆参考資料



□音響測深機器とは？

計測原理

◆ 基礎知識（計測の仕組みについて）

3

「音響測深機器（Echo-Sounder）」とは、ソナー（送受波器）や動揺計測装置、

船を含めたシステム全体のこという（ただし、点群データ処理用のソフトウェア

はこの中には含まない）。マルチ（シングル）ビームソナー本体を指す場合は、

「音響測深機器本体」と呼ぶ。

測量船の喫水位置に取り付けられ音響

測深機器本体から発信した音波が水底で

反射されて戻ってくるまでの時間を測定

することにより地形（川床）までの水深

を計測することができる装置と、測量船

の位置（ＧＮＳＳ等）、傾き（動揺計測

装置）、方向（方位計）を取得するセン

サを組合せて、川床部の３次元座標値の

点群データとして変換する技術である。

動揺計測装置

Z

y

X

ソナー

船

計測対象

方位計

GNSSアンテナ



○マルチビームの場合

○シングルビームの場合

4

マルチビームとは、ナロー（細い）マルチ（複数

の）ビームによる測深が名前の由来であるナローマ

ルチビーム測深システムのことであり、音響ビーム

を扇状に照射することで一度に多数の水深を面的に

取得することができる。専ら起工測量、部分払い用

出来高計測、出来形管理に供する

シングルビームとは、マルチビームとは異なりシ

ングル（１本の）ビームにより測深する音響測深機

器のことである。シングルビーム測深システムはマ

ルチビームの場合と異なり、測量船の進行に伴って

線上（測量船の移動軌跡）に地形を計測することし

かできない。動揺計測装置を装備しない場合は、測

量船の傾きを補正できず、実水深よりも深い値が計

測されやすいことに注意が必要である。専ら起工測

量に供する。

マルチビーム

シングルビーム



□音響測深機器を用いた３次元出来形管理の種類

３次元出来形管理の種類には、以下のパターンがあります。

5

【適用工種】

【出来形計測】
１点以上/１㎡（１m×１m ﾒｯｼｭ）

【出来形評価用】
１点以上/１㎡（１m×１m ﾒｯｼｭ）

○ マルチビーム方式で取得した点群を用いて面管理をする。
面的な規格値を利用



□音響測深機器を用いた起工測量の種類

起工測量の種類には、以下の２パターンがあります。

○ マルチビーム方式で取得した点群を用いて面的な地形を取得する。

○ シングルビーム方式で取得した点群を用いて面的な地形を取得する。

6

河川の流れ

NO.36+10

NO.36

NO.37

シングルビーム
方式の音響測深
システム

マルチビーム方
式の音響測深シ
ステム

横断方向においては従来の測定
間隔の半分程度以内の間隔



◆ 利用手順

１．計測準備

２．現場計測

３．計測データ処理

1.1 使用機器・ソフトウェアの手配・性能確認

1.2 計測計画

2.1 使用機器類の性能確認（艤装および作動確認）

2.2 精度確認の実施

2.3 音響測深機器による計測

3.1 出来形評価用データの作成

7
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音響測深機器による計測に必要な機器・ソフトウェアを手配します。
一般的な機器構成を以下に示しています。
施工計画書には、これらの機器構成（計測機器名称、計測機器メーカー、ソフトメーカー、ソフトウェア名、バー

ジョン）を記載します。 ※カタログや仕様書の提出は不要
また、出来形管理用に利用する音響測深機器を構成する機器（音響測深機器本体、動揺計測装置、位置測位センサー、

方位センサー、音速度計）の性能を記載します。

計測準備１

機器構成例

8

計測性能の確認：利用前に以下の確認

を行うこととする。

・測線計画を満足する音響測深機器及

び周辺機器であること。

・所定の重複率、点密度が確保できる

音響測深機器及びソフトウェアであ

ること。

使用機器・ソフトウェアの手配・性能確認1.1

測線計画

水深測量ソフトウェア
・各種データによる補正
・３次元座標点群算出

点群処理ソフトウェア
・点群データのフィルタリング
・出来形計測データ出力

出来形帳票作成ソフトウェア

電子成果品

出来形計測データ等（TINファイル）

出来形管理資料（設計と出来形の差）

計測点群データ（ポイントファイル）

３次元設計データ

３次元設計データ作成ソフトウェア
・設計要素の入力
・３次元設計データの出力

受注者

水位（潮位）

出来高算出ソフトウェア

出来形評価用データ（ポイントファイル）

音響測深機器の主な機器構成

1）音響測深機器本体

2）動揺計測装置

3）方位センサー

4）位置測位センサー

5）音速度計

6）ＰＣ

7）水深測量ソフトウェア

8）測量船
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音響測深機器の主な機器構成

1）音響測深機器本体

2）動揺計測装置

3）方位センサー

4）位置測位センサー

5）音速度計

6）ＰＣ

7）水深測量ソフトウェア

8）測量船

音響測深機器の構成
1）音響測深機器本体

音響測深機器は、測量船の喫水位置に取り付けられ、そのソナーヘッド部か

ら発信した音波が水底で反射されて戻ってくるまでの時間を測定することによ

り、地形までの水深を計測することができる装置である。

2）動揺計測装置

測量線の傾き（ロール角、ピッチ角）を計測するための装置。水上では揺れ

や傾きにより音波の発信方向にずれが生じてしまうため、その揺れや傾きを検

知して、計測した結果を補正する必要がある。動揺計測装置は、船の動揺の中

心付近、あるいは送受波器近くに送受波器と向きを揃えて艤装することが望ま

しい。シングルビームによる測深の場合は不要。

3）方位センサー

測量船の向き（ヨー角）を計測するための装置。送受波器と向きを揃えて艤

装する。シングルビームによる測深の場合は不要。

4）位置測位センサー

測量船の現在地を計測するための装置。ＧＮＳＳを利用する場合は、送受波

器近く、天空を確保できる場所に艤装する。ＴＳを利用することも可能である。

5）音速度計

水中での音速度を計測するための装置である。この装置により計測出来ない

場合は、事前に協議の上、圧力、水温、塩分から計算により音速度を算出し使

用することもできる。

6）ＰＣ

上記1）～5）の機器による取得データ（測量船の位置情報や計測済みの領

域など）をモニター上に反映させ、計測をすすめながら計測漏れがないか確認

することができるように、ＰＣを測量船に搭載する。測量船が無人機の場合に

は船上に搭載せず、陸上で使用することもある。

7）水深測量ソフトウェア

水深測量ソフトウェアは、深浅測量機器本体による測深データや、ＧＮＳＳ

等による位置測位データ、動揺計測装置による動揺データの収録及びデータ解

析を行い、地形の座標値を算出できるものとする。

8）測量船

上記1）～6）の機器を艤装し、航行するための船舶が必要となる。
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水深測量ソフトウェア

10

1）水中音速度測定結果の反映

深浅測量を実施するためには、水中音速度の補正をかける必要があることか

ら、一日作業で１回以上、水中音速度の測定を実施し、水深測量ソフトウェア

に取り込み適用すること。また、その結果について提出する。

なお、この方法で計測できない場合は、事前に協議の上、圧力、水温、塩分

から計算により音速度を算出し、使用することもできる。

2）ノイズ除去処理

ノイズには音響的、電気的なもののほか、浮遊物、魚群、泡など水中を浮遊

する物体などがある。ノイズの除去は、使用するソフトウェアにより統計的に

ある程度削除することができるが、統計的な処理では、限界があるため、最終

的には、手作業による除去作業を行う必要がある。

3）水深編集時の留意点

各種補正データが正しく作成できていることが重要であるとともに、音響測

深における特徴的な誤差要因である現象が発生していないことを特に注意して

確認する必要がある。また、ノイズ除去によりデータ数が減少しても、必要

データ数が確保されていることが重要である。

4）標高算出の基準

地形の座標の標高値を求めるための基準は、水位（潮位）あるいは、位置測

位データとする。現地に簡易な水位計を設置する場合は、監督職員から指示を

受けた基準点あるいは、工事基準点を使用して標高値を設置するものとし、水

位計の標高値を計測する場合は基準点からＴＳ、水位計からＴＳまでの計測距

離（斜距離）についての制限を、３級ＴＳは100m以内（２級ＴＳは

150m）とする。

音響測深機器の主な機器構成

1）音響測深機器本体

2）動揺計測装置

3）方位センサー

4）位置測位センサー

5）音速度計

6）ＰＣ

7）水深測量ソフトウェア

8）測量船



計測計画1.2

・測線計画は、測量区域の水深、地形、有効測深幅を考慮し、未計測が生じないように測線を設定するとともに、
河川浚渫工事の出来形管理等において、適切な地形再現ができる取得点密度で計測できるように、必要な範囲で
重複する測線を設定する。

・測深データの相対的な精度の確保と計測データが欠測しないよう、計測コース間のラップは20％以上を目標とし、
必ず隣接するコースに重なりがあるように、測線計測を立案する。

・音響測深機器本体、動揺計測装置、位置測位センサー、方位センサーの性能及びスワス角、スワス幅については、
計測最大水深において、要求精度＞ 予測精度となるように決定してください。

・航走速度は、計測点密度に影響するため、音響測深機器本体の性能により決定します。
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基本的には、計測区域を完全にカバーするよう測深コースを設定します。しかし、やむをえず未計測となる箇所が発
生する場合は、下記「出来形計測」に規定する計測点密度が得られるよう、従来の測深方法（ＴＳ、レベル、レッド測
深を用いた方法）による計測で補間することができます。

（３）計測できない部分の補間方法

11

音響測深機器は、音響測深機器本体、動揺計測装置の性能に応じて精度が左右されるため、事前確認により要求精度
を確保できる範囲で、測線計画を立案を立案します。
音響測深機器による出来形計測は、計測対象範囲内で１㎡（１ｍ×１ｍメッシュ）あたり１点以上の計測点が得られ

る設定で計画を行う。

（１）測線計画

測線計画は、測量区域の水深、地形、有効測深幅を考慮し、未計測が生じないように測線を設定するとともに、河
川浚渫工事の出来形管理等において適切な地形再現ができる取得点密度で計測できるように、必要な範囲で重複する
測線を設定します。

計測対象範囲内で１㎡（１ｍ×１ｍメッシュ）あたり１点以上の計測点が得られる設定とする。

（２）計測無都度の設定

測線計画立案時の留意点（精度低下要因）
・位置測位センサーのＧＮＳＳの性能は、衛星の捕捉状況、機体のノイズ成分の影響により精度が低下する恐れ
がある。

・動揺計測装置及び方位センサーは音波発信時の姿勢角に影響し、計測データの精度低下の原因となる。
・ロール、ピッチ成分は主に標高精度に影響し、ヘディング成分は、水平精度に影響する。
・音響測深機器本体は、ビームの拡散角の大きさが測距精度に影響する。



音響測深機器による深浅測量では、現地にて測量船への艤装を行うことになる。測量船に音響測深機や周辺機器を艤
装する際には、各機器の位置関係を明確にし、計測中に取り付け位置が動くことのないよう強固に固定するものとする。
艤装完了後は各機器の作動確認と測量船の航走によるテスト計測を行い、各機器の正常動作を確認する。艤装及び作動
確認の実施項目は下記に示すとおりである。

（1）機器の取り付け（オフセット）
（2）喫水確認
（3）パッチテスト

一体型やリモコンボートによる音響測深機器の場合は、上記の限りではない。
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現場計測２

（１）機器の取り付け（オフセット）
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１）音響測深機器点検簿の作成

・音響測深機器本体及び周辺機器の位置関係を明確にし、計測中も位置関係は変化しないように機器を取り付ける

ものとする。計測したオフセット値は、音響測深機器点検簿に記載する。１日１回実施することを基本とし、艤

装状況に変更があった場合必ずオフセット値の計測をやり直すこととする。一体型の場合は、位置関係が変化し

ない機器の箇所については、カタログ値を音響測深機器点検簿に記載する。

・水平方向位置は、音響測深機器本体や周辺機器、水深測量ソフトウェアで規定されている位置を基準とし、相対

位置は、１mmまで計測する。計測結果は、水深測量ソフトウェアに入力するとともに、音響測深機器点検簿に

記載しデータ処理時に適切に用いられていることを確認する。

・鉛直方向位置は、基準は水面とし、相対位置は10mmまで計測する。計測結果は水深測量ソフトウェアに入力

するとともに、深浅測量点検簿に記載しデータ処理時に適切に適用されていることを確認する。

２）取り付け時の留意点

・各機器は、ロープ等で固定して回転しないようにし、ケーブルの干渉等にも注意すること。

・艤装状況に変更があった場合（緩み等があり艤装し直した場合、喫水を換えた場合、ソナーヘッドの向きを変え

た場合など）は、必ず計測をやり直すものとする。

・機器の取り付け位置は、水深測量ソフトウェアへの入力により測深結果の補正に適用されていることを確認する。

使用機器類の性能確認（艤装および作動確認）2.1
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（２）喫水確認

水面位置からソナーヘッドまでの喫水の確認は、バーチェックにより行う。水面を基準（０ｍ）とし反射板を吊

り下げ数ｍで固定し、ソナーヘッドから反射板の距離を音響測深機で計測、記録する。水面を基準とした吊り下げ

長から計測したソナーヘッドと反射板の距離を減じたものが喫水値となる。この作業を３回行いその平均値により

喫水値の確認を行う。また、標尺での計測や取付けパイプに付した喫水目盛りを読み取るなども同時に行う。これ

らの作業は１日１回実施することを基本とする。

一体型やリモコンボート型の音響測深機器の場合で、位置関係や重量が変化しないものについては、判明してい

る喫水値を利用してもよい。

（３）パッチテスト

音響測深機器は、水面に対し出来るだけ、水平、垂直に艤装することを基本とするが、船の形状や、固定時の固

定ワイヤー等の張り具合により必ず取り付け誤差が発生する。この音響測深機器の送受波器の取り付け角度のずれ

（以下、バイアス値）と各機器の収録遅延（以下レイテンシー）を求めるために、パッチテストを行うこととする。

パッチテストは、１日１回実施することを基本とし、測深中艤装状態に変化がないことが前提であり、変化があっ

た場合は必ず再計測を行う。なお、シングルビームソナーの場合は、実施しなくてよい。

①パッチテストの種類と方法

以下に示すバイアス値とレイテンシーを、パッチテストにより求めることとする。

②パッチテストの計測条件

パッチテストは、以下の条件で計測することが望ましい。
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１）音響測深機器点検簿

〈実施時期〉

１日１回実施することを基本

（測量船に音響測深機や周辺機器を艤装する際）

※１：一体型やリモコンボートによる音響測深機器の場

合は、機器の取り付け（オフセット）はカタログ

値を音響測深機器点検簿に記載

※２：喫水値は、一体型やリモコンボート型の音響測深

機器の場合で、位置関係や重量が変化しないもの

については、判明している喫水値を利用してもよ

い。

※３：パッチテストは、シングルビームソナーの場合は、

実施しなくてよい。

（４）計測性能に関する確認結果の整理
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計測前に水中音速度の測定を計測範囲の最深部において実施する。

音響測深機器は、音響測深機器本体から発信した音波が水底で反射されて戻ってくるまでの時間を測定すること

により地形（川床）までの水深を計測することができる装置である。水温などの変化により、水中音速が変化する

ことから測定前に水中音速度の測定を行うこと。

１）音響測深機器点検簿

（５）水中音速度の測定

〈実施時期〉

深浅測量を実施するためには、水中音速度の補正を

かける必要があることから、一日作業で１回以上、水

中音速度の測定を実施し、水深測量ソフトウェアに取

り込み適用すること。

〈実施範囲〉

水中音速度最深部までの水中音速度を計測する。ま

た、その結果について提出する。なお、この方法で計

測できない場合は、事前に協議の上、圧力、水温、塩

分から計算により音速度を算出し、使用することもで

きる。
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音響測深機器の測定精度は、鉛直方向については、井桁測線による水深差による確認あるいは、検証点における標高
差による精度確認、平面方向については、既知点とＧＮＳＳの平面位置を比較する精度確認を行い、ｘ,ｙ,ｚそれぞれ
±100ｍｍ以内であることを確認する。

精度確認・出来形算出ガイド 第４編の 「参考資料-1 音響測深機器の精度確認試験実施手順書及

び試験結果報告書」に示す精度確認方法により、測定精度を確認する。

船体と音響測深機本体が一体のもの

船体に現場で音
響測深機本体を
艤装する場合

船体

現時点においては、艤装して装着するシステムを利用する場合は、艤装ごとに精度確認試験を実施する。精度確

認は1日1回実施する。

一体型の場合は、暫定案として利用前６か月以内に精度確認試験を実施する。

また、計測前に水中音速度の測定を計測範囲の最深部において、実施する。

（１）実施時期

精度確認の実施2.2
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１）鉛直精度については、a．あるいは b．の試験方法で確認する。

２）平面精度については、c．の方法（必要に応じてd.の方法も加える）で確認する。

（２）実施方法

ａ．井桁測線による水深差による精度確認（鉛直精度）

井桁測線は左右のビームが100％重複するように２本
の平行な測深線及びそれに直交する２本の測深線を設定
し、このデータにおける重複部の水深差を比較すること
で確認することとする。
また、バーチェック（反射物を一定の深さに吊り下げ

た状態で、ソナーヘッドから距離を確認する）による測
定精度の確認も行うものとする。重複している測線の点
データは、完全に同じ位置を計測しているものではない
ため、出来形管理に必要な分解能のメッシュサイズで、
比較検証する。確認結果は、様式にとりまとめることと
する。
検測は、出来形計測箇所近傍の適切な場所（斜面部や

凹凸の激しい場所は避ける）で行う。

井桁測線による水深差による精度確認（鉛直精度）

ｂ．検証点における標高差による精度確認（鉛直精度）

精度確認の方法は、精度検証用の検証点を現場に５ｍ
間隔で５箇所設置し、検証点と音響測線機器の位置関係
が横断方向の最大有効幅となるような測線上で計測する。
検測で得られた計測点群データと真値の座標を比較する
ことで確認することとする。検証点の計測は、基準点あ
るいは、工事基準上などの既知点の座標値や、基準点及
び工事基準点を用いて測量した座標値を利用する。
確認結果は、様式にとりまとめることとする。なお、

シングルビームでの確認時は、検証点の付近に２つの測
線を設置し、得られた計測点群データを内挿し、検証点
との標高較差を算出する。

検証点における標高差による精度確認（鉛直精度）
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１）鉛直精度については、a．あるいは b．の試験方法で確認する。

２）平面精度については、c．の方法（必要に応じてd.の方法も加える）で確認する。

（２）実施方法

ｃ．位置精度確認（平面精度）

ＧＮＳＳを用いる場合は、既知点を設置し、既知点の
座標とＧＮＳＳの計測結果との差が所要の精度以内であ
るかを確認する。精度確認は既知点における事前チェッ
クとし、観測時間は10分以上、収録間隔は１回／秒以上
で行う。観測結果は、様式のＧＮＳＳ精度管理表に取り
まとめることとする。
なお、ＴＳ等光波方式を利用する場合は、上記の確認

は不要とし、国土地理院認定３級と同等以上の測定精度
を有し、適正な精度管理が行われている機器であること
を確認する。確認方法は、「土工編 ＴＳ等光波方式」の
「計測性能及び精度管理」を参照する。

ｄ．位置精度確認（鉛直精度）

音響測深機器による深浅測量の基準面を水面とせず、
測位の標高を利用する場合は、位置測位センサーの平面
精度のc.の確認に加えて、既知点の座標との鉛直方向の差
を確認すること。ＧＮＳＳの標高値の測定精度は
±30mm以内とする。また、その結果について提出する。

音響測深機器による精度確認結果は、以下の範囲内であることを確認

（３）評価基準
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※１：測定精度に関する確認結果の整理

１）ＧＮＳＳ精度確認結果（平面位置利用時） … c法によるＧＮＳＳの平面精度確認の記録

２）ＧＮＳＳ精度確認結果（平面位置及び標高利用時） … c法、d法によるＧＮＳＳの平面精度・鉛直精度確認

の記録

３）音響測深機器精度管理表 … a法による鉛直精度確認の記録

４）検証点による精度確認試験結果報告書 … b法による鉛直精度確認の記録

（３）精度確認結果の整理
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音響測深機器による出来形計測は、計測対象範囲内で１㎡（１ｍ×１ｍメッシュ）あたり１点以上の計測点が得られ
る設定で計測する。

音響測深機器による計測2.3

音響測深機器による計測の場合は、次の条件によって機器の故障や適正な計測が行えない可能性があるので十分

気をつけること。

・降雨などにより計測機器が濡れてしまう場合

・降雨後などで川の流れが急速になっている場合

・強風により安定して航走できない場合

・河口付近などで、波浪の影響が大きいため安定して航走できない場合

・浅瀬や水底からの突出物などの障害物が多く、測量船や音響測深機に接触する恐れがある場所

（１）計測時の留意点

地形の座標の標高値を求めるための基準として、水位（潮位）を用

いる場合は、計測時間中の水位を計測・記録すること。

※水位の計測に際して、現地に簡易な水位計を設置する場合は、監督

職員から指示を受けた基準点あるいは、工事基準点を使用して標高

値を設置するものとする。

（２）計測条件の確認と記録
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音響測深機器にて取得したデータからノイズなどを除去し、地形の３次元座標点群データを抽出する。

点群データ処理ソフトウェアを使用し、点群データから出来形部分と関係のない不要点を削除後、出来形評価用デー

タを作成する。

・音響測深機器の特徴は、短時間に大量の３次元座標点群を測定することが可能な点である。しかし、取得される大量

の点群には出来形管理には関係のない部分の地形や浮遊物、魚影などの不要な点やノイズなどが含まれており、必要

な計測データだけを抽出する。

・出来形部分に対応した点群データのみを抽出するため、出来形部分に１㎡（１ｍ×１ｍの平面正方形）以内のグリッ

ドを設定し、任意のグリッドごとに代表点の抽出を行い、出来形評価用データを作成する。

・測線計画に基づいて計測したにも関わらず欠測箇所が存在したり、やむをえず未計測となった箇所については、１㎡

（１ｍ×１ｍメッシュ）あたり１点以上の計測点が得られるよう、従来の測深方法（ＴＳ、レベル、レッド測深を用

いた方法）による計測で、補間することができる。

・起工測量計測データ（シングルビームによる起工測量を除く）については、0.25 ㎡（0.5m×0.5m メッシュ）あた

り１点以上、出来形評価用データとしては１㎡（１ｍ×１ｍメッシュ）あたり１点以上の点密度が確保できる程度ま

で点群密度を減らしてよい。

出来形評価用データの作成3.1

出来形管理図表 作成例（合格の場合）



◆ 参考資料

適用工種、工種別の計測性能及び精度管理

22



◼ 精度確認試験結果報告書（計測
時の検証点で確認する記録）

◼ 精度管理の記録（定期点検の記
録または精度確認試験結果報告
書の記録（計測実施前12か月
以内のもの））

◼ ３次元設計データ作成ソフト
ウェア、点群処理ソフトウェア
など

23

施工計画への記載事項・提出書類

1）適用工種
適用工種に該当している工種を記載する。

2）適用区域
３次元計測を行う範囲を明記する。また、平面図上に当該工事の実施範

囲を示し、３次元計測技術による出来形管理範囲と「土木工事施工管理基
準及び規格値（案）」による出来形管理範囲を塗り分ける。

3）出来形計測箇所、出来形管理基準及び規格値・出来形管理写真基準
「設計図書」及び「出来形管理基準及び規格値」の測定基準に基づいた

出来形計測箇所を記載する。自主管理するための任意の計測箇所について
は、記載不要である。

4）使用機器・ソフトウェア

記載事項

記載事項

記載事項

記載事項

提出書類

記載事項

①機器構成
利用する機器及びソフトウェアについて、施工計画書に記載する。

②３次元計測技術本体
利用する３次元計測技術本体が下記と同等以上の計測性能を有し、適正な
精度管理が行われていることを、施工計画書の添付資料として提出する。

③ソフトウェア
使用するソフトウェア（ソフトメーカー、ソフトウェア名、バージョン）を記載する。
カタログや仕様書は不要である。
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作成例①：精度確認の実施と結果の提出
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作成例②：精度確認の実施と結果の提出

ＧＮＳＳ精度確認結果（平面位置利用時）の場合 ＧＮＳＳ精度確認結果（平面位置及び標高利用時）
の場合
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作成例③：精度確認の実施と結果の提出
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作成例④：精度確認の実施と結果の提出



技術概要集

施工履歴データ
（土 工）



◆基礎知識（計測の仕組みについて）

◆利用手順

◆参考資料

2



□施工履歴データ計測とは？

ＩＣＴ建設機械により施工しながら計測されるＩＣＴ建設機械の作業位置の３次元
座標、取得時刻、その時の建設機械の状態の記録を言う。施工履歴データを活用す
ることで、出来高部分払いや出来形管理を行うことができる。従来行われている３
次元計測機による面的管理や、測量機を用いた断面管理を省略することができる。

ＩＣＴ建設機械の作業位置のデータ記録

ＧＮＳＳや光波で建設機械の３次元座標を計測し、刃先やブレード、ローラーなどの作業装
置のポイントを記録する。従来行われている３次元計測機による面的管理や、測量機を用
いた断面管理を省略することができる。

イメージ

◆ 基礎知識（計測の仕組みについて）
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◆ 利用手順

１．計測準備

２．現場計測

３．計測データ処理

1.1 使用機器・ソフトウェアの手配

1.2 使用機器類の性能確認

2.1 ＧＮＳＳ基準局の配置

2.2 事前の測定精度確認

2.3 日々の精度確認

2.4 計測密度

2.5 日々の出来形確認

3.1 出来形評価用データの作成

3.2 精度確認実施結果の記録・提出

4



施工履歴データを用いた出来形管理に必要な機械・ソフトウェアを手配します。
一般的な機器構成を以下に示しています。
施工計画書には、これらの機器構成（計測機器名称、計測機器メーカー、ソフトメーカー、ソフトウェア名、バー

ジョン）を記載しましょう。 ※カタログや仕様書の提出は不要

（１）ＩＣＴ建設機械本体（車載ＰＣ等も含む）
（２）各種ソフトウェア

計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

使用機器・ソフトウェアの手配1.1

計測準備１

5

・ＩＣＴ建設機械本体

…施工中の作業装置位置をリアルタイムに計

測・記録する機能を有するＩＣＴ建設機械を

使用する必要がある。

・車載ＰＣ

・点群処理ソフトウェア

・３次元設計データ作成ソフトウェア

・出来形帳票作成ソフトウェア

・出来高算出ソフトウェア

①ＩＣＴ建設機械
②車載ＰＣ

Ｘ， Ｙ， Ｚ
139.6，35.8，45.0

○○，○○，○○
○○，○○，○○
○○，○○，○○
・・・・・・

③点群処理ソフトウェア
・点群データの合成
・点群データのフィルタリング

⑤出来形帳票作成ソフトウェア

出来形管理資料

出来形評価用データ
（ポイントファイル）

３次元設計データ

④３次元設計データ作成ソフトウェア
・ＴＳ出来形管理用の基本設計データ
を利用・変換してもよい
・曲線部などの補間に留意すること

⑥出来高算出ソフトウェア

出来形計測データ等
（TINファイル）

出来形管理データ
（設計と出来形の差）

施工履歴データ



計測に必要な機器類の性能などを確認します。

（１）計測性能の確認
（２）精度管理の確認
（３）計測密度の確認

（１）計測性能の確認

使用機器類の性能確認1.2
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ＩＣＴ建設機械の作業装置位置の測定精度

は、下記の要因により変化する。

①ＲＴＫ－ＧＮＳＳの位置精度

②ＲＴＫ－ＧＮＳＳ及び角度センサー位置

間の寸法計測誤差

③角度センサーによる出力精度

④ソフト処理上の丸め誤差

⑤機械の劣化（刃先の磨耗を含む）

様々な誤差要因が考えられるため、現場に

おける精度確認試験により精度管理を行う必

要がある。

6
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（２）精度管理の確認

7

１）事前の精度確認（着工前の精度確認）

「施工履歴データの事前精度確認試験実施手順書及び試験結果報告書」の「1）テスト作業による精度確認（着

工前の精度確認）」に従い、出来形管理範囲着工前に精度確認試験を実施し、その結果について提出する。

※測定精度は、本資料の巻末を参照してください。

１）事前の精度確認の実施

２）日々の精度確認の実施

■施工履歴データ（土工）の精度確認

■実施時期：出来形管理範囲着工前に、現場ごとに１回実施する。

■実施方法：以下の①および②の方法で確認する。

①実際に掘削整形作業、締固め作業を行う方法

②ＩＣＴ建設機械の作業装置位置を計測する方法

ＩＣＴ建設機械の作業装置位置記録システムの管理が適正に行われていることを確認するため、現地での精度管

理を実施します。

なお、規程により認定され、規程の「別表２ 申請者が公表を求める事項」について、認定事業者が精度確認方法

を公表している場合は、ここに規定されている確認方法のほか、認定事業者が公表している精度確認方法によるこ

とができる。
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① 実際に掘削整形作業、締固め作業を行う方法

本確認は、施工履歴データによる出来形管理を行う範囲の形状応じて、平場または法面にて１回実施する。施工に使用

するＩＣＴ建設機械を用い、現場内の適切な場所で整形作業、締固め作業を行う。作業中に施工履歴データを記録する。

作業後、トータルステーション（ＴＳ）等で出来形を検測する。施工履歴データから求める出来形と、ＴＳ等光波方式

で検測した点の３次元座標とを比較し、精度確認基準を満たすことを確認する。

出来形をＴＳ等光波方式で計測し
施工履歴データと比較する

平場または法面を整形し、整形作業中の
施工履歴データを記録

施工履歴
データ

・本施工を実施する前に、実際に掘削整形作業を行い、施工履歴データを取得する。

・ＩＣＴバックホウより取得した施工履歴データと真値（真値はＴＳ等光波方式で計測）を比較し、真値との

差異を確認する。

・試験は、施工対象現場の条件を踏まえて、平場または法面において実施する。

・試験は、本施工区間の一部で実施してもよい。

・試験施工を実施する範囲（広さ）については任意とするが、実施範囲内で１ｍ以上の離隔をもってＴＳ等光

波方式で計測した点を配置できるような範囲（広さ）で実施すること。検測箇所は16箇所以上とする。

ＩＣＴバックホウの実施手順
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排土板幅
２m以上

２m以上

２m以上
２m以上

ＩＣＴブルドーザの実施手順

・本施工を実施する前に、実際に掘削整形作業を行い、施工履歴データを取得する。

・ＩＣＴブルドーザより取得した施工履歴データと真値（真値はＴＳ等光波方式で計測）を比較し、真値との

差異を確認する。

・ＴＳの計測点は、ブルドーザによる作業実施後、排土板下端の左右端点付近、または履帯下面の左右端点が

通過したライン付近に設定する。

・試験は施工対象現場の条件を踏まえて、平場または法面において実施する。また、本施工区間の一部で実施

してもよい。

・試験施工を実施する範囲（広さ）については任意とする。検測箇所は、２方向の走行を含めて、延べ12箇所

以上とする。
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２ｍ以上

鉄輪幅２ｍ以上

：ＴＳでの検測箇所

３ＤＭＧローラの実施手順

・本施工を実施する前に締固め作業を行い、施工履歴データを取得する。ＴＳの計測点は、ローラによる締固

め作業実施後、鉄輪の左右端点が通過したライン付近に設定する。

・３ＤＭＧローラより取得した施工履歴データと真値（真値はＴＳ等光波方式で計測）を比較し、真値との差

異を確認する。

・試験は、施工対象現場の条件を踏まえて、使用現場において最も傾斜が大きい場所で実施する。また、本施

工区間の一部で実施してもよい。

・試験施工を実施する範囲（広さ）については任意とするが、検測箇所は左右鉄輪接地点付近とする。検測箇

所は、前進および後進の走行を対象に、延べ12箇所以上とする。
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ＴＳ等光波方式で計測した点と施工履歴データ（点群データまたはこれらをつないだＴＩＮデータ）との、

ｘ,ｙ,ｚ座標の差（Δｘ,Δｙ,Δｚ）を求め、これらが各±50mm以内であることを確認する。

ＴＳ等光波方式で計測した点とＴＩＮデータを比較する場合は、ＴＩＮ内の点（ＴＳ等光波方式で計測した

点の近傍にあるＴＩＮの面上に、施工者の判断で点を選定できる）と、ＴＳ等光波方式で計測した点とのｘ,ｙ,

ｚ座標の差をΔｘ,Δｙ,Δｚとする。

「実際に掘削・整形作業を行う方法」についての解説

11
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② ＩＣＴ建設機械の作業装置を計測する方法

ＩＣＴ建設機械の施工履歴データと真値（真値はＴＳ等光波方式で計測）を比較、差異を確認する。

ＩＣＴバックホウの実施手順

・計測は、ケース１～７の７ケースの姿勢において、施工履歴データを記録する箇所にプリズムを設置し、Ｔ

Ｓ等により精度を確認する。

・バケット背面の土と接する箇所の座標を施工履歴データとして記録することができるシステムを用いる場合

は、刃先の精度確認試験を実施する７ケースのうち１ケースで、バケット背面の土と接する箇所における施

工履歴の精度確認を追加で実施する。

・全てのケースで水平・標高の較差が±50mm以内であること。
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目標
バケット標高位置

目標
バケット角度

バケット距離 バックホウ姿勢 上部旋回体向き 備考

ケース1 0ｍ 0度 近距離 水平 正面 比較基本姿勢

ケース2 0ｍ 60度 近距離 水平 正面 バケット角度

ケース3 1.5ｍ 0度 近距離 水平 正面 バケット高さ

ケース4 0ｍ 0度 遠距離 水平 正面 バケット距離

ケース5 0ｍ 0度 近距離 7.5度 正面 バックホウ姿勢

ケース6 0ｍ 0度 近距離 水平 90度

ケース7 0ｍ 0度 遠距離 水平 90度
旋回体向き

表 ＩＣＴバックホウの作業装置位置の確認姿勢の設定例

※目標バケット標高位置、目標バケット角度は目安である。
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排土板下端の施工履歴データを計測する箇所
をTS等光波方式で計測し精度を確認

： TS等光波方式で
計測した点

作業装置位置を確認する方法（排土板下端）

履帯下面の施工履歴データを
計測する箇所をTS等光波方
式で計測し精度を確認

： TS等光波方式で
計測した点

作業装置位置を確認する方法（履帯下面）

ＩＣＴブルドーザの実施手順

・ＩＣＴブルドーザから提供される排土板下端（左右端部）または履帯下面（左右端部）の位置とＴＳ等光波

方式の計測による計測結果との較差を算出し、水平位置及び標高（Δｘ,Δｙ,Δｚ）で±50mm 以内である

ことを確認する。

・計測は、排土板については３ケースの異なる姿勢（排土板の角度）で実施する。履帯下面については３ケー

スで実施する。

・各ケースについて、施工履歴を記録する点（排土板または履帯下面の施工履歴データを記録する箇所）を左

右各１点ずつ計測する。
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施工履歴データを計測する左右の鉄輪の接地点
をＴＳ等光波方式で計測し精度を確認

：ＴＳ等光波方式で計測する点

３ＤＭＧローラの実施手順

・３ＤＭＧローラから提供される左右鉄輪接地点とＴＳ等光波方式の計測による計測結果との較差を算出し、

水平位置及び標高（Δｘ,Δｙ,Δｚ）全てで±50㎜以内であることを確認する。

・計測は、３ＤＭＧローラの縦断勾配が施工対象現場の設計形状から最大の傾斜を読み取り、３ＤＭＧローラ

のピッチング角が最大傾斜と同等程度となる場所に設置したケース、ローリング角が最大傾斜と同等程度と

なるように設置したケース、および平坦に近い状態で設置したケースの３ケースについて実施する。

・各ケースについて、施工履歴を記録する点（鉄輪接地点）を左右各１点ずつ計測する。

15



計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

16

バケットの端部の1点について
真値をTS等光波方式で計測する
または既知点で比較する

排土板下端の
施工履歴データを用いる場合

排土板下面または排土板下面の1点について
真値をTS等光波方式で計測するまたは既知点で比較する

履帯下面の
施工履歴データを用いる場合

右端または左端の鉄輪接地点について真値をＴＳ等光波方式で計測し精度を確認する

２）日々の精度確認

施工履歴データを出来形計測に利用する場合は、「施工履歴データの事前精度確認試験実施手順書及び試験結

果報告書」の「2）日々の精度確認」に従い、作業日１日ごと始業前に精度確認試験を実施する。結果については、

監督職員の求めに応じ提出できるように保管する。

・評価方法は、ＩＣＴ建設機械から提供される作業機位置座標と、既知点、またはＴＳ等光波方式により計測し

た座標との較差を算出し、水平・標高較差が精度確認基準に示す基準値以内であることを確認する。なお、本

精度確認試験の確認点数は１点とする。

・ＩＣＴバックホウ、ＩＣＴブルドーザ、３ＤＭＧローラのいずれの場合も、バケット形状や鉄輪・履帯の厚

み・形状を考慮して、施工履歴の標高計測値を一定寸法だけオフセットして記録しているシステムについては、

ＴＳ等光波方式による高さ計測値と、オフセットした施工履歴データとの比較により精度を検証してもよい。

また、直接ピンポールで施工履歴計測点を計測できない場合は、オフセットした点で精度確認を実施してもよ

い。試験結果は提出する必要はないが、監督職員の求めに応じて提出できるように保管すること。
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（３）計測密度の確認

出来形管理に用いる施工履歴データに必要となる計測密度は、１点/㎡以上とする。



４. 生成・精度

固定基準局使用によるＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いる場合は、基準局（工事基準点に設置した基準局、国土地理院や民間

が管理する基準局等）から必要な補正データを受信し、適正な精度確保を行うこと。

作業装置位置の取得精度を確保するため、「施工履歴データの事前精度確認試験実施手順書及び試験結果報告書」に

従い、施工着手前に精度確認試験を行う。なお、規程により認定され、規程の「別表２ 申請者が公表を求める事項」

について、認定事業者が精度確認方法を公表している場合は、規定されている確認方法のほか、認定事業者が公表して

いる精度確認方法によることができる。（→①計測準備を参照）

ＧＮＳＳ基準局の配置2.1
計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
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３

現場計測２

• 固定基準局使用によるＲＴＫ－ＧＮＳＳを含む場合には、掘削又は敷均し工の着手前までにＲＴＫ
－ＧＮＳＳ基準局を設置する必要がある。

• 同システムにより提供される作業装置位置の３次元座標には、ＲＴＫ－ＧＮＳＳが潜在的に有する
計測誤差以外に、ＲＴＫ－ＧＮＳＳ基準局の設置した位置の３次元座標の誤差が含まれるため、工
事基準点に必ず設置すること。

留意点

事前の測定精度確認2.2

18

作業日ごとに、始業前に１回、ＩＣＴ建設機械が静止した状態での施工履歴データの測定精度を確認する。結果につ

いては、監督職員の求めに応じて提出できるように整理する。（→①計測準備を参照）

日々の精度確認2.3

施工履歴データによる出来形計測は、計測対象範囲内で１㎡（１ｍ×１ｍメッシュ）あたり１点以上の計測点が得ら

れる設定で計測を行う。

計測密度2.4



施工履歴データにより出来形管理を実施する範囲の整形作業実施後、出来形が「出来形管理基準及び規格値」に記載

の面管理の場合、日当りの施工範囲について３点以上の出来形確認を行い、規格値を満足していることをＴＳ等光波方

式による計測により確認する。確認結果は出来形管理表として記録し、監督職員の求めに応じて提出できるように整

理・保管する。

日々の出来形確認2.5
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日々の出来形確認結果

工　種 盛土工 測定者

種　別 合否判定結果 合格

測点名 施工日 測定箇所 規格値 設計値 実測値 較差 合否
1 法面 ±170 102.313 102.339 0.026 合格
2 法面 ±170 102.123 102.147 0.024 合格
3 法面 ±170 101.231 101.252 0.021 合格
4 法面 ±170 100.200 100.211 0.011 合格
5 法面 ±170 99.405 99.434 0.029 合格
6 平場 ±150 102.522 102.527 0.005 合格
7 平場 ±150 102.523 102.558 0.035 合格
8 平場 ±150 102.524 102.573 0.049 合格
9 法面 ±170 99.243 99.281 0.038 合格
10 法面 ±170 99.346 99.372 0.026 合格
11 法面 ±170 100.246 100.264 0.018 合格
12 法面 ±170 100.643 100.684 0.041 合格
13 法面 ±170 100.456 100.485 0.029 合格
14 法面 ±170 100.233 100.238 0.005 合格
15 法面 ±170 100.032 100.067 0.035 合格

10/16

10/12

10/13

10/14

10/15

①

②

③

④

⑤ ⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬
⑭

⑮

・施工履歴データにより出来形管理を実施する範囲の整形作業実施後、出来形が「出来形管理基準及び規格値」に記載

の面管理の場合の規格値を満足していることを計測により確認する。

・出来形確認の計測方法にはＴＳ等光波方式を用い、計測点数は１日の施工範囲に対して３点以上とする。計測点は計

測員が安全に立ち入れる範囲内で、１日の施工範囲に対して偏りなく配置すること。

・計測は日々の施工完了後に計測を行うことを基本とするが、ＧＮＳＳ衛星の測位状況が悪化しないことが予測されて

いる場合や、数日の施工・計測により、良好な精度が得られている場合は、数日分の計測をまとめて１回で実施し

てもよい。ここで１日の施工範囲とは、整形作業等を実施した日に整形作業が完了した範囲のことを指す。

・出来形管理結果は次図に示す様式で記録し、監督職員の求めに応じて提出できるように保管する。



出来形評価用データの作成3.1
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計測データ処理３
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取得した施工履歴データから３次元座標、記録時刻等の点群データを抽出する。

点群データ処理ソフトウェアを使用し、点群データから出来形部分と関係のない不要点を削除後、出来形評価用デー

タを作成する。

・施工履歴データの点群データには、ＩＣＴ建設機械の小移動や旋回、作業装置等の上げ下げなどで記録された不要な

点も含まれる。このため、点群処理ソフトウェアを用いて不要な点を排除し、出来形部分に対応した点群データの

みを抽出する。

・出来形部分に対応した点群データのみを抽出するため、出来形部分に１㎡（１ｍ×１ｍの平面正方形）以内のグリッ

ドを設定し、任意のグリッドごとに代表点の抽出を行い、出来形評価用データを作成する。

・施工履歴データの取り出しは、施工履歴データがＩＣＴ建設機械の車載ＰＣに保存されている場合には、施工後に車

載ＰＣから記録媒体（ＵＳＢメモリー等）へ施工履歴データをコピーする。施工履歴データがクラウドサーバーに

保存されている場合は、クラウドサーバーからダウンロードする。

・なお、施工履歴データは初期データの時点で不要点削除・グリッド処理が完了している場合には、その処理済みの

データを使用してよい。



精度確認実施結果の記録・提出3.2
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「テスト作業による精度確認」及び「日々の精度確認」の実施結果を記録・提出する。

本結果を提出する場合、「施工履歴データによる土工の出来高算出要領（案）」及び「ＩＣＴ建設機械精度確認要領

（案）」において、求められている精度確認の実施は省略する。

・精度確認試験で精度管理値を満足できない場合は、ＩＣＴ建設機械のキャリブレーションを再度実施し、精度を是正

した後、再試験を行う。



◆ 参考資料

適用工種、工種別の計測性能及び精度管理

22



記載事項

記載事項

記載事項

記載事項

提出書類
◼ 適正な精度管理の記録
・着工前の精度確認試験結果

記載事項

5）作業装置位置の取得精度確認計画 記載事項

23

①機器構成
利用する機器及びソフトウェアについて、施工計画書に記載する。

②３次元計測技術本体（ＩＣＴ建設機械本体）
利用する３次元計測技術本体が下記と同等以上の計測性能を有し、適正な
精度管理が行われていることを、施工計画書の添付資料として提出する。

③ソフトウェア
使用するソフトウェア（ソフトメーカー、ソフトウェア名、バージョン）を記載す
る。カタログや仕様書は不要である。

記録・保管
・日々の精度確認結果
・日々の出来形確認結果

監督職員の求めに応じ
て提出できるよう保管

「施工履歴データの事前精度確認試験実施手順書及び試験結果報告書」を参
照し、精度確認の計画について記載する。

施工計画への記載事項・提出書類

1）適用工種
適用工種に該当している工種を記載する。

2）適用区域
３次元計測を行う範囲を明記する。また、平面図上に当該工事の実施範

囲を示し、３次元計測技術による出来形管理範囲と「土木工事施工管理基
準及び規格値（案）」による出来形管理範囲を塗り分ける。

3）出来形計測箇所、出来形管理基準及び規格値・出来形管理写真基準
「設計図書」及び「出来形管理基準及び規格値」の測定基準に基づいた

出来形計測箇所を記載する。自主管理するための任意の計測箇所について
は、記載不要である。

4）使用機器・ソフトウェア



（参考）適用工種・適用機種
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適用工種 適用機種

■ＩＣＴバックホウ（３ＤＭＣ/３ＤＭＧバックホウ）は、整形作業中のバケットが土

と接する箇所の３次元座標を施工履歴データとして記録できる機能を有するものを

用いる。

■ＩＣＴブルドーザ（３ＤＭＣ/３ＤＭＧブルドーザ）は、排土板下端または履帯下面

の３次元座標を施工履歴データとして記録できる機能を有するものを用いる。

■３ＤＭＧローラは、鉄輪の左右端点部の接地点を含む、鉄輪の接地線の３次元座標を

施工履歴データとして記録できる機能を有するものを用いる。
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作成例：精度確認の実施と結果の提出



技術概要集

施工履歴データ
（舗装修繕工）



◆基礎知識（計測の仕組みについて）

◆利用手順

◆参考資料

2



施工中の路面切削機の作業装置位置及び切削深さ（高さ）をリアルタイムに計測・
記録する機能を有する 施工管理システムを搭載した 建設機械である。

※切削深さ（高さ）の計測・記録方法の例としては、ＴＳ等を用いて切削装置を直接
計測する方法、又は切削装置のコントロールパネル等に表示する切削深さ（高さ）
の指示値を取得する方法などがある。

切削深さ（設計深さ）

自動追尾ＴＳやRTK-GNSSによる平面位置計測自動追尾ＴＳやRTK-GNSSによる高さを含む位置計測

切削目標高さ（設計面）

切削機システム

（X，Y，Z）

切削機進行方向

切削機システム

（X，Y）

切削機進行方向

：施工履歴データ記録箇所（厚さ）

3

◆ 基礎知識（計測の仕組みについて）

□施工履歴データ計測とは？

ＩＣＴ建設機械により施工しながら計測されるＩＣＴ建設機械の作業位置の３次元
座標、取得時刻、その時の建設機械の状態の記録を言う。施工履歴データを活用す
ることで、出来高部分払いや出来形管理を行うことができる。従来行われている３
次元計測機による面的管理や、測量機を用いた断面管理を省略することができる。

ＩＣＴ建設機械の作業位置のデータ記録

：施工履歴データ記録箇所（高さ）



◆ 利用手順

1.1 使用機器・ソフトウェアの手配

1.2 使用機器類の性能確認

1.3 作業機位置の取得精度確認試験計画の立案

2.1 施工時の精度確認

2.2 計測（切削）の実施

１．計測準備

２．現場計測

３．計測データ処理

3.1 計測点群データの作成

4



施工履歴データを用いた出来形管理に必要な機械・ソフトウェアを手配します。
一般的な機器構成を以下に示しています。
施工計画書には、これらの機器構成（計測機器名称、計測機器メーカー、ソフトメーカー、ソフトウェア名、バー

ジョン）を記載しましょう。 ※カタログや仕様書の提出は不要

（１）ＩＣＴ建設機械本体（車載ＰＣ等も含む）
（２）各種ソフトウェア

計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

使用機器・ソフトウェアの手配1.1

計測準備１

■ＩＣＴ建設機械本体

施工中の路面切削機の作業装置位置及び切削深さ（高
さ）をリアルタイムに計測・記録する機能を有する施工
管理システムを搭載した建設機械である。

※切削深さ（高さ）の計測・記録方法の例としては、Ｔ
Ｓ等を用いて切削装置を直接計測する方法、又は切削
装置のコントロールパネル等に表示する切削深さ（高
さ）の指示値を取得する方法などがある。

5



計測に必要な機器類の性能などを確認します。

（１）計測性能の確認
（２）精度管理の確認

使用機器類の性能確認1.2

計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

6

（１）計測性能の確認

ＩＣＴ建設機械の作業装置位置の測定精度は、下記の要因により変化する。

①ＴＳ・ＲＴＫ－ＧＮＳＳの位置精度

②ソフト処理上の丸め誤差

③機械の劣化（刃先の磨耗を含む）

様々な誤差要因が考えられるため、現場における精度確認試験により精度管理を

行う必要がある。

（２）精度管理の確認

ＩＣＴ建設機械の作業装置位置記録システムの管理が適正に行われていることを確認するため、施工日ごと（作業が

昼夜に分かれるなどの場合は作業ごと）に、施工前及び施工後に１回、ＩＣＴ建設機械の施工履歴データの取得精度を

確認する。

施工履歴データを出来形計測に利用する場合は、「施工履歴データの精度確認試験実施手順書及び試験結果報告書」

の「 2）施工後の精度確認」に従い、作業日１日ごと始業前に精度確認試験を実施する。

結果については、監督職員の求めに応じ提出できるように保管する。

※測定精度は、本資料の巻末を参照してください。



作業装置位置精度の確認と確保を目的とした作業装置位置の取得精度確認試験の計画について立案する。
計画内容については、施工計画書に記載する。計

測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

7

（１）実施時期
施工日ごとの施工前、施工後に精度確認を行い、記録する。

（２）実施方法

①ＴＳ等を使用する方法

平面位置について、既設舗装面（切削前）において、施工履歴データの平面位置座標（ｘ,ｙ）または測点等

の管理位置と、ＴＳまたはＲＴＫ－ＧＮＳＳによる実測値（ｘ ,ｙ）または測点等の管理位置を比較し、

「（3）評価基準」を満足することを確認する。

②ＴＳ等を使用しない方法

当日施工する範囲内の既設舗装面（切削前）に、平面座標（ｘ,ｙ）が既知の点をマーキングする（これを管

理ポイントと呼ぶ）。管理ポイントは、路面にマーキングした測点のラインと切削レーンの左右端部のライン

が交差する点等、施工管理のために設けたマーキングをそのまま用いてもよい。次に、施工履歴データを記録

しているポイント（切削ドラムの端部の、路面に刃先が接地するポイント等）を管理ポイントに合わせて設置

し、車載モニタ等に表示される施工履歴データを記録しているポイントの平面座標を記録する。この平面座標

と管理ポイントの平面座標とを比較し、後掲「（３）評価基準」を満足することを確認する。

１）施工前の精度確認

施工前に、水平精度の確認を下記①または②の方法で実施する。

管理ポイント

切削ドラム
正面図

作業機位置の取得精度確認試験計画の立案1.3



計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

8

履歴取得位置と実績値（切削後）の同一平面位置にて、施工履歴データとして記録された刃先高さあるいは深

さと、ＴＳ・レベル・水糸・メジャ等で実測した高さあるいは深さとの差を算出し、「（3）評価基準」の精度確

認基準を満足することを確認する。

設計切削厚と、切削機の切削厚の表示が異なった場合は、都度補正を行う。

補正を行う際には、補正を行った位置、補正値、補正を行った理由を記録する。精度確認の実施時点は、当該

施工日に最初に切削する１レーンの全部または一部の切削を行った時点でよい。

２）施工後の精度確認（高さまたは切削深さ計測精度の確認）

切削ドラム
正面図

既設舗装

100mm

施工履歴データ（モニタ表示） 実測値

切削深さ
（施工履歴）

比較
切削深さ
（実測値）

TS 水糸 メジャ

高さまたは切削深さの計測実施例

施工後の精度確認（切削深さで計測精度を確認する場合）



計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

計測結果を従来手法による計測結果と比較し、その差が適正であることを確認する。

（３）評価基準

9



計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

（２）の精度確認試験実施結果を記録・提出する。

（４）実施結果の記録

10



施工日ごと（作業が昼夜に分かれるなどの場合は作業ごと）に、施工前及び施工後に１回、ＩＣＴ建設機械の施工履

歴データの測定精度を確認する。結果については、監督職員に提出する。

ＩＣＴ建設機械を用いて切削を実施する。

施工時の精度確認2.1
計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

現場計測２

• 作業装置位置の測定精度がｘ,ｙ座標の各成分とも±50mm以下であることを確認する。また、標高

較差の管理を行う場合は、履歴取得位置との較差が0mm以下であり、深さ管理を行う場合は、履歴

取得位置との較差が0mm以上である事を確認する。

• 確認方法は、「施工履歴データの精度確認試験実施手順書及び試験結果報告書」を参照。

留意点

計測（切削）の実施2.2

【計測頻度】

• システム上にてリアルタイムに施工機械（刃先）の位置と該当位置における設計標高値と切削高

さ、あるいは設計厚さと厚さ（切削深さ）の表示が得られること。

【計測密度】

• 計測密度：施工履歴データによる出来形計測は、計測対象範囲内で１㎡（１ｍ×１ｍメッシュ）

あたり１点以上の計測点が得られる設定で計測を行う。

• ただし、縦断方向においては切削方向１ｍごとに１点取得し、横断方向においては切削幅に応じ

て、施工履歴データを算出することができる。

• また、縦断方向において、欠測等により点密度が確保出来なかった範囲については、１㎡（１ｍ

×１ｍメッシュ）あたり１点以上の計測点が得られるよう、従来の計測方法（ＴＳ、レベル等を

用いた方法）による計測で、補間することができる。

留意点

11



計
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計
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２

計
測
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タ
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３
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施工履歴データ取得データ

切削幅に応じて算出された施工履歴データ

欠測等による従来手法による補間データ

１ｍ毎に１点取得

切
削
幅

切削方向

（参考）計測密度とデータ補間のイメージ



計測点群データの作成3.1
計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

計測データ処理３

13

取得した施工履歴データから３次元座標、記録時刻等の点群データを抽出する。

また、点群データ処理ソフトウェアを使用し、点群データから出来形部分と関係のない不要点を削除後、出来形評価

用データを作成する。

• 施工履歴データの取得は、車載システムを用いて刃先高さあるいは深さを管理するシステム又は、車載あるいは別

の計測システムを用いて、施工直後の高さあるいは深さを管理するシステムにおいて、記録される高さあるいは深

さの位置データを利用して取得することができる。

• 施工履歴データの点群データには、ＩＣＴ建設機械の小移動、作業装置等の上げ下げなどで記録された不要な点も

含まれる。このため、点群処理ソフトウェアを用いて不要な点を排除し、出来形部分に対応した点群データのみを

抽出する。

• 出来形部分に対応した点群データのみを抽出するため、出来形部分に１㎡（１ｍ×１ｍメッシュ）のグリッドを設

定し、任意のグリッドごとに代表点の抽出を行い、出来形評価用データを作成する。

• また、施工履歴データを用いて点群データを取得する場合は、グリッドデータ化することができる。

• 施工履歴データの取り出しは、施工履歴データがＩＣＴ建設機械の車載ＰＣに保存されている場合には、施工後に

車載ＰＣから記録媒体（ＵＳＢメモリー等）へ施工履歴データをコピーする。施工履歴データがクラウドサーバー

に保存されている場合は、クラウドサーバーからダウンロードする。

• なお、施工履歴データは初期データの時点で不要点削除・グリッド処理が完了している場合には、その処理済みの

データを使用してよい。

グリッドデータ化のイメージ
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◆ 参考資料

適用工種、工種別の計測性能及び精度管理



施工計画への記載事項・提出書類

1）適用工種
適用工種に該当している工種を記載する。

2）適用区域
３次元計測を行う範囲を明記する。また、平面図上に当該工事の実施範

囲を示し、３次元計測技術による出来形管理範囲と「土木工事施工管理基
準及び規格値（案）」による出来形管理範囲を塗り分ける。

3）出来形計測箇所、出来形管理基準及び規格値・出来形管理写真基準
「設計図書」及び「出来形管理基準及び規格値」の測定基準に基づいた

出来形計測箇所を記載する。自主管理するための任意の計測箇所について
は、記載不要である。

4）使用機器・ソフトウェア

記載事項

記載事項

記載事項

記載事項

提出書類
◼ 適正な精度管理の記録
・精度確認試験結果

記載事項

5）作業装置位置の取得精度確認計画 記載事項

15

①機器構成
利用する機器及びソフトウェアについて、施工計画書に記載する。

②３次元計測技術本体 （ICT建設機械本体）
利用する３次元計測技術本体が下記と同等以上の計測性能を有し、適正な
精度管理が行われていることを、施工計画書の添付資料として提出する。

③ソフトウェア
使用するソフトウェア（ソフトメーカー、ソフトウェア名、バージョン）を記載す
る。カタログや仕様書は不要である。

「施工履歴データの精度確認試験実施手順書及び試験結果報告書」を参照し、精
度確認の計画について記載する。
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（参考）適用工種

適用工種
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■出来形管理基準及び規格値

出来形管理基準及び規格値は、「土木工事施工管理基準及び規格値（案）」に定められたものとし、

測定値はすべて規格値を満足しなくてはならない。

土木工事施工管理基準及び規格値(案)

３－２－６－１５
路面切削工（面管理の場合）

１０－１４－４－５
切削オーバーレイ工 （面管理の場合）

上記基準を適用できない場合は、
３－２－６－１５ 路面切削工

に示される、出来形管理基準及び規格値
によることができる。

また、「測定値はすべて規格値を満足し
なくてはならない」とは、出来形評価用
データのうち、99.7％が「個々の計測
値」の規格値を満たすものをいう。

切削オーバーレイ工（面管理の場合）は、
「路面切削」のみ（厚さｔまたは標高較
差（切削））を適用する。

面管理の場合の幅（ｗ）については、従来通りの計測を実施する

面管理の場合の幅（ｗ）、延長（Ｌ）、平坦性については、従来通りの計測を実施する

（参考）出来形管理基準及び規格値



ＩＣＴ舗装工（修繕工）の３次元設計データの作成は、以下の方法で作成する。

■３次元設計データ作成方法（標高と厚さの違い）

切削標高で管理する場合、目標切削標高を３次元設計データの標高値として入力する。絶対的な標高値を

入力するため、現地の標高に近い値となる。

切削深さで管理する場合、目標切削深さを３次元設計データに入力する。

標高値から相対的な切削深さを入力するため、一定範囲の切削厚の入力になる。

オーバーレイ後の表層＝ 現道端部と現道センターより算出

又は 縦断図と横断図から算出

目標切削標高 ＝ オーバーレイ後の表層（標高）－表層厚

目標切削深さ ＝ 表層厚－（オーバーレイ後の表層－現道）

標高管理を行う場合の設計データ 深さ管理を行う場合の設計データ舗装修繕を行う道路

オーバーレイ後の標高

目標切削標高

オーバーレイの厚さ

目標切削深さ切削方向 切削方向

18

（参考）３次元設計データの作成

既設
構造物等

オーバーレイ後の表層

目標切削標高（深さ）

表層厚

表層センター変化点
表層端部変化点 表層端部変化点

現道
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作成例：精度確認の実施と結果の提出



技術概要集

施工履歴データ
（浚 渫）



◆基礎知識（計測の仕組みについて）

◆利用手順

◆参考資料

2



□施工履歴データを使った出来形管理とは？

ＩＣＴ建機で掘削時に取得したバケットの３次元位置情報について、あらかじめ最
下点、平均値、最頻値のいずれかで管理することを決めて出来形管理する（１平方
㍍あたり１点）。ＩＣＴ建機の精度確認は、日々行う。
管理・監督は、履歴データを受け取って段階確認を行い、完成検査（実地）の実測
を省略する。

ＩＣＴ建設機械の作業位置のデータ記録で管理

従来の完成検査（実地）
200ｍに１個所
基準高、幅、深さ、延長を
計測

完成検査不要

ＩＣＴ建機のバケット軌跡
記録機能を使い、掘削と同
時に出来形管理を実施

精度確認を兼ねて段階確認
を行い履歴データを受け取
る

完成検査の実測を省略

・施工履歴データ
刃先のＸＹＺ座標をログ
として記録
作業中の最下点等の軌跡
を取り出す

3

◆ 基礎知識（計測の仕組みについて）



◆ 利用手順

１．計測準備

1.1 使用機器・ソフトウェアの手配

1.2 使用機器類の性能確認

２．現場計測

３．計測データ処理

2.1 ＧＮＳＳ基準局の配置

2.2 事前の測定精度確認

2.3 日々の精度確認

2.4 計測密度

3.1 出来形評価用データの作成

4



施工履歴データを用いた出来形管理に必要な機械・ソフトウェアを手配します。
一般的な機器構成を以下に示しています。
施工計画書には、これらの機器構成（計測機器名称、計測機器メーカー、ソフトメーカー、ソフトウェア名、バー

ジョン）を記載しましょう。 ※カタログや仕様書の提出は不要

（１）ＩＣＴ建設機械本体（車載ＰＣ等も含む）
（２）各種ソフトウェア

計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

使用機器・ソフトウェアの手配1.1

計測準備１

5

①ＩＣＴ建設機械
②車載ＰＣ

Ｘ， Ｙ， Ｚ
139.6，35.8，45.0

○○，○○，○○
○○，○○，○○
○○，○○，○○
・・・・・・

③点群処理ソフトウェア
・点群データの合成
・点群データのフィルタリング

⑤出来形帳票作成ソフトウェア

出来形管理資料

出来形評価用データ
（ポイントファイル）

３次元設計データ

④３次元設計データ作成ソフトウェア
・ＴＳ出来形管理用の基本設計データ
を利用・変換してもよい
・曲線部などの補間に留意すること

⑥出来高算出ソフトウェア

出来形計測データ等
（TINファイル）

出来形管理データ
（設計と出来形の差）

施工履歴データ



計測に必要な機器類の性能などを確認します。

（１）計測性能の確認
（２）精度管理の確認

使用機器類の性能確認1.2

計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

6

（１）計測性能の確認

ＩＣＴ建設機械の作業装置位置の測定精度は、下記の要因により変化する。

①ＲＴＫ－ＧＮＳＳの位置精度

②ＲＴＫ－ＧＮＳＳ及び角度センサー位置間の寸法計測誤差

③角度センサーによる出力精度

④ソフト処理上の丸め誤差

⑤機械の劣化（刃先の磨耗を含む）

様々な誤差要因が考えられるため、現場における精度確認試験により精度管理を行う必要がある。



計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

7

１）事前の精度確認（着工前の精度確認）

「施工履歴データの事前精度確認試験実施手順書及び試験結果報告書」の「1）テスト作業による精度確認（着

工前の精度確認）」に従い、出来形管理範囲着工前に精度確認試験を実施し、その結果について提出する。

（２）精度管理の確認

■実施時期：出来形管理範囲着工前に、現場ごとに１回実施する

■実施方法：以下の①、②のいずれかの方法で確認する。

①実際に掘削整形作業を行う方法

②プリズムにて作業装置位置を計測する方法

ＩＣＴ建設機械の作業装置位置記録システムの管理が適正に行われていることを確認するため、現地での精度管

理を実施します。

１）事前の精度確認の実施

２）日々の精度確認の実施

■施工履歴データ（河川浚渫工）の精度確認

※測定精度は、本資料の巻末を参照してください。

精度確認試験結果報告書



計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

8

①実際に掘削整形作業を行う方法 ②作業装置計測方法

施工に使用するＩＣＴ建設機械を用い、現場内の

適切な場所で、平場を平坦に整形する作業を行う。

作業中に施工履歴データを記録する。作業後、トー

タルステーション（ＴＳ）で出来形を検測する。

施工履歴データから求める出来形と、ＴＳで検測

した点の３次元座標とを比較し、標高の差を算出す

る。これが精度確認基準を満足していることを確認

する。テスト作業で整形する範囲は５ｍ×５ｍ以上

とし、ＴＳでの検測はテスト範囲内で16点以上とす

る。

施工に使用するＩＣＴ建設機械を現場内に静置し、

ＩＣＴ建設機械が施工履歴データとして座標を記録

する点に自動追尾式ＴＳで追尾・計測可能な全周プ

リズムを設置する。ＩＣＴ建設機械にて平場の整形

作業を模した動作を行い、動作中の施工履歴データ

を記録するとともに、全周プリズムの３次元座標を

ＴＳにて追尾・計測する。

動作中に記録した施工履歴データとＴＳで実測し

た３次元座標を比較し、標高の差の平均値を算出す

る。これが精度確認基準を満足していることを確認

する。整形作業を模した動作を行う平面範囲は５ｍ

×５ｍ以上とし、ＴＳで計測する点数は16点以上と

する。

★ポイント

取得した施工履歴データの座標をＴＳに与えて、位置出し

して計測してもＯＫ

★ポイント

実際に施工しなくても、空中操作でデータ取得すること

でもＯＫ。施工履歴の面データと、ＴＳ計測の面データ

を作成して比較する手法でもＯＫ



計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

9

２）日々の精度確認

各作業日の施工開始前に、作業装置位置の測定精度がｘ,ｙ,ｚの各成分とも±50mm以下であることを確認する。

確認方法の例は、以下のとおり。

①ＩＣＴ建設機械によって出力される作業装置位置の３次元座標とトータルステーションやＧＮＳＳ等の測位

技術によって計測した作業位置装置の３次元座標とを比較する。

②ＩＣＴ建設機械の作業装置を３次元座標が既知の点にあてて、既知の座標とＭＣ・ＭＧ技術によって出力さ

れる作業位置装置の３次元座標を比較する。

なお、本精度確認試験は、施工範囲内とは別に設けた陸上の任意の箇所で実施すればよく、１姿勢の確認のみ

でよい。

試験結果は提出する必要はないが、監督職員の求めに応じて提出できるように保管すること。

X=-1356.230
Y= 137.850
H= 23.61

X=-1356.234
Y= 137.846
H= 23.58 X=-1356.234

Y= 137.846
H= 23.58

X=-1356.239
Y= 137.842
H= 23.50

① ②

★ポイント

１姿勢のみの確認で良い



ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いてＩＣＴ建設機械の測位を行う場合は、ＧＮＳＳ基準局を工事基準点に設置する。

ＩＣＴ建設機械を用いた施工に着手する前に、「施工履歴データの事前精度確認試験実施手順書及び試験結果報告

書」に従い、現場において精度確認試験を実施し、結果を提出する。

ＧＮＳＳ基準局の配置2.1
計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

現場計測２

• ＩＣＴ建設機械を構成する機器にＲＴＫ－ＧＮＳＳを含む場合には、掘削又は敷均し工の着手前ま

でにＲＴＫ－ＧＮＳＳ基準局を設置する必要がある。

• 同システムにより提供される作業装置位置の３次元座標には、ＲＴＫ－ＧＮＳＳが潜在的に有する

計測誤差以外に、ＲＴＫ－ＧＮＳＳ基準局の設置した位置の３次元座標の誤差が含まれるため、工

事基準点に必ず設置すること。

留意点

事前の測定精度確認2.2

10

各作業日の施工開始前に、作業装置位置の測定精度がｘ，ｙ，ｚの各成分とも±50mm以下であることを確認する。

結果については、監督職員の求めに応じて提出できるように整理する。（→①計測準備を参照）

日々の精度確認2.3

不要点除去等の処理を行った後の施工履歴データが、出来形計測データ及び出来形評価用データともに計測対象範囲

内で１㎡（１ｍ×１ｍメッシュ）あたり１点以上得られる設定で施工履歴データの記録頻度等の設定を行う。

なお、欠測等により点密度が確保出来なかった場合には、１㎡（１ｍ×１ｍメッシュ）あたり１点以上の計測点が得

られるよう、従来の計測方法（ＴＳ、レベル等を用いた方法）による計測で、補間することができる。

計測密度2.4



出来形評価用データの作成3.1
計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

計測データ処理３

11

取得した施工履歴データから３次元座標、記録時刻等の点群データを抽出する。

点群データ処理ソフトウェアを使用し、点群データから出来形部分と関係のない不要点を削除後、出来形評価用デー

タを作成する。

• 施工履歴データの点群データには、ＩＣＴ建設機械の小移動や旋回、作業装置等の上げ下げなどで記録された不要な点も含ま

れる。このため、点群処理ソフトウェアを用いて不要な点を排除し、出来形部分に対応した点群データのみを抽出する。

• 出来形部分に対応した点群データのみを抽出するため、出来形部分に１㎡（１ｍ×１ｍの平面正方形）以内のグリッドを設定

し、任意のグリッドごとに代表点の抽出を行い、出来形評価用データを作成する。

• ＩＣＴバックホウを用いる場合は、出来形を算出する施工箇所のバケットの３次元座標（点群データ）のうち、現況地形より

掘削されたデータかつ、標高が最低のデータを任意のグリッドごとに抽出する。

• 施工履歴データの取り出しは、施工履歴データがＩＣＴ建設機械の車載ＰＣに保存されている場合には、施工後に車載ＰＣか

ら記録媒体（ＵＳＢメモリー等）へ施工履歴データをコピーする。施工履歴データがクラウドサーバーに保存されている場合

は、クラウドサーバーからダウンロードする。

• なお、施工履歴データは初期データの時点で不要点削除・グリッド処理が完了している場合には、その処理済みのデータを使

用してよい。



◆ 参考資料

適用工種、工種別の計測性能及び精度管理

12



1）適用工種・適用機種
適用工種・適用機種に該当している工種を記載する。

2）適用区域
３次元計測を行う範囲を明記する。また、平面図上に当該工事の実施範

囲を示し、３次元計測技術による出来形管理範囲と「土木工事施工管理基
準及び規格値（案）」による出来形管理範囲を塗り分ける。

3）出来形計測箇所、出来形管理基準及び規格値・出来形管理写真基準
「設計図書」及び「出来形管理基準及び規格値」の測定基準に基づいた

出来形計測箇所を記載する。自主管理するための任意の計測箇所について
は、記載不要である。

4）使用機器・ソフトウェア

記載事項

記載事項

記載事項

記載事項

提出書類
◼ 適正な精度管理の記録
・着工前の精度確認試験結果

記載事項

5）作業装置位置の取得精度確認計画 記載事項

13

①機器構成
利用する機器及びソフトウェアについて、施工計画書に記載する。

②３次元計測技術本体 （ICT建設機械本体）
利用する３次元計測技術本体が下記と同等以上の計測性能を有し、適正な
精度管理が行われていることを、施工計画書の添付資料として提出する。

③ソフトウェア
使用するソフトウェア（ソフトメーカー、ソフトウェア名、バージョン）を記載す
る。カタログや仕様書は不要である。

・日々の精度確認結果

監督職員の求めに応じ
て提出できるよう保管

「施工履歴データの事前精度確認試験実施手順書及び試験結果報告書」を参照
し、精度確認の計画について記載する。

施工計画への記載事項・提出書類

記録・保管



14

適用工種・適用機種

（参考）適用工種・適用機種



15

面管理の導入では、これまで20ｍごとの測線で５ｍ間隔で行っていた抽出管理を、１平方ｍごとに１点の密
度で管理する。
一見厳しくなったように見えるが、従来＋20cmまでしか許容しなかった基準高を、面管理では＋40cmま

で許容する（全体の平均値は設計面以下にする）。
また、幅と延長の規格値も省略した。加えて、出来形管理の計測方法は、レッド測深に加えてマルチビーム

などの音響探査でもできるようにした。

（参考）出来形管理基準及び規格値
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作成例：精度確認の実施と結果の提出



技術概要集

施工履歴データ
（表層安定処理等・固結工（中層混合処理））



◆基礎知識（計測の仕組みについて）

◆利用手順

◆参考資料

2



□施工履歴データとは？

ＩＣＴ建機の作業位置、取得時刻、その他機械の状態
等を車載ＰＣのログファイルに記録する技術である。
施工履歴データを用いて出来形管理を実施することで、
出来形管理の省力化・省人化が可能となる。

適用対象工種及び工法

ICT地盤改良機の例

3

◆ 基礎知識（計測の仕組みについて）

施工履歴データ導入効果

施工履歴データを用いた出来形計測を実施す
ることで、以下の効果が期待できる。

・従来の出来形管理手法では把握できなかっ
た面的な出来形が把握可能

・施工中に出来形の確認と修正のサイクルが
確認でき、施工が迅速化

・従来のテープによる出来形管理を省略でき、
出来形管理を省力化

・施工記録（出来形管理資料）の作成効率化



◆ 利用手順

１．計測準備

２．現場計測

３．計測データ処理

1.1 使用機器・ソフトウェアの手配

1.2 使用機器類の性能確認

1.3 ＩＣＴ地盤改良機械の機能確認

1.4 ＩＣＴ地盤改良機械の設定

2.1 施工管理データ計測機のキャリブレーション

2.2 ＧＮＳＳ等の設置

2.3 事前の測定精度確認

2.4 出来形管理

3.1 出来形管理資料の作成

4



ＩＣＴ地盤改良機械を用いた出来形管理に必要な機械・ソフトウェアを手配します。
一般的な機器構成を以下に示しています。
施工計画書には、これらの機器構成（計測機器名称、計測機器メーカー、ソフトメーカー、ソフトウェア名、バー

ジョン）を記載しましょう。 ※カタログや仕様書の提出は不要

（１）ＩＣＴ地盤改良機械本体（車載ＰＣ等も含む）
（２）各種ソフトウェア

計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

使用機器・ソフトウェアの手配1.1

計測準備１

5

x , y   , z  ,  t,・・・
○○,○○,○○,○○
○○,○○,○○,○○
○○,○○,○○,○○
○○,○○,○○,○○
・ ・ ・ ・

施工履歴データ

撹拌装置軌跡データ

スラリー注入量, 撹拌回数,電流値,・・

○○,○○,○○,○○
○○,○○,○○,○○
○○,○○,○○,○○
○○,○○,○○,○○
・ ・ ・ ・

施工管理データ

出来形帳票作成
ソフトウェア

出来形管理資料

地盤改良設計
データ作成ソ
フトウェア

地盤改良設計データ

地盤改良設計データ

車載ＰＣ 車載ＰＣ



計測に必要な機器類の性能などを確認します。

（１）計測性能の確認
（２）精度管理の確認

（１）計測性能の確認

使用機器類の性能確認1.2
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３
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ＩＣＴ地盤改良機械の作業装置位置の測定精度は、下記の要因により変化する。

①ＲＴＫ－ＧＮＳＳの位置精度（ＧＮＳＳを測位に使用する場合）

②ＲＴＫ－ＧＮＳＳ及び角度センサー位置間の寸法計測誤差（ＧＮＳＳを測位に使用する場合）

③ＴＳ等光波方式の器械設置・計測誤差（ＴＳ等光波方式を測位に使用する場合）

④角度センサーによる出力精度

⑤ソフト処理上の丸め誤差

⑥機械の劣化（刃先の磨耗を含む）

様々な誤差要因が考えられるため、現場における精度確認試験により精度管理を行う必要がある。

ＩＣＴ地盤改良機械

ＩＣＴ地盤改良機械とは、本資料の「1.3 ＩＣＴ地盤改良機械の機能確認」に示す機能を有する地盤改

良機械で、ベースマシンは、浅層地盤改良の場合、バックホウまたはスタビライザーを、中層地盤改良の場

合、バックホウを用いているもの。ベースマシンがバックホウの場合、測位は、バックホウ背面に取り付け

たＧＮＳＳアンテナまたはＴＳターゲット（以下、「ＧＮＳＳ等」という）とブーム、アーム、バケットま

たは撹拌装置、本体に取り付けた傾斜センサー等、深度計等の情報から攪拌装置先端の座標を計算して行う。
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１）事前の精度確認（着工前の精度確認）

「施工履歴データの事前精度確認試験実施手順書及び試験結果報告書」に従い、出来形管理範囲着工前に精度

確認試験を実施し、その結果について提出する。

■実施時期：施工着手前、工事毎に１回実施する

■実施方法：以下の①、②のいずれかの方法で確認する。※キャ

リブレーションが完了したＩＣＴ地盤改良機械を用

いること

（２）精度管理の確認

ＩＣＴ建設機械の作業装置位置記録システムの管理が適正に行われていることを確認するため、現地での精度管

理を実施します。

１）事前の精度確認の実施

■施工履歴データ（表層安定処理等・固結工（中層混合処理））の精度確認

※キャリブレーションとは

施工管理データ（管理ブロックごとの撹拌回

数及び改良材注入量）計測器の精度を担保す

るために、事前精度確認試験を実施する前に

行わなければならない。

ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いてＩＣＴ地盤改良機械の

測位を行う場合は、施工着工前にＲＴＫ－ＧＮ

ＳＳ基準局を工事基準点に設置する必要があ

る。（ネットワーク型ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いる場

合は、この作業は不要である）

なお、施工履歴データとして記録する撹拌装

置の位置は、平面位置（ｘ,ｙ）については監督

職員に指示を受けた基準点と同じ座標系にて

記録することとし、深度方向については、施工

基面からの深度（Ｈ）、又は標高（ｚ）のいずれ

かを記録することとする。

①ｘ,ｙ座標の精度をＴＳ等光波方式で確認し、施工基面か

らの深度（Ｈ）をレベルや水糸等で確認する方法

②ｘ,ｙ,ｚ座標の精度をＴＳ等光波方式で確認する方法

※測定精度は、本資料の巻末を参照してください。
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①ｘ,ｙ座標の精度をＴＳ等光波方式で確認し、施工基面からの深度（Ｈ）をレベルや水糸等で確認する方法

以下のⅰ）、ⅱ）のいずれかの方法で確認する。

ⅰ）ＩＣＴで撹拌装置の標高（ｚ）を計測している場合

• 撹拌装置軌跡データと計測している点のｚ座標を、ＴＳ等光波方式又はレベル、又は標尺と水準器等を用い

て計測する。

• 計測と同時にＩＣＴ地盤改良機械の車載モニターに表示される撹拌装置のｚ座標を記録する。

• 両者の撹拌装置の標高（ｚ）を比較し、差が±100mm以内であることを確認する。

ⅱ）撹拌装置を０セットした高さからの深度（Ｈ）を計測している場合

• 撹拌装置を任意の高さに静置する。その際、撹拌装置は鉛直に立てる。

• 撹拌装置の高さ計測値を車載モニター上で０セットすると同時に、撹拌装置の高さをＴＳ等光波方式又はレ

ベル、又は標尺と水準器で計測する（計測に用いるベンチマークのｚ座標は公共座標系である必要はなく、

本精度確認のために仮に設置した高さの基準を用いてよい）。また、撹拌装置のどこを計測箇所として選ぶ

かについても任意であり、部材のジョイント部等、高さをあたるのに分かりやすい箇所を選んでよい。

• 撹拌翼を高さ方向に１ｍ以上動かす。

• 車載モニターの表示から撹拌装置の高さ方向の移動量を記録する。

• 撹拌翼の高さ方向の移動量をＴＳ等光波方式又はレベル、又は標尺と水準器等を用いて計測する。

• 両者を比較し、差が±100mm以内であることを確認する。

• 施工に使用するＩＣＴ地盤改良機械を現場内の平坦な場所に静置する。

• ＩＣＴ地盤改良機械の撹拌装置を現場内の任意の場所に設置する。ＩＣＴで計測される攪拌装置のｘ,ｙの座

標を記録する。

• 撹拌装置を設置したポイントに目串等のポイントを設置し、撹拌装置を移動させた後、ＴＳ等光波方式でｘ,

ｙを計測する。

• 目串等の位置と攪拌装置のｘ,ｙの各成分の差が±100mm以内であることを確認する。

ｘ,ｙ座標の確認

施工基面からの深度（Ｈ）または標高（ｚ）をレベルや水糸等で確認
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② ｘ,ｙ,ｚ座標の精度をＴＳ等光波方式で確認する方法

• 施工に使用するＩＣＴ地盤改良機械を現場内の平坦な場所に設置する。

• ＩＣＴで撹拌装置軌跡データを計測している点（例：撹拌翼の幅・奥行き方向の中点で、かつ撹拌翼が最も深

く撹拌する点）を、マーキングする。又は、攪拌装置軌跡データを計測している点を復元できるように逃げ点

をマーキングする。

• マーキングした点又はマーキングを元に復元した攪拌装置軌跡データを計測している点のｘ,ｙ,ｚ座標をＴＳ等

光波方式で計測するとともに、ＩＣＴ地盤改良装置の車載モニターに表示される撹拌装置の３次元座標（ｘ,ｙ,

ｚ）を記録する。

• ＴＳ等光波方式で計測したｘ,ｙ,ｚ座標と車載モニターに表示されたｘ,ｙ,ｚ座標とを比較し、ｘ,ｙ,ｚ各成分の

差が±100mm以内であることを確認する。

実施
箇所

Δx
(x座標較差)

Δy
(ｙ座標較差)

Δz（H）
(ｚ座標較差)

No.1 23㎜ 43㎜ 15㎜

基準 ±100㎜以内

合否 合 格検査点

②任意の検査点の座標データ
（ｘ,ｙ,ｚ） をＴＳ等で取得

ＴＳ測量
データ取得

①任意の検査点の施工機械の
履歴データ（ｘ,ｙ,z）を取得

検査点

RTK-GNSS
データ取得

上記の精度確認試験の実施後、従来手法に

よる計測結果を比較し、その差が左表に記載し

ている精度確認基準を満たしていることを確認

する。

③差の確認
（施工履歴データ座標-ＴＳ等による計測座標）



ＩＣＴ地盤改良機械は以下の（１）～（７）に示す機能を有するものとし、機械の開発会社や各工法協会等が提示す

る機械の仕様を示す資料その他によって確認する。

ＩＣＴ地盤改良機械の機能確認1.3
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（１）撹拌判定・表示機能

• 「『撹拌装置の有効な撹拌範囲』が、各管理ブロックの底面の四隅の点全てを１回以上通過した場合に、当該

管理ブロックが撹拌された」と判定する機能。また、管理ブロックサイズを10cm以下にした場合については、

「『攪拌装置の有効な攪拌範囲』が、各管理ブロックの底面の四隅の点のうち１点以上通過した場合に当該管

理ブロックが攪拌された」と判定する機能。

• 上記の機能で撹拌されたと判定された管理ブロックを、車載モニターに表示する機能。

（２）改良材注入量等計測・表示機能

• 区画割ごとに累積の改良材注入量及び攪拌回数を車載モニターに表示するとともに記録する機能。

（３）施工範囲の分割機能

• 施工範囲を地盤改良設計データで指定される管理ブロックに分割し、車載モニターに表示する機能。

（４）攪拌装置サイズ設定機能

• 使用する撹拌装置の幅及び奥行きに応じて『撹拌装置の有効な撹拌範囲』を任意に設定できる機能。

（５）システムの起動とデータ取得切替機能

• データの取得・非取得を施工中適宜切り替えることが出来る機能。

（６）施工完了範囲の判定・表示機能

• 受注者が定める管理ブロックごとの施工管理値（改良材注入量・撹拌回数等）を施工中リアルタイムで車載モ

ニターに表示し、これをオペレータが確認しながら施工できる機能。モニターへの表示方法については受注者

の任意とする。

（７）出来形管理資料作成機能（施工時の写真撮影を省略する場合）

• ＩＣＴ地盤改良機械より取得する施工履歴データを用いて、出来形管理資料を作成する機能



現場の条件に応じたＩＣＴ地盤改良機械の設定を行い、ＲＴＫ－ＧＮＳＳ等で取得した撹拌装置の位置をもとに地盤
改良を正しく行うために下記の項目について設定を行う。

（１）施工範囲の設定
（２）管理ブロックごとの管理値の設定
（３）攪拌装置の幅・奥行き・深さの設定

ＩＣＴ地盤改良機械の設定1.4
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（１）施工範囲の設定

ＩＣＴ地盤改良機械に地盤改良設計データを入力し、施工範囲が車載モニターに正しく平面図表示されているこ

とを確認する。

（２）管理ブロックごとの管理値の設定

所要の撹拌回数及び改良材注入量は、従来と同様に受注者の提案する管理値を監督職員の承諾のもと設定する。

（３）攪拌装置の幅・奥行き・深さの設定

撹拌幅・奥行き・深さは、使用する撹拌装置の、

実際に撹拌翼が通過する範囲の幅・奥行き・深さの

ことである。

トレンチャ式の場合は、トレンチャの刃が通過す

る領域の幅・奥行き・深さが、ロータリー式を使用

する場合は、撹拌翼の幅・奥行き（回転直径）・深

さ（回転直径）が、幅・奥行き・深さになる。実際

に使用する撹拌装置の幅・奥行き・深さを実測し、

システムに入力する。



施工管理データ計測器のキャリブレーションを行う

ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いてＩＣＴ地盤改良機械の測位を行う場合は、ＲＴＫ－ＧＮＳＳ基準局を工事基準点に設置す

る。ネットワーク型ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いる場合は、この作業は不要である。ＴＳ等光波方式を用いてＩＣＴ地盤改

良機械の測位を行う場合は、工事基準点を用いて器械設置を行う。

施工管理データ計測器のキャリブレーション2.1
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ＧＮＳＳ等の設置2.2
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施工管理データ（管理ブロックごとの撹拌回数及び改良材注入量）の計測器のキャリブレーションを行い、精度を担

保する。キャリブレーション実施方法は現行と同様に、受注者や工法協会等が定めたキャリブレーション実施方法を監

督職員の承諾を得た上で採用する。

ＩＣＴ地盤改良機械を構成する機器にＲＴＫ－ＧＮＳＳを含む場合には、施工着手までにＲＴＫ－ＧＮＳＳ基準局を

設置する必要がある。

ネットワーク型ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いる場合は、この作業は不要である。

なお、施工履歴データとして記録する撹拌装置の位置は、平面位置（ｘ,ｙ）については監督職員に指示を受けた基

準点と同じ座標系にて記録することとし、深度方向については、施工基面からの深度（Ｈ）、又は標高（ｚ）のいずれ

かを記録することとする。

作業装置位置の取得精度を確保するため、施工着手前に精度確認試験を行う。

事前の測定精度確認2.3

ＩＣＴ地盤改良機械を用いた施工に着手する前に、「施工履歴データの事前精度確認試験実施手順書及び試験結果

報告書」に従い現場において精度確認試験を実施し、結果を提出する。



ＩＣＴ地盤改良機械による施工後、施工履歴データを取出し、出来形を把握する。

出来形管理2.4
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施工位置の管理

深度管理

施工管理図の出力

施工状況を記録
出来形（品質）管理

ＲＴＫ－ＧＮＳＳにより施工位置を管理

（ＩＣＴモニターで施工時も確認が可能）

ＲＴＫ－ＧＮＳＳにより施工位置を管理

（ＩＣＴモニターで施工時も確認が可能）

区画毎に施工管理図を出力、施工完了範囲

（青線内が施工区間 所定の深度まで施工が

完了すると色付けされる）を確認し、出来形

管理

施工時の撹拌状況、固化改良材注入量を時系

列で記録し、出来形（品質）管理



出来形管理資料の作成3.1
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受注者は、表層安定処理等を除く固結工（中層混合処理）において、全体改良範囲図と、施工管理図または施工管理

データグラフを全体の施工完了後に出来形管理資料として提出する。

また受注者は、表層安定処理等において、全体改良範囲図を全体の施工完了後に出来形管理資料として提出する。

撹拌装置軌跡データは、電子データの形式で提出する。

• 全体改良範囲図は、攪拌装置軌跡データを用いて、撹拌済み管理ブロックを平面図上に色分け表示したものであ

る。

• 施工中一時的にＲＴＫ－ＧＮＳＳの受信状態が悪化する等の理由で施工履歴データが記録できなくなり、撹拌済

みの着色が部分的になされなかった場合は、該当箇所を対象に、従来の出来形管理手法を用いて、出来形管理を

行う。

（１）全体改良範囲図

【必須のデータ項目】

全体改良範囲図の、撹拌済み管理ブロックを示す

領域の色や、表示するデータ項目は受注者の任意と

するが、下記のデータ項目は含むこと。

• 工事名、受注会社名

• 工期

• 施工範囲（STA、No.等）

• ＩＣＴ地盤改良機械名（地盤改良機械本体とＩ

ＣＴの名称が別の場合、それぞれ記載）
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• 固結工（中層混合処理）は、施工管理図を作成する。

• 施工管理図は、毎回の区画割の施工完了後に、車載パソコン等に記録された施工履歴データを電子媒体に保存し、

出来形帳票作成ソフトウェアによって出力する。この図は地盤改良範囲の全面を確実に所要の撹拌回数・改良材

注入量にて施工したことを確認するための出来形管理資料として作成する。

（２）施工管理図

【必須のデータ項目】

施工管理図の様式及び施工要領図に示す区画割図の分割サイズは

受注者の任意とするが、下記の必須のデータ項目を含むこと。

• 工事名

• 施工日

• 施工開始・終了時刻

• 区画割番号（全体改良範囲図で対応する位置が分かるもの）

• 撹拌装置の寸法（幅・奥行き・深さ）

• 区画割のサイズ（幅・奥行き・深さ）

• 区画割の改良土量

• 改良厚（設計値）

• 撹拌時間

• 区画割ごとの累積改良材注入量（施工管理値）

• 区画割ごとの累積撹拌回数又はチェーン累積移動距離（施工管

理値）
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• 施工管理データグラフは、固結工（中層混合処理）の施工品質を担保するために施工中に計測、管理している数

値の経時変化をグラフ化したものである。

• 施工管理データグラフの様式は受注者の任意とする。

下記に、データ項目例及びグラフ化項目の一例を示す。

（３）施工管理データグラフ

【グラフ化項目の一例】

• 攪拌開始からの経過時間

• 攪拌装置の深度（Ｈ）または標高

• 累積改良材注入量

• 累積撹拌回数又は撹拌装置の回転数（rpm）

• チェーン累積移動距離（トレンチャ式の場合）

【データ項目例】

• 工事名

• 施工日

• 区画割番号（全体改良範囲図で対応する位置が分か

るもの）

• 累積改良材注入量

• 累積撹拌回数又は管理ブロックあたりの平均攪拌回

数（ロータリー式の場合）

• チェーン累積移動距離（トレンチャ式の場合）

16
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◆ 参考資料

計測性能及び精度管理



1）適用工種
適用工種・適用機種に該当している工種を記載する。

2）適用区域
３次元計測を行う範囲を明記する。また、平面図上に当該工事の実施範

囲を示し、３次元計測技術による出来形管理範囲と「土木工事施工管理基
準及び規格値（案）」による出来形管理範囲を塗り分ける。

3）出来形計測箇所、出来形管理基準及び規格値・出来形管理写真基準
「設計図書」及び「出来形管理基準及び規格値」の測定基準に基づいた

出来形計測箇所を記載する。自主管理するための任意の計測箇所について
は、記載不要である。

4）使用機器・ソフトウェア

記載事項

記載事項

記載事項

記載事項

提出書類 ◼ 適正な精度管理の記録
・着工前の精度確認試験結果

記載事項

5）作業装置位置の取得精度確認計画 記載事項

18

①機器構成
利用する機器及びソフトウェアについて、施工計画書に記載する。

②３次元計測技術本体 （ICT建設機械本体）
利用する３次元計測技術本体が下記と同等以上の計測性能を有し、適正な
精度管理が行われていることを、施工計画書の添付資料として提出する。

③ソフトウェア
使用するソフトウェア（ソフトメーカー、ソフトウェア名、バージョン）を記載す
る。カタログや仕様書は不要である。

「施工履歴データの事前精度確認試験実施手順書及び試験結果報告書」を参
照し、精度確認の計画について記載する。

施工計画への記載事項・提出書類
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（参考）適用工種区分



（参考）地盤改良設計データ作成ソフトウェア

地盤改良設計データ
作成ソフトウェア

ＩＣＴ地盤改良機械と撹拌装置の施工位置への誘導及び施工中の改良範囲・深さ等の管理工を行うために

は、基準となる地盤改良設計データを作成できる地盤改良設計データ作成ソフトウェアが必要となる。ここ

でいう地盤改良設計データは、設計図書に示されている地盤改良を行う施工範囲（幅・奥行き・深さ）と、

これを幅及び奥行き方向の平面上では格子状（長方形、正方形等）に、深さ方向には一定長さごとの分割し

た管理ブロックの形状を表すデータである。

地盤改良設計データ作成ソフトウェア必須機能

１）地盤改良設計データの入力機能

①座標系の選択機能

地盤改良設計データの座標系を選択する機能。

②管理ブロックサイズ入力機能

地盤改良範囲の平面的な位置を表すために、施工範囲全体を区画割に分割し、各区画割をさらに長方形、正方形の領域

（管理ブロックとよぶ）に分割する機能。また、分割された領域に対して地盤改良を行う範囲を指定する機能。分割する

格子の幅・奥行きのサイズ（以下「管理ブロックサイズ」という）は、撹拌装置の幅と奥行きのサイズよりも小さい任意

のサイズに設定することとし、ソフトウェアにはこの設定機能も必要である。

③地盤改良範囲の入力機能

設計図面に示される地盤改良範囲（平面位置・改良範囲下端の深度（Ｈ）又は標高）を入力できる機能。

全面改良 格子状改良 柱状改良

２）地盤改良設計データの出力機能

上記で作成した地盤改良設計データを使用するソフトウェア

のオリジナルデータ等で出力する機能。
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１．データ作成時の留意点
受注者は、設計図書に示される地盤改良範囲を示す平

面図、施工基面からの改良厚さ又は改良範囲下端部の標
高を示す縦断図などを用いて、地盤改良設計データを作
成する。
以下に、地盤改良設計データ作成時の留意事項を示す。

２．準備資料
地盤改良設計データの作成に必要な準備資料は、下記

の２点である。
• 平面図（地盤改良範囲が明示されたもの）
• 縦断図（地盤改良深度又は地盤改良範囲の最下端の
標高が明示されたもの）

なお、準備資料の記載内容に地盤改良設計データの作
成において不足等がある場合は監督職員に報告し資料提

供を依頼すること。

３．地盤改良設計データの作成範囲
地盤改良設計データの作成範囲は、地盤改良範囲とす

る。なお、当初の想定と地質分布が異なったり地中や周
辺に支障物がある等の理由で地盤改良範囲が設計図書と
異なる場合は監督職員と変更等の協議を行い、その結果
を地盤改良設計データの作成に反映させる。

４．管理ブロックサイズの設定
地盤改良範囲全体について、右の表に示すとおり撹拌に

応じて管理ブロックのサイズ・奥行・深度のサイズを設
定する。

（参考）地盤改良設計データの作成

21



（参考）地盤改良設計データの作成

５．地盤改良設計データの確認
地盤改良設計データの間違いは出来形管理に重大な影

響を与えため、受注者は地盤改良設計データが設計図書

と照合しているかの確認を必ず行うこと。

受注者は、地盤改良設計データの作成後に、監督職員

へ地盤改良設計データチェックシートを提出すること。

チェック次項は以下のとおり。

１）工事基準点

工事基準点は、名称、座標を事前に監督職員に提出

している工事基準点の測量結果と対比し、確認する。

２）地盤改良設計データ

施工履歴データを用いた出来形管理の該当区間の地

盤改良設計データの入力要素（地盤改良範囲の平面図、

各管理ブロックの施工基面からの深さ、又は改良範囲

最下端の標高）と地盤改良設計データを比較・確認す

る。
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（参考）出来形帳票作成作成ソフトウェア

１）出来形管理項目の計算結果の出力

従来は、改良範囲の平面範囲については幅・奥行きを巻尺等の実測により確認してきたが、施工履歴データを用いた施工

範囲の確認に代えることができる。また、深さについては深度（Ｈ）（撹拌装置の施工基面からの下がり量）の計測値を用

いて行うか、攪拌装置下端の標高（ｚ）を計測し、これを基に施工完了範囲を求めてもよい。

①施工が完了した範囲の出力

地盤改良設計データと施工履歴データを用いて、所要の撹拌回数・改良材注入量を満足して施工が完了した範囲を区画

図に出力する。

②地盤改良設計データの入力機能

地盤改良設計データで規定された地盤改良範囲の個々の区画割に対して、撹拌回数及び改良材注入量が規定値を満足し

ていることを確認できる出来形管理資料を出力する。
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出来形帳票作成
ソフトウェア

出来形帳票作成ソフトウェアは、地盤改良設計データと施工中記録した施工履歴データを用いて、地盤改

良を行う範囲が所定の撹拌回数、改良材注入量にてもれなく施工されていることを確認でき、これを出来形

管理資料として出力できる機能を有していなければならない。

出来形帳票作成ソフトウェア必須機能



24

作成例：精度確認の実施と結果の提出



技術概要集

施工履歴データ
（固結工・バーチカルドレーン工・
サンドコンパクションパイル工）



◆基礎知識（計測の仕組みについて）

◆利用手順

◆参考資料

2



□施工履歴データとは？

ＩＣＴ建機の作業位置、取得時刻、その他機械の状態等を車載ＰＣのログファイル
に記録する技術である。施工履歴データを用いて出来形管理を実施することで、出
来形管理の省力化・省人化が可能となる。

施工履歴データを用いた出来形計測を実施することで、以
下の効果が期待できる。

【固結工・サンドコンパクションパイル工の効果】
• 従来の杭頭掘り起こしによる杭径・杭間距離の確認が、
ＩＣＴで計測した杭心の平面位置座標の確認に置き換わ
るので、掘り起こし・埋め戻し・転圧等にかかる手間が
軽減される。

【サンドコンパクションパイル工の効果】
• 従来の出来形管理手法では100本に１本の割合でしか把握
できなかった地中の杭径が、全深度・全本数について把
握できる。

【全工種共通する効果】
• 施工中に出来形がリアルタイムで確認でき、施工管理の
確実性が向上

• 施工中にＩＣＴにより杭やドレーン材の打設位置が記録
されるため、杭芯位置等の出来形管理が省力化される。

• 施工記録（出来形管理資料）の作成効率化

3

◆ 基礎知識（計測の仕組みについて）

適用対象工種及び工法

※使用機械、対象地盤等により変動

施工履歴データ導入効果

適用対象工種・工法 概要図 施工方法 改良材 改良深度 

 

（施工履歴データで 

杭芯位置・投入砂量・打込

長さを記録できるもの） 

 

地中に貫入した

ケーシングパイ

プを引き抜いて

砂を地盤中に排

出後、ケーシン

グパイプを再度

打ち戻すことで、

締め固まった砂

杭を造成する。 

砂等 

※ただし、基準類で定められ

た品質の材料（例：「道路

土工－軟弱地盤対策工

指針（平成 24 年度版）」

p.281 解図 6-76 に規定さ

れている「サンドコンパク

ションパイルの実績の範

囲」の粒度分布の砂）を使

用するものに限る。 

最大 

45m 程度※ 

 

GNSSアンテナ
（2基）

ケーシング
パイプ

締固め改良工 
（サンドコンパク
ションパイル工） 



◆ 利用手順

１．計測準備

２．現場計測

３．計測データ処理

1.1 使用機器・ソフトウェアの手配

1.2 使用機器類の性能確認

1.3 ＩＣＴ地盤改良機械の機能確認

1.4 ＩＣＴ地盤改良機械の設定

2.1 施工装置位置データ計測機のキャリブレーション

2.2 ＧＮＳＳ等の設置

2.3 事前の測定精度確認

2.4 出来形管理

3.1 出来形管理資料の作成

4



施工履歴データを用いた出来形管理に必要な機械・ソフトウェアを手配します。
一般的な機器構成を以下に示しています。
施工計画書には、これらの機器構成（計測機器名称、計測機器メーカー、ソフトメーカー、ソフトウェア名、バー

ジョン）を記載しましょう。 ※カタログや仕様書の提出は不要

（１）ＩＣＴ地盤改良機械本体（車載ＰＣ等も含む）
（２）各種ソフトウェア

計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

使用機器・ソフトウェアの手配1.1

計測準備１

5

機器構成例
（固結工の場合）

機器構成例
（バーチカルドレーン工の場合）

機器構成例
（サンドコンパクションパイル工の場合）

施工履歴データ

出来形帳票作成
ソフトウェア

出来形管理資料

地盤改良設計
データ作成
ソフトウェア

地盤改良設計データ

地盤改良設計データ

杭番号 施工開始時の
撹拌装置の回転軸中心（ｘ,ｙ）

Ａ－１ ｘ○○○.○○○ ｙ○○○.○○○
Ａ－２ ｘ○○○.○○○ ｙ○○○.○○○
Ａ－３…

…

…
…

…
…

撹拌装置位置データ
施工管理データ帳票（例）

下記のいずれか１つを作成

施工履歴データ

出来形帳票作成
ソフトウェア

出来形管理資料

地盤改良設計データ
作成ソフトウェア

地盤改良設計データ

地盤改良設計データ

打設番号 施工開始時の
ケーシングの位置（ｘ,ｙ）

01－a ｘ○○○.○○○ ｙ○○○.○○○
03－a ｘ○○○.○○○ ｙ○○○.○○○
05－a…

…

…
…

…
…

打設装置位置データ
施工管理データ帳票（例）

ICT地盤改良機械

施工履歴データ

出来形帳票作成
ソフトウェア

出来形管理資料

ドレーン等設計データ
作成ソフトウェア

ドレーン等設計データ

ドレーン等設計データ

打設番号 施工開始時の
打設装置の位置（ｘ,ｙ）

Ａ－１ ｘ○○○.○○○ ｙ○○○.○○○
Ａ－２ ｘ○○○.○○○ ｙ○○○.○○○
Ａ－３…

…

…
…

…
…

打設装置位置データ
施工管理データ帳票（例）

ICT地盤改良機械



計測に必要な機器類の性能などを確認します。

（１）計測性能の確認
（２）精度管理の確認

（１）計測性能の確認

使用機器類の性能確認1.2

計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

6

ＩＣＴ地盤改良機械の作業装置位置の測定精度は、下記の要因により変化する。

①ＲＴＫ－ＧＮＳＳの位置精度（ＧＮＳＳを測位に使用する場合）

②ＴＳ等光波方式の器械設置・計測誤差（ＴＳ等光波方式を測位に使用する場合）

③ソフト処理上の丸め誤差

④機械の劣化（刃先の磨耗を含む）

様々な誤差要因が考えられるため、現場における精度確認試験により精度管理を行う必要がある。

ＩＣＴ地盤改良機械とは、本資料の「1.3 ＩＣＴ地盤改良機械の機能確認」に示す機能を有する地盤改良

機械のこと。

ＩＣＴ地盤改良機械
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合

計
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１）固結工の場合

（２）精度管理の確認

ＩＣＴ建設機械の作業装置位置記録システムの管理が適正に行われていることを確認するため、着工前に現場の

平坦な場所において精度確認試験を実施する。

１）固結工の場合

２）バーチカルドレーン工の場合

３）サンドコンパクション工の場合

事前の精度確認（着工前の精度確認）

■実施時期：施工着手前、工事毎に１回実施する

■実施内容：①位置測定精度の確認

②攪拌翼の径の確認

③評価基準の確認

④結果の提出

地盤改良の着工前に、撹拌装置の位置計測についてのキャリブレーションが完了したＩＣＴ地盤改良機

械を用い、撹拌装置位置データの測定精度を試験杭（施工初回の杭）のみ確認する。なお、スラリー撹拌

工の施工期間が６か月を超える場合は、確認頻度を別途協議する。確認は以下の A）、B）のいずれかの方

法によって行う。精度確認結果は、様式に従って記録し、提出する。

※測定精度は、本資料の巻末を参照してください。
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①位置測定精度の確認

A）ｘ,ｙ座標の精度をＴＳ等光波方式で確認し、施工基面からの深度（Ｈ）をレベルや水糸等で確認する方法

• 施工に使用するＩＣＴ地盤改良機械を現場内の平坦な場所に静置する。

• 設計の杭芯位置に、ＴＳ等で目串等のポイントを設置する。

• ガイダンス機能を用いて撹拌装置先端の中心を設計の杭芯位置に合わせる。

• 目串等の位置と攪拌装置の中心軸とのｘ,ｙの各成分の差が±100mm以内であることを確認する。

■ｘ,ｙ座標の確認

以下のⅰ）、ⅱ）のいずれかの方法で確認する。

ⅰ）ＩＣＴで撹拌装置の標高（ｚ）を計測している場合

• 撹拌装置軌跡データと計測している点のｚ座標をＴＳ等光波方式又はレベル又は標尺と水準器等を

用いて計測する。

• 計測と同時にＩＣＴ地盤改良機械の車載モニターに表示される撹拌装置のｚ座標を記録する。

• 両者の撹拌装置の標高（ｚ）を比較し、差が±100mm以内であることを確認する。

■施工基面からの深さ（Ｈ）または標高（ｚ）をレベル等で確認

ⅱ）撹拌装置を０セットした高さからの深度（Ｈ）を計測している場合

• 撹拌装置を任意の高さに静置する。その際、撹拌装置は鉛直に立てる。

• 撹拌装置の高さ計測値を車載モニター上で０セットすると同時に、撹拌装置の高さをＴＳ等光波方

式又はレベル、又は標尺と水準器で計測する（計測に用いるベンチマークのｚ座標は公共座標系で

ある必要はなく、本精度確認のために仮に設置した高さの基準を用いてよい）。また、撹拌装置の

どこを計測箇所として選ぶかについても任意であり、部材のジョイント部等、高さをあたるのに分

かりやすい箇所を選んでよい）。

• 撹拌翼を高さ方向に１ｍ以上動かす。この時、撹拌翼をとりつけた状態では１ｍ以上の動作が困難

である場合は、撹拌翼を取り外した状態で行ってもよい。

• 車載モニターの表示から撹拌装置の高さ方向の移動量を記録する。

• 撹拌翼の高さ方向の移動量をＴＳ等光波方式又はレベル、又は標尺と水準器等を用いて計測する。

• 両者を比較し、差が±50mm以内であることを確認する。
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位置測定精度の確認

②攪拌翼の径の確認

撹拌翼の径φを実測し、設計杭径Ｄ以上であることを確認する。確認結果は様式に従って記録する。

③評価基準の確認

計測結果を従来手法による計測結果と比較し、その差が適正であることを確認する。

固
結
工
の
場
合
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④結果の提出

精度確認の実施結果を記録・提出する。

固
結
工
の
場
合
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現場ごとに１回、試験杭又は最初に施工する改良体において、ＩＣＴ地盤改良機が計測する深度と、残尺

計測による深度との差が±100mm 以内となるように、深度計のキャリブレーションを行う。

■実施時期：施工着手前、工事毎に１回実施する

 ※キャリブレーションが完了したＩＣＴ地盤改良機械を用いること

⚫ 前述の事前精度確認試験方法に従い、１ｍ程度の長さで深度計

キャリブレーションを実施し、実測値と計器値を校正している

が、撹拌装置の貫入が深くなると、実測値と計器値の誤差が生

じる可能性があるため、改めて地中貫入を行って実測値と計器

値を合わせる必要がある。そこで、ＩＣＴ地盤改良機械が計測

し、車載モニターに表示するとともに、出来形管理資料作成の

ために記録する撹拌装置の深さ計測値と、残尺計測による深さ

計測値との差が±100mm以内となるように、深度計のキャ

リブレーションを行う。地中貫入を行ってのキャリブレーショ

ンは、現場ごとに１回、試験杭又ははじめに施工する改良体の

施工において実施する。

⚫ キャリブレーション後、ＩＣＴ地盤改良機械が計測する深度と

残尺計測による深度の確認結果報告書を作成・提出する。

地中貫入を行っての深さ計測値のキャリブレーション
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■実施時期：施工着手前、工事毎に１回実施する

■実施内容：①位置測定精度の確認

②深さ（H）または標高（ｚ）の測定精度の確認

③評価基準の確認

④結果の提出

施工着工前に、ドレーン等の先端位置計測についてのキャリブレーションが完了したＩＣＴ地盤改良機

械を用い、ドレーン等の先端位置データの測定精度を試験打設（当該現場で初回に施工するドレーン等）

により確認する。なお、施工期間が６か月を超える場合は、確認頻度を別途協議する。確認は以下の方法

を参考にして行う。精度確認結果は、様式に従って記録し、提出する。

①位置測定精度の確認

• 施工に使用するＩＣＴ地盤改良機械を現場内の平坦な場所に静置する。

• ガイダンス機能を用いて打設ロッド先端の中心を設計の杭芯位置に合わせる。

• ドレーン等の先端の平面位置を下げ振り等をガイドに地面にマーキングする。

• ＩＣＴ地盤改良機を移動させた後、マーキング位置をＴＳで計測し、設計の打設位置とのｘ,ｙの各成分

の差が±50mm 以内であることを確認する。

２）バーチカルドレーン工の場合

事前の精度確認（着工前の精度確認）
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②深さ（Ｈ）または標高（ｚ）測定精度の確認

ⅰ）ＩＣＴでドレーン等の先端の標高（ｚ）を計測している場合

• 施工に使用するＩＣＴ地盤改良機械を現場内の平坦な場所に静置する。

• ドレーン等の先端のｚ座標をＴＳ等光波方式またはレベルで計測する※。

• 計測と同時にＩＣＴ地盤改良機械の車載モニターに表示されるドレーン等の先端のｚ座標を記録する。

• 両者の標高（ｚ）を比較し、差が±50mm 以内であることを確認する。

ⅱ）ドレーン等の先端を０セットした高さからの深度（Ｈ）を計測している場合

• 施工に使用するＩＣＴ地盤改良機械を現場内の平坦な場所に静置する。

• ドレーン等の先端を任意の高さにセットする。その際、打設ロッドは鉛直に立てる。

• ドレーン等の先端の高さ計測値を車載モニター上で０セットすると同時に、ドレーン等の先端の高さを

ＴＳ等光波方式またはレベルで計測する※。

• ドレーン等の先端を高さ方向に１ｍ以上動かす。

• 車載モニターの表示からドレーン等の先端の高さ方向の移動量を記録する。

• ドレーン等の先端の高さ方向の移動量をＴＳ等光波方式又はレベル等を用いて計測する。

• 両者を比較し、差が±50mm以内であることを確認する。

※どこを計測箇所として選ぶかについては任意であり、ドレーン等の先端以外にも、打設ロッドのジョイン

ト部等、高さをあたるのに分かりやすい箇所を選んでよい。打設ロッド等に直接マーキングを行い計測箇

所としてもよい。
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③評価基準の確認

計測結果を従来手法による計測結果と比較し、その差が適正であることを確認する。

位置測定精度の確認基準

④結果の提出

精度確認の実施結果を記録・提出する。
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３）サンドコンパクションパイル工の場合

■実施時期：試験打設時に１回

■実施内容：①ケーシング先端の位置計測精度の確認（平面位置測定精度の確認）

②ケーシング先端の位置計測精度の確認（深さ（Ｈ）または標高（ｚ）測定精度の確認）

③砂杭径の計測精度確認

④評価基準の確認

⑤結果の提出

※これらの試験以外に、杭100本に1回の割合で使用材料の細粒分含有率＜15%であることを確認する。

①ケーシング先端の位置計測精度の確認（平面位置測定精度の確認）

ケーシングの先端位置および砂杭径の測定精度確認のため、ＩＣＴ地盤改良機械による精度確認試験を
実施する。精度確認試験は「ケーシング先端の位置計測精度確認試験」、「砂杭径の計測精度確認試験」
を実施する。各試験の実施時期は両試験とも、サンドコンパクションパイルの試験打設時に１回実施する。
これらの試験以外に、施工中の材料管理として、杭100本につき１回の割合で、使用材料の細粒分含有率
が15％未満であることを確認する。細粒分含有率が15％以上となった場合は、細粒分含有率※が15％未
満の材料に変更するとともに、新たな材料について土質試験を実施して体積圧縮率を見直したうえで、
「砂杭径の計測精度確認試験」を再度実施する。
※細粒分含有率は、根入れ長さあたりの砂投入量から砂杭径を計算する際に用いられる定数であるため、
使用材料が変わるたびに確認する必要がある。

• 施工に使用するＩＣＴ地盤改良機械を現場内の平坦
な場所に静置する。

• ガイダンス機能を用いてケーシング先端の中心を設
計の杭芯位置に合わせる。

• ドレーン等の先端の平面位置を、下げ振り等をガイ
ドに地面にマーキングする。

• ＩＣＴ地盤改良機を移動させた後、マーキング位置
をＴＳで計測し、設計の打設位置とのｘ,ｙの各成分
の差が±50mm以内であることを確認する。
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事前の精度確認（着工前の精度確認）
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②ケーシング先端の一計測精度の確認（深さ（Ｈ）または標高（ｚ）測定精度の確認）

ⅰ）ＩＣＴでケーシングの先端の標高（ｚ）を計測している場合

• 施工に使用するＩＣＴ地盤改良機械を現場内の平坦な場所に静置する。

• ケーシングの先端のｚ座標をＴＳ等光波方式またはレベルで計測する※。

• 計測と同時にＩＣＴ地盤改良機械の車載モニターに表示されるケーシングの先端のｚ座標を記録する。

• 両者の標高（ｚ）を比較し、差が±50mm以内であることを確認する。

ⅱ）ケーシングの先端を０セットした高さからの深度（Ｈ）を計測している場合

• 施工に使用するＩＣＴ地盤改良機械を現場内の平坦な場所に静置する。

• ケーシングの先端を任意の高さにセットする。その際、ケーシングは鉛直に立てる。

• ケーシングの先端の高さ計測値を車載モニター上で０セットすると同時に、ケーシングの先端の高さを

ＴＳ等光波方式またはレベルで計測する※。

• ケーシングの先端を高さ方向に１ｍ以上動かす。

• 車載モニターの表示からケーシングの先端の高さ方向の移動量を記録する。

• ケーシングの先端の高さ方向の移動量をＴＳ等光波方式又はレベル等を用いて計測する。

• 両者を比較し、差が±50mm以内であることを確認する。

※どこを計測箇所として選ぶかについては任意であり、ケーシングの先端以外にも、ケーシング側面の溶接

箇所等、高さをあたるのに分かりやすい箇所を選んでよい。ケーシングに直接マーキングを行い計測箇所

としてもよい。
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③砂杭径の計測精度確認試験

• ＩＣＴ地盤改良機械を用いて杭を打設する。

• 施工中ＩＣＴで記録した一定の根入れ長あたりの砂投入量と、使用材料の体積圧縮率をもとに、砂杭径

の計算値を算出する。

• 杭頭を掘り起し、砂杭径を実測し、

a．実測値が計算値を上回っている場合：工事における掘り起こしによる砂杭径の出来形確認は省略す

る。

b．実測値が計算値を下回っている場合：従来の出来形管理基準を参考に、サンドコンパクションパイ

ル100本に1本の頻度で砂杭径の確認を行う。
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④評価基準の確認

計測結果を従来手法による計測結果と比較し、その差が適正であることを確認する。

ケーシング先端の位置計測精度・砂杭径の計測精度の確認基準

⑤結果の提出

精度確認の実施結果を記録・提出する。
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ＩＣＴ地盤改良機械は以下の機能を有するものとし、機械の開発会社や各工法協会等が提示する機械の仕様を示す資
料その他によって確認する。

（１）固結工の場合
（２）バーチカルドレーン工の場合
（３）サンドコンパクションパイル工の場合

ＩＣＴ地盤改良機械の機能確認1.3
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（１）固結工の場合

使用するＩＣＴ地盤改良機械は、ＲＴＫ－ＧＮＳＳ等によって取得した施工開始時の撹拌装置の回転軸中心の
平面位置（ｘ,ｙ）と深度計等で計測する施工基面からの深さ（Ｈ）（又は標高（ｚ））を使って撹拌装置の位置
を出来形として記録する機能を持つものとする。
また、このデータとは別に、改良体ごとの施工管理データを画面表示・記録する機能を持つものとする。
現場に導入するシステムが、このような機能を持っていることを事前に確認する。

１）施工装置位置データによる撹拌判定・表示機能
２）改良材吐出量等計測・表示機能
３）杭径設定機能
４）施工完了範囲の判定・表示機能
５）出来形管理資料作成機能固

結
工
の
場
合

１）施工装置位置データによる撹拌判定・表示機能

• 施工完了の判定を次の基準に従って行える機能：各改良箇所において、施工開始時の杭芯位置と、設計上の
杭芯位置とのずれがｘ,ｙ各成分について杭径Ｄの８分の１（Ｄ／８）以内であり、かつ設計上の深度（又は
最深部の標高）以深に撹拌翼先端が達した場合、当該改良体を施工済みと判定する。ただし、着底管理の場
合は、従来どおりの着底判断基準を用いる。

• 施工済み範囲の表示方法：平面図上に図示した施工済み箇所に完了を示す着色をして表示できる機能。
• 複数の回転軸がある場合、各回転軸の中心で設計の杭芯位置（ｘ,ｙ）に対する差（Δｘ,Δｙ）を管理できる機能。
• 以下の数値を改良体の天端高として自動記録又はオペレータの操作によりcm単位で記録する機能。

①貫入吐出の工法の場合：撹拌装置貫入時、空打ち部を経てスラリー吐出を伴う攪拌混合を開始する時点
の吐出口の深度（Ｈ）又は標高（ｚ）

②引抜き吐出の工法の場合：改良体天端付近でスラリー吐出を伴う攪拌混合を終了する時点の吐出口の深
度（Ｈ）又は標高（ｚ）
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３）杭径設定機能

• 施工範囲を地盤改良設計データで指定される管理ブロックに分割し、車載モニターに表示する機能。

４）施工完了範囲の判定・表示機能

• 受注者が定める施工管理値（改良材吐出量・撹拌回数等）を施工中リアルタイムで車載モニターに表示し、

これをオペータが確認しながら施工できる機能。モニターへの表示方法については受注者の任意とする。

５）出来形管理資料作成機能

• ＩＣＴ地盤改良機械より取得する施工履歴データを用いて、出来形管理資料を作成する機能。

固
結
工
の
場
合

２）改良材吐出量等計測・表示機能

• 改良体ごとに累積又は深度１ｍ当りの改良材吐出量及び攪拌回数を車載モニターに表示するとともに記録す

る機能。
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（２）バーチカルドレーン工の場合

使用するＩＣＴ地盤改良機械は、ＲＴＫ－ＧＮＳＳ等によって取得した施工開始時のドレーン等の先端の位置

（ｘ,ｙ）と深度計等で計測するドレーン等の先端の施工基面からの深さ（Ｈ）（又は標高（ｚ））を使ってド

レーン等の先端位置を出来形として記録機能を持つものとする。

また、このデータとは別に、改良体ごとの施工管理データを画面表示・記録する機能を持つものとする。

現場に導入するシステムが、このような機能を持っていることを事前に確認する。

１）攪拌装置位置データによる撹拌判定・表示機能

２）出来形管理資料作成機能

１）施工装置位置データによる撹拌判定・表示機能

• 施工完了の判定を次の基準に従って行える機能：各改良箇所において、施工開始時の打設位置と、設計上の

打設位置とのずれがｘ,ｙ各成分について±50mm以内であり、かつ設計上の深度（又はドレーン等の最深

部の標高）以深にドレーン等の先端が達した場合、当該箇所を施工済みと判定する。ただし、ドレーン等の

打止めの深度を、地表面からの打込みの深度ではなく、目標の地層に到達させ打止まりとする等、特定の指

標により打止めを判断する管理（打止め管理とよぶ）を行う場合は、従来どおりの打止め判断基準を用いる。

• 施工済み範囲の表示方法：平面図上に図示した施工済み箇所に完了を示す着色をして表示できる機能。

２）出来形管理資料作成機能

• ＩＣＴ地盤改良機械より取得する施工履歴データを用いて、出来形管理資料を作成する機能。
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（３）サンドコンパクションパイル工の場合

使用するＩＣＴ地盤改良機械は、ＲＴＫ－ＧＮＳＳ等によって取得した施工開始時のケーシングの先端の位置

（ｘ,ｙ）と深度計等で計測するケーシングの先端の施工基面からの深さ（Ｈ）（又は標高（ｚ））を使ってケー

シングの先端位置を出来形として記録する機能を持つものとする。

また、一定の打込み長さあたりの砂投入量をリアルタイムで車載モニターに表示する機能を持つものとする。

モニターへの表示方法については、受注者の任意とする。

また、これらのデータとは別に、改良体ごとの施工管理データを画面表示・記録する機能を持つものとする。

現場に導入するシステムが、このような機能を持っていることを事前に確認する。

１）攪拌装置位置データによる撹拌判定・表示機能

２）施工完了範囲の判定・表示機能

３）出来形管理資料作成機能

１）施工装置位置データによる撹拌判定・表示機能

• 下記の①，②の条件をともに満足した場合、当該箇所を施工済みと判定する機能。

①各改良箇所において、施工開始時の杭芯位置と、設計上の打設位置とのずれがｘ,ｙ各成分について

±50mm以内であり、かつ設計上の深度（又はケーシングの最深部の標高）以深にケーシングの先端が

達している。ただし、着底管理の場合は、従来どおりの着底判断基準を用いる。

②各改良箇所において、一定の打込み長さあたりの砂投入量を計測し、設計砂投入量以上の値であること

を判定する。

• 施工済み範囲の表示方法：平面図上に図示した施工済み箇所に完了を示す着色をして表示できる機能。

３）出来形管理資料作成機能

• ＩＣＴ地盤改良機械より取得する施工履歴データを用いて、出来形管理資料を作成する機能。
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２）施工完了範囲の判定・表示機能

• 一定の打込み長さあたりの砂投入量を計測し、さらに施工中リアルタイムで車載モニターに表示し、これを

オペレータが確認しながら施工できる機能。モニターへの表示方法については、受注者の任意とする。



現場の条件に応じたＩＣＴ地盤改良機械の設定を行い、ＲＴＫ－ＧＮＳＳ等で取得した撹拌装置の位置をもとに地盤
改良を正しく行うために下記の項目について設定を行う。

（１）施工箇所の設定
（２）施工管理値の設定（固結工の場合）
（３）攪拌装置の径の設定（固結工の場合）

ＩＣＴ地盤改良機械の設定1.4
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（１）施工箇所の設定

ＩＣＴ地盤改良機械に固結工の場合は地盤改良設計データを、バーチカルドレーン工の場合はドレーン等設計

データを入力し、改良体またはドレーンの配置と改良体番号または打設番号が車載モニターに正しく平面図表示さ

れていることを確認するとともに、改良体番号または打設番号で指定した任意の改良体が、平面図上の正しい位置

に表示されることを確認する。

（２）施工管理値の設定（固結工の場合）

所要の撹拌回数及び改良材吐出量は、受注者の提案する管理値を監督職員の承諾のもと設定する。

（３）攪拌装置の径の設定（固結工の場合）

使用する撹拌装置の径を実測し、ＩＣＴ地盤改良機械に入力する。



施工装置位置データの計測器のキャリブレーションを施工着手までに行う。

ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いてＩＣＴ地盤改良機械の測位を行う場合は、ＲＴＫ－ＧＮＳＳ基準局を工事基準点に設置す

る。ネットワーク型ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いる場合は、この作業は不要である。ＴＳ等光波方式を用いてＩＣＴ地盤改

良機械の測位を行う場合は、工事基準点を用いて器械設置を行う。

施工装置位置データ計測器のキャリブレーション2.1
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ＧＮＳＳ等の設置2.2

24

施工装置（固結工の場合は撹拌装置、バーチカルドレーン工の場合はドレーン等先端位置、サンドコンパクショ

ンパイル工の場合はケーシング先端位置）のキャリブレーションを行い精度を担保する。

ＩＣＴ地盤改良機械を構成する機器にＲＴＫ－ＧＮＳＳを含む場合には、施工着手までにＲＴＫ－ＧＮＳＳ基準

局を設置する必要がある。

ネットワーク型ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いる場合は、この作業は不要である。

なお、施工履歴データとして記録する撹拌装置の位置は、平面位置（ｘ,ｙ）については監督職員に指示を受けた

基準点と同じ座標系にて記録することとし、深度方向の位置については、施工基面からの深度（Ｈ）、又は標高

（ｚ）のいずれかを記録することとする。

作業装置位置（固結工の場合は撹拌装置、バーチカルドレーン工の場合はドレーン等先端位置、サンドコンパクショ

ンパイル工の場合はケーシング先端位置）の取得精度を確保するため、施工着手前に精度確認試験を行う。

事前の測定精度確認2.3

ＩＣＴ地盤改良機械を用いた施工に着手する前に、「施工履歴データの事前精度確認試験実施手順書及び試験結

果報告書」に従い現場において精度確認試験を実施し、結果を提出する。



ＩＣＴ地盤改良機械による施工後、施工履歴データを取出し、出来形を把握する。

出来形管理2.4
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ＲＴＫ－ＧＮＳＳにより施工位置を管理

（ＩＣＴモニターで施工時も確認が可能）

施工器機システムにより施工深度を管理

（ＩＣＴモニターで施工時も確認が可能）

施工時の撹拌状況、固化改良材注入量を時系

列で記録し、出来形（品質）管理

（１）固結工の場合

施工管理図を出力し、施工完了範囲を確認し、

出来形管理とする

Ａパターン Ｂパターン

No.3 No.4 No.5

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

施工位置の管理

深度管理

施工管理図の出力

施工状況を記録
出来形（品質）管理

固
結
工
の
場
合



計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

26

（２）バーチカルドレーン工の場合

バ
ー
チ
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ル
ド
レ
ー
ン
工
の
場
合

施工位置の管理

深度管理

施工管理図の出力

施工状況を記録
出来形（品質）管理

ＲＴＫ－ＧＮＳＳにより施工位置を管理

（ＩＣＴモニターで施工時も確認が可能）

施工器機システムにより施工深度を管理

（ＩＣＴモニターで施工時も確認が可能）

施工管理図を出力し、施工完了範囲を確認し、

出来形管理とする

施工時の撹拌状況、固化改良材注入量を時系

列で記録し、出来形（品質）管理
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（３）サンドコンパクションパイル工の場合
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施工位置の管理

深度管理

施工管理図の出力

施工状況を記録
出来形（品質）管理

ＲＴＫ－ＧＮＳＳにより施工位置を管理

（ＩＣＴモニターで施工時も確認が可能）

施工器機システムにより施工深度を管理

（ＩＣＴモニターで施工時も確認が可能）

№3+0 №3+14

01

02

03

04

05

06

07

08

a b c d e f g h i j k

施工管理図を出力し、施工完了範囲を確認し、

出来形管理とする

工事名 ： ○○○○造成工事

１号機 杭番号 01-a 杭種：１

施工者 ： ○○○○○株式会社

施工日 ： ○○○○年○月○日

施工時の撹拌状況、固化改良材注入量を時系

列で記録し、出来形（品質）管理



出来形管理資料の作成3.1
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全体改良範囲図・杭芯位置管理表と、施工管理データを施工時の日常管理資料として作成し、出来形管理資料として

提出する。

（１）固結工の場合

（２）バーチカルドレーン工の場合

（3）サンドコンパクションパイル工の場合

【必須のデータ項目】

全体改良範囲図の、撹拌済み管理ブロックを示す領域の

色や、表示するデータ項目は受注者の任意とするが、下記

のデータ項目は含むこと。

• 工事名、受注会社名

• 工期

• 施工範囲（STA、No.等）

• ＩＣＴ地盤改良機械名（地盤改良機械本体とＩＣＴ

の名称が別の場合、それぞれ記載）

（１）固結工の場合

１）全体改良範囲図

• 全体改良範囲図は、撹拌済みの改良体を平面図上に着色表示したものである。

• 攪拌装置位置データを基に、「1.3 ＩＣＴ地盤改良機械の機能確認 １）施工装置位置データによる撹拌判

定・表示機能」に示す判定基準により当該改良体を撹拌済みの改良体と判定する。

固
結
工
の
場
合
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２）杭芯位置管理表

• 施工履歴データを元に、以下のデータを杭芯位置管理表としてとりまとめる。

①各改良体の設計の杭芯位置（ｘ,ｙ）及び改良体天端の深さ（Ｈ）又は標高（ｚ）

②各改良体の施工開始時の回転軸中心位置（ｘ,ｙ）及び改良体天端の深度（Ｈ）又は標高（ｚ）

③上記①と上記②の差（Δｘ,Δｙ,ΔＨ（又はΔｚ））

※撹拌翼の回転軸が複数ある場合は、それぞれの回転軸についてｘ,ｙ,ｚ,Δｘ,Δｙ,ΔＨ（又はΔｚ）を記

載する。

固
結
工
の
場
合
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３）施工管理データ帳票

• 施工管理データ帳票は、施工品質を担保するために施工中に計測、管理している数値、経時変化の帳票である。

施工管理データ帳票の様式は受注者の任意とする。データ項目例及び帳票記載項目の一例を下記に示す。

【データ項目例】

• 工事名

• 施工日

• 改良体番号（全体改良範囲図で対応する位置が分かるもの）

• 施工時間

• 電流値又は回転トルク

【必須のデータ項目】

• 深度１ｍあたりの羽根切り回数又は軸回転数（（回/ｍ）又は（rpm））

• 深度１ｍあたりのスラリー（改良材）吐出量（（Ｌ/ｍ）又は（Ｌ/分））

• 着底部付近については、深度100mmごとの速度、電流値を表形式で施工管理データ帳票に併記するか別途作成

する。

固
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施工管理データ帳票作成例（１）

固
結
工
の
場
合



計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

32

施工管理データ帳票作成例（２） 施工管理データ帳票作成例（３）

固
結
工
の
場
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（２）バーチカルドレーン工の場合

１）全体改良範囲図

• 全体改良範囲図は、打設済みのドレーン等を平面図上に着色表示したものである

• 打設ロッド位置データを基に、 「1.3 ＩＣＴ地盤改良機械の機能確認 １）施工装置位置データによる撹拌判

定・表示機能」に示す判定基準により当該ドレーン等を打設済みのドレーン等と判定する。

• 全体改良範囲図の、打設済みを示すドレーン等の色や、表示するデータ項目は受注者の任意とするが、下記の

必須のデータ項目を含むこと。

【必須のデータ項目】

• 工事名、受注会社名

• 工期

• 施工範囲（STA、No.等）

• ＩＣＴ地盤改良機械名（地盤改良機械本

体とＩＣＴの名称が別の場合、それぞれ

記載）

バ
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２）杭芯位置管理表

• 施工履歴データを元に、以下のデータを杭芯位置管理表としてとりまとめる。
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①各ドレーン等の設計の杭芯位置（ｘ,ｙ）及びドレーン等天端の深さ（Ｈ）又は標高（ｚ）

②各ドレーン等の施工開始時の打設ロッド中心位置（ｘ,ｙ）及びドレーン等天端の深度（Ｈ）又は標高（ｚ）

③上記①と上記②の差（Δｘ,Δｙ,ΔＨ（又はΔｚ））

杭芯位置管理表作成例
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理
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３）施工管理データ帳票

• 施工管理データ帳票は、施工品質を担保するために施工中に計測、管理している数値、経時変化の帳票である。

施工管理データ帳票の様式は受注者の任意とする。データ項目例及び帳票記載項目の一例を下記に示す。

【データ項目例】

• 工事名

• 施工日

• ドレーン等番号（全体改良範囲図で対応する位置が分かるもの）

• ドレーン先端の深度

• 圧力
バ
ー
チ
カ
ル
ド
レ
ー
ン
工
の
場
合

施工管理データ帳票作成例
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（３）サンドコンパクションパイル工の場合

１）全体改良範囲図

• 全体改良範囲図は、打設済みのドレーン等を平面図上に着色表示したものである

• ケーシング先端の位置データを基に、「1.3 ＩＣＴ地盤改良機械の機能確認 １）施工装置位置データによる

撹拌判定・表示機能」に示す判定基準により当該箇所を打設済みの砂杭と判定する。

• 全体改良範囲図の、打設済みを示す砂杭の色や、表示するデータ項目は受注者の任意とするが、下記の必須の

データ項目を含むこと。

【必須のデータ項目】

• 工事名、受注会社名

• 全体改良範囲図に示す範囲の施工開始日・終了日

• 施工範囲（STA、No.等）

• 工法名

サ
ン
ド
コ
ン
パ
ク
シ
ョ
ン
パ
イ
ル
工
の
場
合
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２）杭芯位置管理表

• 施工履歴データを元に、以下のデータを杭芯位置管理表としてとりまとめる。

①砂杭の設計の杭芯位置（ｘ,ｙ）及び砂杭天端の深さ（Ｈ）又は標高（ｚ）

②砂杭の施工開始時の打設ロッド中心位置（ｘ,ｙ）及び砂杭天端の深度（Ｈ）又は標高（ｚ）

③上記①と上記②の差（Δｘ,Δｙ,ΔＨ（又はΔｚ））

サ
ン
ド
コ
ン
パ
ク
シ
ョ
ン
パ
イ
ル
工
の
場
合

杭芯位置管理表作成例
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３）施工管理データ帳票

• 施工管理データ帳票は、施工品質を担保するために施工中に計測、管理している数値、経時変化の帳票である。

施工管理データ帳票の様式は受注者の任意とする。データ項目例及び帳票記載項目の一例を下記に示す。

【データ項目例】

• 工事名

• 施工日

• 杭番号（全体改良範囲図で対応する位置が分かるもの）

• ケーシングの打込み長さ（杭長）（ｍ）

• 深度１ｍあたりの砂投入量（㎥／ｍ）

サ
ン
ド
コ
ン
パ
ク
シ
ョ
ン
パ
イ
ル
工
の
場
合

施工管理データ帳票作成例



◆ 参考資料

計測性能及び精度管理
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1）適用工種
適用工種・適用機種に該当している工種を記載する。

2）適用区域
３次元計測を行う範囲を明記する。また、平面図上に当該工事の実施範

囲を示し、３次元計測技術による出来形管理範囲と「土木工事施工管理基
準及び規格値（案）」による出来形管理範囲を塗り分ける。

3）出来形計測箇所、出来形管理基準及び規格値・出来形管理写真基準
「設計図書」及び「出来形管理基準及び規格値」の測定基準に基づいた

出来形計測箇所を記載する。自主管理するための任意の計測箇所について
は、記載不要である。

4）使用機器・ソフトウェア

記載事項

記載事項

記載事項

提出書類 ◼ 適正な精度管理の記録
・着工前の精度確認試験結果

記載事項

5）施工装置の精度確認試験計画 記載事項

40

①機器構成
利用する機器及びソフトウェアについて、施工計画書に記載する。

②３次元計測技術本体 （ICT建設機械本体）
利用する３次元計測技術本体が下記と同等以上の計測性能を有し、適正な
精度管理が行われていることを、施工計画書の添付資料として提出する。

③ソフトウェア
使用するソフトウェア（ソフトメーカー、ソフトウェア名、バージョン）を記載す
る。カタログや仕様書は不要である。

「施工履歴データの事前精度確認試験実施手順書及び試験結果報告書」を参
照し、精度確認の計画について記載する。

施工装置（固結工の場合は撹拌装置、バーチカルドレーン工の場合はドレーン等先端位置）
の位置測定精度の確認と確保を目的とした撹拌装置の精度確認試験の計画について示す。

施工計画への記載事項・提出書類

記載事項
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■固結工の場合 適用工種及び工法は表１のとおりである。ここで、スラリー撹拌工とは、地盤中にセメント又はセメント

系固化材をスラリー状で圧送し、撹拌翼で原地盤と撹拌・混合することにより均一な改良体（コラム）を造

成する工法である。適用工種を「土木工事施工管理基準及び規格値（案）」における分類で示すと、表２の

とおりである。

（参考）適用工種区分

表１ 適用対象工種及び工法

表２ 適用工種区分



（参考）適用工種区分
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■バーチカルドレーン工の場合 適用工種及び工法は表１のとおりである。ここでバーチカルドレーン工とは、軟弱地盤中にペー

パーボードやプラスチックボード等のドレーン材を鉛直に多数打設し、その排水効果によって地盤の

圧密を促進し、地盤を強固にする工法のことである。適用工種を「土木工事施工管理基準及び規格値

（案）」における分類で示すと、表２のとおりである。

表１ 適用対象工種及び工法

表２ 適用工種区分



（参考）適用工種区分
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■サンドコンパクションパイル工
の場合

適用工種及び工法は表１のとおりである。ここでサンドコンパクションパイル工とは、地盤内に鋼

管を貫入して管内に砂等を投入し、振動により締め固めた砂杭を地盤中に造成する工法である。適用

工種を「土木工事施工管理基準及び規格値（案）」における分類で示すと、表２のとおりである。

表２ 適用工種区分

表１ 適用対象工種及び工法

適用対象工種・工法 概要図 施工方法 改良材 改良深度 

 

（施工履歴データで 

杭芯位置・投入砂量・打込

長さを記録できるもの） 

 

地中に貫入した

ケーシングパイ

プを引き抜いて

砂を地盤中に排

出後、ケーシン

グパイプを再度

打ち戻すことで、

締め固まった砂

杭を造成する。 

砂等 

※ただし、基準類で定められ

た品質の材料（例：「道路

土工－軟弱地盤対策工

指針（平成 24 年度版）」

p.281 解図 6-76 に規定さ

れている「サンドコンパク

ションパイルの実績の範

囲」の粒度分布の砂）を使

用するものに限る。 

最大 

45m 程度※ 

 

GNSSアンテナ
（2基）

ケーシング
パイプ

締固め改良工 
（サンドコンパク
ションパイル工） 



（参考）地盤改良設計データ作成ソフトウェア（固結工の場合）

１）地盤改良設計データの入力機能

①座標系の選択機能

地盤改良設計データの座標系を選択する機能。

②地盤改良設計データの入力機能

設計図書等に基づき、地盤改良設計データをＩＣＴ地盤改良機に入力する機能。

撹拌装置の回転軸が複数である場合、杭芯位置は各軸について入力できること。

２）地盤改良設計データの出力機能

上記で作成した地盤改良設計データを

監督職員が可読であるＣＳＶデータで出

力する機能。もしくは、地盤改良計測

データを監督職員が読み取ることが可能

なソフトの提出。

地盤改良設計データ
作成ソフトウェア

地盤改良設計データは、設計図書等に基づき、改良体番号・杭芯位置（ｘ,ｙ）（固結工で、撹拌装置が多

軸の場合は複数）・改良体天端の標高又は施工基面からの計画深度・改良体底面部の標高又は計画深度・杭

径Ｄ・施工基面の標高を入力したものである。

地盤改良設計データ作成ソフトウェア必須機能
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１．データ作成時の留意点
受注者は、設計図書に示される地盤改良範囲を示す平面

図、施工基面からの改良厚さ又は改良範囲下端部の標高を
示す縦断図などを用いて、地盤改良設計データを作成する。
以下に、地盤改良設計データ作成時の留意事項を示す。

２．準備資料
地盤改良設計データの作成に必要な準備資料は、下記の

２点である。

• 平面図（地盤改良範囲が明示されたもの）
• 縦断図（地盤改良深度又は地盤改良範囲の最下端の標
高が明示されたもの）

なお、準備資料の記載内容に地盤改良設計データの作成
において不足等がある場合は監督職員に報告し資料提供を
依頼すること。

３．地盤改良設計データの作成範囲
地盤改良設計データの作成範囲は、地盤改良範囲とする。
なお、当初の想定と地質分布が異なったり地中や周辺に

支障物がある等の理由で地盤改良範囲が設計図書と異なる
場合は監督職員と変更等の協議を行い、その結果を地盤改
良設計データの作成に反映させる。

４．管理ブロックサイズの設定
地盤改良設計データには、以下の設計情報を入力する。

• 改良体番号（番号のつけ方は任意）
• 杭芯位置（ｘ,ｙ）（多軸の場合は複数）
• 改良体天端の標高又は施工基面からの計画深度
• 改良体底面部の標高又は計画深度
• 杭径

• 施工基面の標高

（参考）地盤改良設計データの作成（固結工の場合）

５．着底管理にて施工を行う場合
試験施工によりボーリング調査結果と改良体を造成時の

電流値、貫入速度、その他の指標により着底完了を判定す
る基準を設けている工事（着底管理の工事）においては、
地盤改良設計データの改良体最下端の標高（又は深度）と
して、設計図書に示される標高（又は深度）か、施工前の
調査ボーリング等にて推定した支持層の分布から求まる標
高（又は深度）を入力しておく。
そして、施工中の所要の深度に達したか否かの判断には、

地盤改良設計データに入力した標高又は深度は用いず、試
験施工等の結果を踏まえ監督職員との協議により決めた着
底判断基準に基づき判断することとする。
着底管理の場合は、撹拌翼が地盤改良設計データに暫定

的に入力した標高（又は深度）に達していなくても着底判
断基準を満足していれば、「3.1 出来形管理資料の作成」
に示す全体改良範囲図に施工済みであることを示す着色を
行ってよい。
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（参考）地盤改良設計データの確認（固結工の場合）

■地盤改良設計データの確認
地盤改良設計データの間違いは、施工対象物が設計図

書に示されている位置、形状、深度と異なって施工され
てしまう事態を引き起こすので、受注者は地盤改良設計
データと設計図書を照合すること。
地盤改良設計データと設計図書との照合とは、地盤改

良設計データが設計図書を基に正しく作成されているも
のであることを確認することである。地盤改良設計デー
タと設計図書の照合結果については、「地盤改良設計

データチェックシート」に記入し提出する。
さらに、設計変更等で設計図書に変更が生じた場合は、

地盤改良設計データを変更し、再度確認を行う。
ここで、地盤改良設計データに入力された杭径Ｄにつ

いては、実際に施工に用いる地盤改良機の撹拌翼の径が、
設計の杭径以上であることを撹拌翼の実測により確認す
る。
確認結果は、「施工履歴データの事前精度確認試験実

施手順書及び試験結果報告書」に従い、様式に記入し提
出する。
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（参考）出来形帳票作成ソフトウェア（固結工の場合）

１．出来形管理基準上の管理項目の計算方法
従来は、改良体の基準高・杭芯間距離・杭径については、定量での抜き取りで、掘起し及び、レベル・メジャー等の実測に

より確認してきたが、以下のとおり施工履歴データを用いた管理に代える。なお、杭径については、施工着手前に工事ごとに

１回、撹拌翼の径をメジャーなど適切な測定機器で実測して確認することとし、これが杭径Ｄの設計値以上であることの確認

をもって掘起しによる確認を不要とする。

①基準高：基準高については、改良体天端の位置に改良材が基準流量以上吐出されかつ撹拌されていることを、施工履歴デー

タを用いた確認に代えることで、改良体天端の基準高が規格値を満足すると判断する。

②杭芯間距離：杭芯間距離については施工基面上で撹拌装置を杭芯位置に設置した時点の撹拌装置の回転軸中心の位置（ｘ,

ｙ）の施工履歴データを用いて、設計に対する杭芯位置の平面位置ずれ（Δｘ,Δｙ）を管理する。

③改良長：改良長については、改良材が吐出されている区間の最深部と天端部の高さを施工履歴データとして記録し、両者の

差から改良長Ｌを求める。

２．施工が完了した範囲の出力
地盤改良設計データと施工履歴データを用いて、所要の撹拌回数（軸回転数又は羽根切り回数）・改良材吐出量を満足して

施工が完了した改良体の位置を全体改良範囲図に着色して表示する。

３．出来形管理資料の出力
地盤改良設計データで規定された個々の改良体に対して、撹拌回数及び改良材吐出量、深度、改良長が規定値を満足してい

ることを確認できる施工管理データ帳票を出力・提出し、施工管理及び出来形管理を行う。

出来形帳票作成ソフトウェア必須機能

47

出来形帳票作成
ソフトウェア



（参考）ドレーン等設計データ作成ソフトウェア（バーチカルドレーン工の場合）

１）地盤改良設計データの入力機能

①座標系の選択機能

ドレーン等設計データの座標系を選択する機能。

②ドレーン等設計データの入力機能

設計図書等に基づき、ドレーン等設計データをＩＣＴ地盤改良

機に入力する機能。

２）地盤改良設計データの出力機能

上記で作成したドレーン等設計データを監督職員が可読であるＣ

ＳＶデータで出力する機能。もしくは、地盤改良計測データを監督

職員が読み取ることが可能なソフトの提出。

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
01

02

03

04

05

06

07

08

09
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地盤改良設計データ
作成ソフトウェア

ドレーン等設計データは、設計図書等に基づき、ドレーンの打設番号・打設位置（ｘ,ｙ）・打込み長さ

（ドレーン等の先端の計画標高または施工基面からの計画深度）・施工基面の標高を入力したものである。

地盤改良設計データ作成ソフトウェア必須機能



１．データ作成時の留意点
受注者は、設計図書に示される地盤改良で打設するド

レーン等の平面配置図、各ドレーン等の先端の標高（又は
施工基面からの深さ）を示す縦断図などを用いて、ドレー
ン等設計データを作成する。
以下に、地盤改良設計データ作成時の留意事項を示す。

２．準備資料
設計データの作成に必要な準備資料は、下記の２点であ

る。
• 設計図書の平面図（造成するドレーン等の平面配置が
明示されたもの）

• 設計図書の縦断図（ドレーン等の先端の標高（又は施
工基面からの深さ）が明示されたもの））

なお、準備資料の記載内容にデータの作成において不足
等がある場合は監督職員に報告し資料提供を依頼すること。

３．ドレーン等設計データの作成範囲
ドレーン等設計データの作成範囲は、地盤改良範囲とす

る。当初の想定と地質分布が異なったり地中や周辺に支障
物がある等の理由で地盤改良範囲が設計図書と異なる場合
は監督職員と変更等の協議を行い、その結果をドレーン等
設計データの作成に反映させる。

４．管理ブロックサイズの設定
ドレーン等設計データには、以下の設計情報を入力する。
• 打設番号（番号のつけ方は任意）
• 打設位置（ｘ,ｙ）
• ドレーン等底面部の計画標高、または施工基面からの
計画深度

• 施工基面の標高

５．打止め管理が必要な場合
ドレーン等の打止めの深度を、地表面からの打込みの深

度ではなく、目標の地層に到達させ打止まりとする等、特
定の指標により打止めを判断する管理（打止め管理とよ
ぶ）を行う工事においては、ドレーン等設計データのド
レーン等最下端の標高（又は深度）として、設計図書に示
される標高（又は深度）か、施工前の調査ボーリング等に
て推定した地層の分布から求まる計画標高（又は深度）を
入力しておく。

打止め深度に達したか否かの判断には、ドレーン等設計
データに入力した標高又は深度は用いず、試験施工等の結
果を踏まえ監督職員との協議により決めた打止め判断基準
に基づき判断することとする。
打止め管理を行う場合は、ドレーン先端が、ドレーン等

設計データに暫定的に入力した標高（又は深度）に達して
いなくても打止め判断基準を満足していれば、出来形管理
資料が示す全体改良範囲図に施工済みであることを示す着
色を行ってよい。

（参考）ドレーン等設計データの作成（バーチカルドレーン工の場合）
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（参考）ドレーン等設計データの確認（バーチカルドレーン工の場合）

■ドレーン等設計データの確認
ドレーン等設計データの間違いは、施工対象物が設計

図書に示されている位置、形状、深度と異なって施工さ
れてしまう事態を引き起こすので、受注者はドレーン等
設計データと設計図書を照合すること。
ドレーン等設計データと設計図書との照合とは、ド

レーン等設計データが設計図書を基に正しく作成されて
いるものであることを確認することである。
ドレーン等設計データと設計図書の照合結果について

は、「ドレーン等設計データチェックシート」に記入し
提出する。さらに、設計変更等で設計図書に変更が生じ
た場合は、ドレーン等設計データを変更し、再度確認を
行う。
確認結果は、「施工履歴データの事前精度確認試験実

施手順書及び試験結果報告書」に従い、様式に記入し提
出する。
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（参考）出来形帳票作成ソフトウェア（バーチカルドレーン工の場合）

１．出来形管理基準上の管理項目の計算方法
従来は、ドレーン等の位置・間隔についてはメジャー・ＴＳ等を用いた実測により確認してきたが、以下のとおり施工履歴

データを用いた管理に代える。なお、打込み長さｈについては、従来から施工機械に搭載したドレーン材の送り出し量の管理

等により行われてきたが、本出来形管理要領においても同様に管理を行う。

①位置：施工基面上で打設機械を設計の打設位置に設置した時点の打設ロッドの中心の位置（ｘ,ｙ）の施工履歴データを用い

て、設計に対する打設位置の平面位置ずれ（Δｘ，Δｙ）を管理する。

②打込み長さh：打込み長さについては、ドレーン等の打設中に、ドレーン等が達した最深部の標高、またはドレーン等が達

した最深部と施工基面との標高差を施工履歴データとして記録し、両者の差から打込み長さｈを求める。

２．施工が完了した範囲の出力
ドレーン等設計データと施工履歴データを用いて、所要の打込み長さｈを満足して施工が完了したドレーン等の位置を全体

改良範囲図に着色して表示する。

３．出来形管理資料の出力
ドレーン等設計データで規定された個々のドレーン等に対して、打込み長さｈが規定値を満足していることを確認できる施

工管理データ帳票を出力・提出し、施工管理及び出来形管理を行う。

51

出来形帳票作成ソフトウェア必須機能

出来形帳票作成
ソフトウェア



１）地盤改良設計データの入力機能

①座標系の選択機能

地盤改良設計データの座標系を選択する機能。

②地盤改良設計データの入力機能

設計図書等に基づき、地盤改良設計データをＩＣＴ地盤改良機に入力する機能。

撹拌装置の回転軸が複数である場合、杭芯位置は各軸について入力できること。

２）地盤改良設計データの出力機能

上記で作成した地盤改良設計デー

タを監督職員が可読であるＣＳＶ

データで出力する機能。もしくは、

地盤改良計測データを監督職員が読

み取ることが可能なソフトの提出。
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（参考）地盤改良設計データ作成ソフトウェア（サンドコンパクションパイル工の場合）

地盤改良設計データ
作成ソフトウェア

地盤改良設計データは、設計図書等に基づき、改良体番号・杭芯位置（ｘ,ｙ）（撹拌装置が多軸の場合は

複数）・改良体天端の標高又は施工基面からの計画深度・改良体底面部の標高又は計画深度・杭径Ｄ・施工

基面の標高を入力したものである。

地盤改良設計データ作成ソフトウェア必須機能

ｘ座標（ｍ） ｙ座標（ｍ）

A-3 13568.2 3495.19 -2.0 -32.0 1.6 123

A-4 … … … … … …

… … … … … … …

… … … … … … …

施工基面
の標高
（ｍ）

改良体
番号

杭芯位置 空掘り延長（ｍ）
※施工基面から改良天端までの距離

（ｍ）

改良延長
（ｍ）

改良径Ｄ
（ｍ）



１．データ作成時の留意点
受注者は、設計図書に示される地盤改良範囲を示す平面

図、施工基面からの改良厚さ又は改良範囲下端部の標高を
示す縦断図などを用いて、地盤改良設計データを作成する。
以下に、地盤改良設計データ作成時の留意事項を示す。

２．準備資料
地盤改良設計データの作成に必要な準備資料は、下記の

２点である。

• 平面図（地盤改良範囲が明示されたもの）
• 縦断図（地盤改良深度又は地盤改良範囲の最下端の標
高が明示されたもの）

なお、準備資料の記載内容に地盤改良設計データの作成
において不足等がある場合は監督職員に報告し資料提供を
依頼すること。

３．地盤改良設計データの作成範囲
地盤改良設計データの作成範囲は、地盤改良範囲とする。

なお、当初の想定と地質分布が異なったり地中や周辺に支
障物がある等の理由で地盤改良範囲が設計図書と異なる場
合は監督職員と変更等の協議を行い、その結果を地盤改良
設計データの作成に反映させる。

４．管理ブロックサイズの設定
地盤改良設計データには、以下の設計情報を入力する。

• 改良体番号（番号のつけ方は任意）
• 杭芯位置（ｘ,ｙ）（多軸の場合は複数）
• 改良体天端の標高又は施工基面からの計画深度
• 改良体底面部の標高又は計画深度
• 杭径

• 施工基面の標高
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（参考）地盤改良設計データの作成（サンドコンパクションパイル工の場合）



■地盤改良設計データの確認
地盤改良設計データの間違いは、施工対象物が設計図

書に示されている位置、形状、深度と異なって施工され
てしまう事態を引き起こすので、受注者は地盤改良設計
データと設計図書を照合すること。
地盤改良設計データと設計図書との照合とは、地盤改

良設計データが設計図書を基に正しく作成されているも
のであることを確認することである。地盤改良設計デー
タと設計図書の照合結果については、「地盤改良設計

データチェックシート」に記入し提出する。
さらに、設計変更等で設計図書に変更が生じた場合は、

地盤改良設計データを変更し、再度確認を行う。
ここで、地盤改良設計データに入力された杭径Ｄにつ

いては、実際に施工に用いる地盤改良機の撹拌翼の径が、
設計の杭径以上であることを撹拌翼の実測により確認す
る。
確認結果は、「施工履歴データの事前精度確認試験実

施手順書及び試験結果報告書」に従い、様式に記入し提
出する。
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（参考）地盤改良設計データの確認（サンドコンパクションパイル工の場合）



出来形帳票作成
ソフトウェア

出来形帳票作成ソフトウェア必須機能

１．出来形管理基準上の管理項目の計算方法
従来は、砂杭の位置・間隔についてはメジャー・ＴＳ等を用いた実測により確認してきたが、以下のとおり施工履歴データ

を用いた管理に代える。

なお、打込み長さｈについては、従来から施工機械に搭載したケーシング先端の深度と地中に打設した砂量から締固めた砂

杭の打込み長さを管理してきたが、本管理要領（案）においても同様に管理を行う。また、杭径については、施工中、各改良

箇所において、一定の打込み長さあたりの砂投入量を計測し、設計砂投入量以上の値であった場合、当該箇所を施工済みと判

断することとし、この確認をもって掘起しによる確認を不要とする。

①位置：施工基面上で打設機械を設計の打設位置に設置した時点のケーシングの中心の位置（ｘ,ｙ）の施工履歴データを用い

て、設計に対する打設位置の平面位置ずれ（Δｘ，Δｙ）を管理する。

②打込み長さh：打込み長さについては、砂杭の打設中に、砂杭が達した最深部の標高、または砂杭が達した最深部と施工基

面との標高差を施工履歴データとして記録し、両者の差から打込み長さｈを求める。

２．施工が完了した範囲の出力
地盤改良設計データと施工履歴データを用いて、所要の打込み長さｈを満足して施工が完了した砂杭の位置を全体改良範囲

図に着色して表示する。

３．出来形管理資料の出力
地盤改良設計データで規定された個々の砂杭に対して、打込み長さｈが規定値を満足していることを確認できる施工管理

データ帳票を出力・提出し、施工管理及び出来形管理を行う。
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（参考）出来形帳票作成ソフトウェア（サンドコンパクションパイル工の場合）
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作成例：精度確認の実施と結果の提出

固結工の場合 バーチカルドレーン工の場合 サンドコンパクションパイル工の場合
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作成例：精度確認の実施と結果の提出

固結工の場合



モバイル端末

技術概要集



2

◆基礎知識（計測の仕組みについて）

◆利用手順

◆参考資料



□モバイル端末計測とは？

モバイル端末に搭載されているLiDARやカメラの他、モバ

イル端末に携帯可能なセンサーを組み合わせたものによ
り計測する技術である。

スマホ

ＬｉＤＡＲセンサーの照射＋ ＩＭＵによる位置や姿勢の取得

タブレット

形状生成

ＩＭＵによりモバイル端末の位置や姿勢を常時取得し、LiDARセンサー計測結果から得た
現在の周辺形状データを次点の計測結果を継ぎ足していくことで形状データを生成する。

LiDARセンサー

+

位置を取得

姿勢を取得

IMU

※モバイル端末計測：LiDAR、IMU、SLAM技術、写真測量技術等、
多様な技術をモバイル端末と組み合わせて計測する技術

※LiDARとIMUを組み合わせた場合の一例

◆ 基礎知識（計測の仕組みについて）

3



□モバイル端末を用いた３次元出来形管理の種類

３次元出来形管理の種類には、以下の２パターンがあり、工種によって異なります。

○ 取得した点群を用いて面管理をする。
面的な規格値を利用

【適用工種】
・土工（1,000m3未満）

○ 取得した点群を用いて断面管理をする。
従来の規格値を利用

【適用工種】
・土工（1,000m3未満）
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◆ 利用手順

１．計測準備

２．現場計測

３．計測データ処理

1.1 使用機器・ソフトウェアの手配

1.2 使用機器類の性能確認

1.3 計測計画の立案（事前の精度確認の実施）

2.1 ３次元計測技術の設置・計測

3.1 計測点群データ処理

3.2 精度確認

3.3 出来形管理資料の作成

5



計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

モバイル端末による計測に必要な機器・ソフトウェアを手配します。
一般的な機器構成を以下に示しています。
施工計画書には、これらの機器構成（計測機器名称、計測機器メーカー、ソフトメーカー、ソフトウェア名、バー

ジョン）を記載します。 ※カタログや仕様書の提出は不要

（１）面管理の場合
（２）断面管理の場合

使用機器・ソフトウェアの手配1.1

計測準備１

6

（１）面管理の場合 （２）断面管理の場合

計測点群データ

②点群処理ソフトウェア
・点群データの合成
・点群データのフィルタリング

①モバイル端末を
用いた計測技術

出来形管理資料

出来形評価用データ
（ポイントファイル）

３次元設計データ

③３次元設計データ作成ソフトウェア
・ＴＳ出来形管理用の基本設計データ
を利用・変換してもよい
・曲線部などの補間に留意すること

⑤出来高算出ソフトウェア

出来形計測データ等
（TINファイル）

出来形管理データ
（設計と出来形の差）

基準点
座標データ

④出来形帳票作成ソフトウェア

〇〇社製セン
サー付きモバイ
ル端末

RTK-GNSS
（ネットワーク型）



使用機器類の性能確認1.2

モバイル端末に必要な機器類の性能などを確認します。

（１）精度管理の確認
（２）計測性能の確認

計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

事前精度確認試験を実施し、測定精度を満たしていることを確認する。試験結果は発注者に提出する。

（２）計測性能の確認

精度確認試験はＡとＢの両方が必要になります。

■モバイル端末の精度確認試験実施パターンについて

7

Ａ．事前の精度確認の実施

Ｂ．計測時の検証点（既知点）による精度確認※

※測定精度確保に必要な標定点の設置基準を明記している場合は、標定点の設置精度の確認（２箇所以上）

により検証点の確認に代替することができる。

例）標定点としてＲＴＫ－ＧＮＳＳを搭載する標識を用いる場合、標定点を現場内の既知点上に設置し、

標定点と既知点の座標較差が測定精度内であることを確認する。既知点の座標は、工事基準点あるいは

工事基準点からＴＳ等光波方式により計測された座標であること。

（１）精度管理の確認

本資料に沿って実施した出来形計測結果について精度確認を行い、確認結果を提出する。

★「モバイル端末等を用いた計測技術の精度確認試験実施手順書及び試験結果報告書」を用いて確認する。

※測定精度は、本資料の巻末を参照してください。



計測計画の立案（事前の精度確認の実施）1.3

多点計測技術の多くは、計測技術の利用環境や利用方法が測定精度に影響を与えることが多い。このため、精度確認
試験において、精度確保に必要となる留意事項を定めており、出来形計測の精度確保に必要な留意事項を踏まえた計測
計画を立案する。

（１）検証点による精度確認の場合
（２）検証点による精度確認以外の手法を用いる場合

計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３
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（１）検証点による精度確認の場合

• 受注者は、現場における点群計測の精度を確認するために、計測対象範囲に検証点を設置する（任意の箇所に２

箇所以上設置）。

• 検証点は３次元座標が既知の点上に設置するか、設置後ＴＳ等光波方式で３次元座標を計測する。

• 計測ごとに精度確認試験を行い、検証点の３次元座標と、モバイル端末で計測した３次元座標との差（Δｘ,Δ

ｙ,Δｚ）が±50 ㎜以内であることを確認する。

測定精度を確保できる計測計画を立案することが重要です。

計画内容は、施工計画書に記載しましょう。



計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

9

（２）検証点による精度確認以外の手法を用いる場合

１）検証点による精度確認以外の手法の明記・提出

受注者は、検証点による精度確認以外の手法の概要を様式に記載し、提出する。

• システムを構成する主要機器と計測の仕組みを記載する。

• モバイル端末等を用いた計測技術はモバイル端末等に搭載されたセンサーから得られる相対座標と、相対座

標を現場座標への変換する際の基準となる現場座標計測技術の組合せによるシステムが多い。精度確認試験

は、現場での出来形計測時に用いるシステムで実施する。

• 主要機器の仕様を記載する。

②主要機器

①主要機器の確認

• 各システムの計測手順、計測時の留意点を明記する。特に、現場での出来形計測時の検証点を標定点におけ

る精度確認で代替する場合は、測定精度確保に必要な標定点の設置方法や設置基準、モバイル端末を用いた

計測作業の手順を明確にする。

• 測定精度確保に必要な標定点の設置基準を明記している場合は、標定点の設置精度の確認（２箇所以上）に

より検証点の確認に代替することができる。

例）標定点としてＲＴＫ－ＧＮＳＳを搭載する標識を用いる場合、標定点を現場内の既知点上に設置し、標定

点と既知点の座標較差が測定精度内であることを確認する。既知点の座標は、工事基準点あるいは工事基

準点からＴＳ等光波方式により計測された座標であること。

③測定精度確保に必要な計測手順

２）事前精度確認

上記の計測条件等に従い、モバイル端末等を用いて計測した結果から得られる検証点のｘ,ｙ,ｚの成分と、検証点

をＴＳ等光波方それぞれ比較し、その較差が要求精度以内であることを確認する。

精度確認を行う検証点は２点以上とし、互いに離れた位置に設置し、標定点の近傍には設置しない。

結果を様式に記載し、提出する。
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検証点による精度確認以外の手法の記載例
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検証点による精度確認以外の手法の、事前の精度確認試験結果報告書（例）



３次元計測技術の設置・計測2.1

精度確認試験で定められた計測計画、計測範囲に準じて計測を行う。
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現場計測２
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• 精度確認試験による実施手順に基づき計測を行う。

• 計測中は適宜計測結果を確認し、出来形計測座標が出来形を適切に取得していることを確認することが望ましい。

※ＴＳ等光波方式を用いて検証点を計測する場合は、精度確認試験を行う場所内の基準

となる既知点を用いて計測を行う。また、既知点等から検証点までの距離は、３級Ｔ

Ｓを用いて計測する場合は100m以内とする（２級ＴＳは150m以内）



計測点群データの作成3.1

計測した３次元座標の点群から不要点等を除去し、３次元の計測点群データを作成する。
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• 計測結果の３次元点群から不要点削除などの処理を行う場合、出来形管理結果に影響するため、必要な計測点を削

除しないこと。

精度確認3.2

上記で作成した計測点群データ上から抽出した検証点の座標と、検証点（標定点１箇所以上）の座標を比較し、ｘ,
ｙ,ｚ座標それぞれ±50mm以内であることを確認する。

• 出来形計測範囲内に検証点を設置する。検証点の設置は、出来形計測範囲内の任意箇所（標定点の直近は避ける）

に配置するよう留意する。

• 検証点は、工事基準点あるいは工事基準点からＴＳ等光波方式により計測を行う。得られた検証点の座標と、点群

データから抽出した検証点の座標較差が定める測定精度内であることを確認する。

• 点群データから検証点座標を抽出する場合は、検証点付近の点群データを用い補助線などを利用して中心位置を推

定しても良い。

• 精度確認結果は「モバイル端末等を用いた計測技術の精度確認試験実施手順書及び試験結果報告書」を用いて確認

し提出する。なお、「モバイル端末等を用いた計測技術の精度確認試験実施手順書及び試験結果報告書」において、

測定精度確保に必要な標定点の設置基準を明記している場合は、標定点の設置精度の確認（２箇所以上）により検

証点の確認に代替することができる。

例）標定点としてＲＴＫ－ＧＮＳＳを搭載する標識を用いる場合、標定点を現場内の既知点上に

設置し、標定点と既知点の座標較差が定める測定精度内であることを確認する。既知点の座

標は、工事基準点あるいは工事基準点からＴＳ等光波方式により計測された座標とする。
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出来形管理資料の作成3.3

受注者は出来形管理資料を作成し、監督職員に提出する。

（１）面管理の場合
（２）断面管理の場合

（１）面管理の場合

面
管
理
の
場
合

３次元設計データと出来形評価用データを用いて、設計面と出来形評価用データの各ポイントとの離れ等の出

来形管理基準上の管理項目の計算結果（標高較差の平均値等）と出来形の良否の評価結果、及び設計面と出来形

評価用データの各ポイントの離れを表した分布図を整理した帳票、もしくは属性情報として出来形管理基準上の

管理項目の計算結果を表示できる３次元モデルのビューアーファイルを作成する。出来形確認箇所（平場、天端、

法面（小段含む））ごとに作成する。
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（２）断面管理の場合

面
管
理
の
場
合

３次元座標を用いて出来形寸法を算出し、出来形管理資料を作成する。

２）出来形計測位置の一覧

出来形座標確認ソフトウェアを用い、

出来形測定箇所が計測すべき断面上又

は測線上で計測されていることを示す

資料を添付すること。３次元設計デー

タに計測箇所を表示した平面図あるい

は、これを確認できるビューアー付３

次元モデルファイルでもよい。

１）出来形管理帳票

「出来形帳票」は、「土木工事共通仕様書」に定める帳票を自動あるいは手動で作成する。
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◆ 参考資料

計測性能及び精度管理
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施工計画への記載事項・提出書類

1）適用工種
適用工種に該当している工種を記載する。

2）適用区域
３次元計測を行う範囲を明記する。また、平面図上に当該工事の実施範

囲を示し、３次元計測技術による出来形管理範囲と「土木工事施工管理基
準及び規格値（案）」による出来形管理範囲を塗り分ける。

3）出来形計測箇所、出来形管理基準及び規格値・出来形管理写真基準
「設計図書」及び「出来形管理基準及び規格値」の測定基準に基づいた

出来形計測箇所を記載する。自主管理するための任意の計測箇所について
は、記載不要である。

4）使用機器・ソフトウェア

記載事項

記載事項

記載事項

提出書類

記載事項

①機器構成
利用する機器及びソフトウェアについて、施工計画書に記載する。

②３次元計測技術本体
利用する３次元計測技術本体が計測性能を有し、適正な精度管理が行わ
れていることを、施工計画書の添付資料として提出する。

③ソフトウェア
使用するソフトウェア（ソフトメーカー、ソフトウェア名、バージョン）を記載す
る。カタログや仕様書は不要である。

記載事項

5）計測計画 記載事項
精度確認試験において、精度確保に必要な留意事項として記載された項目に
ついて記載する。

◼ 精度確認試験結果報告書

◼ ３次元設計データ作成ソフト
ウェアなど
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作成例①：精度確認の実施と結果の提出

検証点による精度確認
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作成例②：精度確認の実施と結果の提出

検証点による精度確認以外の手法



技術概要集

ＩＣＴ建機の刃先計測機能
（土 工）



◆基礎知識（計測の仕組みについて）

◆利用手順

◆参考資料

2



□ＩＣＴ建機の刃先計測機能とは？

自動追尾式やＧＮＳＳ等が搭載されたマシンガイダンスバックホウが有する作業装
置の刃先位置（３次元座標）を計測する機能である。本技術を活用することで、施
工しながら単点計測による出来形計測（断面管理）を行うことができる。

ＩＣＴ建機の刃先計測機能のデータ記録

イメージ

◆ 基礎知識（計測の仕組みについて）

3

刃先位置の単点計測（新たな計測手法）

幅

基準高

幅

基準高

ＴＳ等光波方式による単点計測
（今までの計測手法）



◆ 利用手順

１．計測準備

２．現場計測

３．計測データ処理

1.1 使用機器・ソフトウェアの手配

1.2 使用機器類の性能確認

2.1 ＧＮＳＳ基準局の配置

2.2 事前の測定精度確認

2.3 日々の精度確認

3.1 精度確認実施結果の記録・提出

4



ＩＣＴ建機の刃先計測機能を用いた出来形管理に必要な機械・ソフトウェアを手配します。
一般的な機器構成を以下に示しています。
施工計画書には、これらの機器構成（計測機器名称、計測機器メーカー、ソフトメーカー、ソフトウェア名、バー

ジョン）を記載しましょう。 ※カタログや仕様書の提出は不要

（１）ＩＣＴ建設機械本体（車載ＰＣ等も含む）
（２）各種ソフトウェア
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使用機器・ソフトウェアの手配1.1

計測準備１

5

・単点計測器（ＩＣＴ建設機械本体）

…施工中の刃先位置をリアルタイムに計測・

記録する機能を有するＩＣＴ建設機械を使

用する必要がある。

・車載ＰＣ

・点群処理ソフトウェア

・３次元設計データ作成ソフトウェア

・出来形帳票作成ソフトウェア

・出来高算出ソフトウェア

本管理要領で定める範囲

ＩＣＴ建機の刃先計測機能

単点計測

施工者

電子成果品

３次元設計データ

３次元座標から幅、長さを算
出するソフトウェア

出来形帳票作成ソフトウェア

出来形座標確認ソフトウェア
計測箇所と設計位置の確認

３次元設計データ作成ソフトウェア
・設計要素の入力
・３次元設計データの出力

任意のソフトウェアある
いは機能を利用する範囲

出来形評価用データ
（ポイントファイル）

出来形計測データ等
（TINファイル）

出来形管理資料

設計値
（手入力等）

計測点データ（ポイントファイル）



計測に必要な機器類の性能などを確認します。

（１）精度管理の確認

【精度管理の確認】

使用機器類の性能確認1.2
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ＩＣＴ建設機械の刃先計測機能が正しく計測

できていることを確認するため、施工前に必ず

精度確認試験及び日々の精度確認を実施します。

（１）事前の精度確認の実施

（２）日々の精度確認の実施

■ＩＣＴ建機の刃先計測機能の精度確認



計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

7

ＩＣＴ建設機械の刃先計測機能が正しく計測できていることを確認するため、施工前に必ずＴＳ等光波方式で計測し

た座標値を真値とし、ＩＣＴ建機の刃先計測機能で計測した座標値との差を比較し、要求精度を満足しているか確認し

ます。

（1）事前の精度確認の実施

ＩＣＴバックホウの実施手順

・本施工を実施する前に、ＩＣＴ建設機械の刃先計測機能とＴＳ等光波方式で計測した座標値を比較し、その

差が要求精度を満足しているか確認する。

・試験は、施工対象現場の条件を踏まえて、平場で実施する。

・試験は、本施工区間外で実施してもよい。

・試験を実施する範囲（広さ）については任意とするが、ブーム・アームを最も縮めた状態と、最も伸ばした

状態で１断面（２点以上）の計２断面で計測。その後、建機１台分前進させ同姿勢で２断面、90度旋回さ

せた姿勢で２断面の計６断面（12点以上）が行える広さであること。

前進

①１断面（２点以上）をそれぞれ２姿
勢分の２断面を計測する。

②ＩＣＴバックホウを前進させて、本体位
置を変えた上で、①と同様に計測する

③９０度旋回後、①と同様に計測する。

計測箇所

①
 

③



計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

8

ＩＣＴバックホウ（スイング式※・オフセットリンク式※搭載機種）の実施手順

・バックホウには、スイング式・オフセットリ

ンク式に対応した機種がある。そのため、前

項で記載した事前精度確認試験に加えて、ス

ウィング・オフセット部分のみを旋回させ、

ブーム・アームを最も縮めた状態・最も伸ば

した状態でバケットの向かって外側の1点の

計４点の計測を追加で検証することとする。

精度確認表

TS取得座標 刃先取得座標

点名 X Y Z 点名 X Y Z ΔX ΔY ΔZ

T1 -92643.439 49374.446 444.844 M1 -92643.446 49374.446 444.848 0.007 0.000 -0.004

T2 -92643.446 49374.446 444.848 M2 -92643.433 49374.437 444.851 -0.013 0.009 -0.003

T3 -92643.419 49374.462 444.845 M3 -92643.374 49374.439 444.833 -0.045 0.023 0.012

T4 -92643.409 49374.478 444.844 M4 -92643.407 49374.487 444.837 -0.002 -0.009 0.007

T5 -92647.061 49372.246 444.747 M5 -92647.049 49372.233 444.75 -0.012 0.013 -0.003

T6 -92647.015 49372.133 444.742 M6 -92647.014 49372.146 444.739 -0.001 -0.013 0.003

T7 -92645.637 49373.166 444.777 M7 -92645.628 49373.175 444.769 -0.009 -0.009 0.008

T8 -92645.1 49372.215 444.745 M8 -92645.097 49372.252 444.733 -0.003 -0.037 0.012

T9 -92650.943 49372.452 444.686 M9 -92650.934 49372.444 444.682 -0.009 0.008 0.004

T10 -92650.914 49372.456 444.68 M10 -92650.908 49372.448 444.683 -0.006 0.008 -0.003

T11 -92651.492 49374.07 444.675 M11 -92651.51 49374.068 444.67 0.018 0.002 0.005

T12 -92651.477 49374.087 444.672 M12 -92651.497 49374.085 444.664 0.020 0.002 0.008

要求精度 0.050 0.050 0.050

合否判定 〇 〇 〇

（単位ｍ）

・ＩＣＴ建機の刃先計測機能とＴＳ等光波方式それぞれで計測した座標値を下記のように整理。

・すべての座標値の差が要求精度を満足しているか確認。

スイング・オフセット部分を旋回させ、ブーム・アームを最も
縮めた状態・最も伸ばした状態でバケットの向かって外側
の点を計測する。
計測後、スイング・オフセット部分を逆の方向に旋回施さ
せ同様に計測をする。

計測箇所

※日本建設機械要覧（一般社団法人 日本建設機械施工協会）による側溝堀方式
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（2）日々の精度確認の実施

ＩＣＴバックホウの実施手順

①ＩＣＴバックホウの刃先で現場内の工事基準点を計測、または任意箇所を計測し座標値を記録

②工事基準点を計測した場合は、工事基準点の座標値を真値とし、任意箇所を計測した場合は、同一箇所をＴ

Ｓ等光波方式で計測した座標値を真値として記録

③①と②の座標値の較差を求め、±50mm以内であること確認

9

ＩＣＴ建機の刃先計測機能を出来形計測に利用する場合は、「ＩＣＴ建機の刃先計測機能による３次元計測技術の精

度確認試験実施手順書及び試験結果報告書」の「日々の精度確認」に従い、作業日１日ごと始業前に精度確認試験を実

施する。結果については、監督職員の求めに応じ提出できるように保管する。



４. 生成・精度

ＧＮＳＳが搭載されたバックホウを用いる固定基準局使用によるＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いる場合は、基準局（工事基

準点に設置した基準局、国土地理院や民間が管理する基準局等）から必要な補正データを受信し、適正な精度確保を行

うこと。

作業装置位置の取得精度を確保するため、「ＩＣＴ建機の刃先計測機能による３次元計測技術の精度確認試験実施手

順書及び試験結果報告書」に従い、施工着手前に精度確認試験を行う。（→①計測準備（1）を参照）

計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３

現場計測２

• 固定基準局使用によるＲＴＫ－ＧＮＳＳを含む場合には、施工の着手前までにＲＴＫ－ＧＮＳＳ基
準局を設置する必要がある。

• 同システムにより提供される作業装置位置の３次元座標には、ＲＴＫ－ＧＮＳＳが潜在的に有する
計測誤差以外に、ＲＴＫ－ＧＮＳＳ基準局の設置した位置の３次元座標の誤差が含まれるため、工
事基準点に必ず設置すること。

留意点

事前の測定精度確認2.2

10

作業日ごとに、始業前に１回、ＩＣＴ建機の刃先計測機能の計測精度を確認する。結果については、監督職員の求め

に応じて提出できるように整理する。（→①計測準備（2）を参照）

日々の精度確認2.3

ＧＮＳＳ基準局の配置（ＧＮＳＳが搭載されたバックホウのみ）2.1



計
測
準
備

１

現
場
計
測

２

計
測
デ
ー
タ
処
理

３
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・「事前精度確認試験結果」及び「日々の精度確認結果」の実施結果を記録・提出する。なお、日々の精度確認試験の

記録は監督職員の求めに応じて提出できるように保管する。

・精度確認試験で精度管理値を満足できない場合は、ＩＣＴ建設機械のキャリブレーションを再度実施し、精度を是正

した後、再試験を行う。

精度確認実施結果の記録・提出3.1

計測データ処理３

※基準点座標が変わる場合はバックホウ表示欄に基準点座標を併記しても良い。



◆ 参考資料

計測性能及び精度管理

12



13

記載事項

記載事項

記載事項

記載事項

提出書類

記載事項

13

①機器構成
利用する機器及びソフトウェアについて、施工計画書に記載する。

②３次元計測技術本体（ＩＣＴ建設機械本体）
利用する３次元計測技術本体が下記と同等以上の計測性能を有し、適

正な精度管理が行われていることを、施工計画書の添付資料として提出
する。

③ソフトウェア
使用するソフトウェア（ソフトメーカー、ソフトウェア名、バージョ

ン）を記載する。カタログや仕様書は不要である。

施工計画への記載事項・提出書類

1）適用工種
適用工種に該当している工種を記載する。

2）適用区域
３次元計測を行う範囲を明記する。また、平面図上に当該工事の実施範

囲を示し、３次元計測技術による出来形管理範囲と「土木工事施工管理基
準及び規格値（案）」による出来形管理範囲を塗り分ける。

3）出来形計測箇所、出来形管理基準及び規格値・出来形管理写真基準
「設計図書」及び「出来形管理基準及び規格値」の測定基準に基づいた

出来形計測箇所を記載する。自主管理するための任意の計測箇所について
は、記載不要である。

4）使用機器・ソフトウェア

◼ 適正な精度管理の記録
・着工前の精度確認試験結果

記録・保管
・日々の精度確認結果
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作成例：精度確認の実施と結果の提出

日常点検チェックシート

※基準点座標が変わる場合はバックホウ表示欄に基準点座標を併記しても良い。
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